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○ 大学の概要

（１）現況
① 大 学 名： 国立大学法人長崎大学
② 所 在 地： 長崎県長崎市
③ 役員の状況： 学長 齋藤 寛

（平成１６年４月１日～平成１８年１０月１０日）
理事数 ６名（うち非常勤１名）
監事数 ２名（うち非常勤１名）

④ 学部等の構成
（学部） 教育学部，経済学部，医学部，歯学部，薬学部，工学部，

環境科学部，水産学部
（研究科）教育学研究科，経済学研究科，生産科学研究科，医歯薬学総合研究科
（附置研究所） 熱帯医学研究所
（併設短期大学）医療技術短期大学部

⑤ 学生数及び教職員数
学生数 ９,１５２名

（ ， ， ）学 部 ７,６８３名 大学院 １,４４５名 併設短期大学２４名
教職員数 ２,１１３名

（教 員 ９７３名，職 員 １,１４０名）

（２） 大学の基本的な目標等

長崎大学はこれまで 「長崎に根付く伝統的文化を継承しつつ，豊かな心を育み，地球，
の平和を支える科学を創造することによって，社会の調和的発展に貢献する」との理念に
基づき高度の教育・研究活動を展開してきた。新世紀初頭の国立大学法人への移行を契機

， ， ，に 更なる教育・研究の高度化と個性化を図り アジアを含む地域社会とともに歩みつつ
世界にとって不可欠な「知の情報発信拠点」であり続けることを宣言する。

この理念の達成に向けた基本目標として，以下の５項目の最重点事項を掲げる。

（１）長崎大学は教育，研究の両面で世界のトップレベルを目指して，戦略的な教育研究
企画を推進し，教育・研究の更なる高度化，個性化を図る。

（２ 「学生顧客主義」の標語の下，教養教育，学部専門教育，大学院教育の充実を図っ）
て最高水準の教育を提供するとともに，入学者選抜，課外活動，就職などを含む学生
生活の全般にわたって支援体制を一段と強化する。

（３）大学で創造する知的財産の適正な管理を行い，知的財産と人的・物的資源を活用し
た地域連携，産学官連携，国際的連携を通して教育・研究成果の社会への還元を推進
する。

（４）不断に外部評価も含めた点検・評価を行い，それを教育・研究の改善実施に直結で
きる体制を整備し，かつ，その情報公開に努める。

（５）教育研究組織，事務組織の見直しや情報の一元的な管理体制を構築することにより
業務の高度化，効率化を図る。また，柔軟な管理運営，人事，財務システムを導入し
て大学法人の経営基盤を確立する。

長崎大学
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全 体 的 な 状 況

観点２：学長のリーダーシップは機能を発揮したか。長崎大学の中期計画を推進するに当たって 「柔軟な管理運営と人事制度 「業務の高， 」，
度化・効率化 「財務システムの導入 「教育研究組織や事務組織の見直し」は，目標と 文部科学省及びその他の競争的補助金の応募に際し，学長，理」， 」， （１）競争的資金の獲得：
している世界トップレベルの教育，研究の実現や学生への支援，社会への貢献を実現する 事及び学長補佐が応募書類審査，学内ヒアリング，申請書作成までの全過程に関与し，
ための基盤であり，学長のリーダーシップの下での大学法人の健全かつ適切な大学運営の 採択された申請課題については大学の重点プロジェクトとして積極的な支援を行うこと
保証に不可欠と考える。平成１６年度は，大学法人運営の基盤を確立すべく，学長のリー とした。その結果，特色ある大学教育支援プログラムや海外先進教育研究実践支援プロ
ダーシップを支えるため，組織や制度の整備による業務の高度化・効率化，柔軟な人事制 グラム（本学応募可能枠の１１名の全ての採択）等が採択され，教育研究の高度化に大
度構築，財務システムの導入に力を注いだ。さらに，上述の基盤に基づき，世界トップレ きく寄与した。特別教育研究経費等についても各部局からの申請項目を本学の戦略的視
ベルの教育，研究の実現や学生支援の充実，社会貢献の増進へ向けた中期計画を順調に推 点から学長，理事が選別し，順位付けを行い，さらに内容の吟味と改訂を施すことによ
進している。 り，申請した２０項目中５０％に当たる１０項目が採択された。

平成１６年度の主たる成果は以下のとおりである。 教育研究基盤経費等から学長裁量経費を確保し，次世代の特色と（２）戦略的資金配分：
Ⅰ 学長のリーダーシップを支援するための組織として，学長を中核とし，理事・学長 なりうる萌芽的研究申請に対して経費の支援を行った。従前とは異なる競争的環境の中

補佐・事務局各部長を構成員とする「運営会議」を組織するとともに，学内コンセ での経費配分を行ったことは次年度以降の戦略的資金配分拡大へ繋がった。
ンサスを醸成する組織として学長，理事及び部局長で構成する「連絡調整会議」を
発足させた また外部資金活用による 有期労働契約教職員 採用を可能とする等 全ての教職員定数を学長の下に一元管理することとし，戦略。 「 」 ， （３）戦略的人的資源活用：

。 ， ， ，戦略的人的資源活用可能な制度を策定した。 的定数配置を可能とした それにより熱帯医学研究所 知的財産本部 留学生センター
Ⅱ 学長のリーダーシップ体制の下 「特色ある大学教育支援プログラム」や「海外先 環東シナ海海洋環境資源研究センター，情報メディア基盤センターなど重要性と緊急性，

進教育研究実践支援プログラム」等，競争的資金獲得へ積極的に応募し確固たる成 の高い部署に教員や事務職員を新たに配置した。
果を上げた。

Ⅲ 「学生顧客主義」の標語の下，学生に最高レベルの教育を提供すべく，特色ある大 地域共同研究センター，機器分析センター，環境保全セン（４）教育研究組織の見直し：
学教育支援プログラム採択の３課題を推進することにより新たなカリキュラムの開 ターの「共同研究交流センター」への統合改組，水産学部附属海洋資源教育研究センタ
発と授業内容の改善に努めた。 ーの「環東シナ海海洋環境資源研究センター（学内共同教育研究施設 」への改組を決）

定するなど，地域貢献や次世代の先端的，総合的研究を支援するための組織の充実を図
社会の要請に応えるために長崎大学が実施した平成１６年度の主要業務を５つの観点に った。また，地域の緊急課題である「心の教育総合支援事業」を地域の教育機関と連携

従って総括する。 して展開するため「心の教育総合支援センター」の創設を決定した。特筆事項として，
部局及び事務局から独立したワンストップ機能を有する組織である「国際連携研究戦略
本部（本部長：研究・国際交流担当理事 」の新たな設置（文部科学省１７年度「大学観点１：学長のリーダーシップを保証する組織体制は整備されたか。 ）

本学の最高意思決定機関である役員会は学長と６名 国際戦略本部強化事業」に採択）を決定した。これにより国際研究の戦略体制並びに，（１）リーダーシップ支援組織体制：
の理事より構成される。各理事は担当領域（総務・企画，財務，教学等）の業務を統括 ＪＩＣＡなどからの資金の受入れや業務運営・経費執行面の手続処理の一元化を行い，
し，関連全学委員会を主宰するほか，主要な学内共同教育研究施設の長を務めるなど重 今後期待される国際的な研究資金受入れの拡大に向けた体制の整備強化を行った。
要な任を負う。定例の役員会の他，理事間の連絡調整，意見交換の場として不定期の役
員懇談会を設定し，臨機に開催している。加えて学長が任命する学長補佐が学長及び理 今後実施予定の大学評価のための基礎データを蓄積する目的でデ（５）評価体制の整備：
事の業務を補完することにより，リーダーシップが機能することを保証する。大学運営 ータベースの構築に向けて準備を開始し，学長を本部長とした「計画・評価本部」の設
に関わる重要事項は運営会議で企画立案を行っている。また教育研究事項の最高審議機 置を決定した。その中に，評価業務の円滑な遂行とノウハウの蓄積を図るために教員と
関である「教育研究評議会」では，評議員の部局選出制度を廃止し，部局長及び学長の 事務職員を室員とする「計画・評価室」を設けることとした。
指名する評議員から構成されるように変更し，学長や部局長のリーダーシップ重視とい
う本学の基本方針を明確にした。 経営協議会学外委員として１０名の民間企業等の経営責任者（６）民間からの人材登用：

を登用（うち女性２名）し，その意見を法人経営に反映するよう配慮した。理事等に対
学長のリーダーシップによって大学経営上実効 して経営協議会学外委員による経営セミナーを開催し，経営協議会学外委員の経験を本（２）説明責任とコンセンサス確立体制：

的な成果を上げるには，大学構成員への情報公開・説明責任と学内コンセンサスの確立 学の経営に生かすよう特段の配慮を行った。また，民間の視点を取り入れた監査が適正
が不可欠との観点から，学長のリーダーシップ機能を保証する制度を整備した。国立大 に実施されるように，監事に民間金融機関の監査役経験者を選任した。
学法人長崎大学の発足に伴い，学長メッセージとして今後の大学運営方針（経営戦略）

観点３：経営財務内容の改善が図られたか。を公表し，学長をトップとする役員会に権限と責任を付与し，従来とは本質的に異なる
運営形態に移行することを大学全教職員に周知した。この学長メッセージは全ての教職 競争的外部資金獲得のために様々な工夫，改善を行った。平成（１）外部資金の増加：
員に新たな国立大学法人職員としての自覚を促すことに極めて有効であった。大学運営 １７年度文科省科学研究費補助金応募に際しては事務処理体制を見直し，学内締切を可
上の懸案事項を各部局と協議・調整するために連絡調整会議を設置した。また，各種全 能な限り延長するとともに，学内説明会を開催して教職員の意識向上を図った。その結
学委員会（部局選出委員を中心に構成）に対して，懸案事項について部局の視点を踏ま 果，応募件数，教員（常勤）応募率とも前年度実績を上回った。科学研究費補助金以外
えつつも，全学的見地から企画立案することを要請し，学内コンセンサスの醸成を図っ の競争的資金に関しても，理事・事務局を中心に資金獲得へ向けた学内外での情報収集
ている。また，各部局が有する重要な懸案事項は役員懇談会で部局長を交えた集中的ヒ 活動を強化し，本学ホームページに外部資金情報サイトを特設するなど，全教職員への
アリングと意見交換を臨機に行っている。 情報周知徹底を図った。その結果，官公庁及び関連財団関係を中心に競争的資金獲得額
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が大きく伸長した。受託研究獲得総額は前年比２５.８％増を達成し，外部資金に付随 国際調査研究機関との連携強化のため，放射線医療科学及び（３）国際連携・国際貢献：
する間接経費の獲得金額も前年度実績に比し９％増の151,981千円に達した。 感染症領域の教員各１名をＷＨＯ本部（ジュネーブ）とＷＨＯ西太平洋地域事務局へ長

期派遣した。平成１６年末に発生したスマトラ沖地震津波災害では，熱帯医学研究所教
財務内容改善のため 「経費節減方策及び自己収入増方策」等を策定 授がリーダーのプロジェクトチームを災害発生１週間後に結成し，科学研究費補助金に（２）経費の抑制： ，

するなど，全学的な経費節減に取り組んだ。特に，管理的な経費の抑制に当たっては， よる緊急経費支援により感染症流行予測のための現地先遣調査を実施した。
省エネルギー対策（１％省エネ運動と執務室での軽装等）や，情報データベース，既存

観点５：教育研究の質の向上が図られたか。資料の電子化を進めるなど，コストの削減の徹底を図った。
その結果、一般管理費については，当初の支出予算額より３６５百万円の削減が図ら 本学の重点事項「学生顧客主義」の下，学生に最高レベルの教育（１）教育の質の向上：

れた。 を提供すべくカリキュラムの開発と授業内容の改善に努めた。特色ある大学教育支援プ
ログラム採択の「特色ある初年次教育の実践と改善 「ものづくりを支える工学力教育」，

教育研究活動を支援する施設整備を図るため，平成１７年度 の拠点形成 「地域と連携した実践型医学教育プログラム」の３課題は全国的に注目さ（３）設備運用管理の改善： 」，
からの実施に向けて，総合教育研究棟や薬学部本館で確保されていた教育研究共用スペ れる特色的教育プログラムとなっている。また，医歯薬系学部の臨床重視型カリキュラ
ースの有償貸与に係る基本方針を確定した。徴収した施設使用料は，施設の維持管理・ ムへの大改革（薬学部６年制導入など）や，小中学校における教育危機など緊急課題に
更新整備等経費を中心として教育研究活動支援経費にも充当することとした。 は学長のリーダーシップによる概算要求や学内措置により臨機かつ適切な対応（心の教

育総合支援センター創設）を行っている。
財務担当理事の下 病院長が管理運営及び業務を統括し 経（ ）４ 附属病院収支の改善： ， ，「

営会議」と「病院運営会議」を設置した。経営会議に外部専門家を加え，経営の透明性 大学改革（運営）に学生の意見を有効に取り入れるべく全学生を（２）学生支援の充実：
を確保した。病院運営会議は病院長，各部門長を構成員とし，病院の管理運営の重要事 対象として実施した学生生活調査結果を『第９回学生生活調査報告書 ＳＴＵＤＥＮＴ
項を審議するとともに診療連絡会を通じて各部門への情報提供と連絡調整を効率的に行 ＬＩＦＥ ＮＯＷ』として平成１６年1０月に刊行した 「学長と学生の懇談会」や「長。
っている。病院の経営改善を図るための具体的方策として，バランスト・スコア・カー 崎大学学生生活研究会」で学生・教職員を交えて調査結果の検討を行い，それを基に学
ドの考え方を用いた 附属病院の経営改善に関する行動計画 を策定し 公表するなど 生委員会で学生の声を反映した学生支援の重点方策を打ち出すなど 「学生顧客主義」「 」 ， ， ，

学習病院全体として組織的・計画的な取り組みを行った。その結果，当初の収入予算額より の推進を図った。その結果として，平成１７年度予算で学長裁量経費による「学生
９９８百万円の増収があった。 環境支援経費」を新たに設置することを決定した。

従前の教職員定数枠に拘束されない柔軟な人事制度構築の 特色ある研究プロジェクトを重点課題と位置付け，大学として支（５）新しい雇用制度の導入： （３）研究の質の向上：
一環として 有期労働契約による教職員の雇用制度を導入し 国際連携研究戦略本部 援する体制を整備しつつある。２１世紀ＣＯＥプログラム「熱帯病・新興感染症の地球， ，「 」，
「心の教育総合支援センター 「医歯薬学総合研究科離島・へき地医療学講座 「環東 規模制御戦略拠点」と「放射線医療科学国際コンソーシアム」は，いずれも「国民の安」， 」，
シナ海海洋環境資源研究センター」において外部資金等による教職員の採用を計画した 全・安心」と「国際貢献」という今日的最重要課題に関する研究拠点としての発展が注
平成１７年度実施 また法人化前の外国人教師制度を廃止し 平成１７年度より 国 目されている。さらに学内共同教育研究施設「環東シナ海海洋環境資源研究センター」（ ）。 ， 「

際教育教員」とし，新たに有期労働契約を結ぶこととした。 の平成１７年度設置を決定し，重点課題として東シナ海・有明海などの環境と資源の保
全・回復に関する学際的研究を開始する。同時に，将来の新たな展開を見据え，基礎的
・萌芽的研究と若手研究者への学長裁量経費による支援も充実させている。観点４：社会へ開かれた大学，社会貢献拡充に向けた取組がなされたか。

本学のすべての入学者選抜に共通するアドミッショ（１） アドミッション・ポリシー：
ン・ポリシーを制定し，それに即して，各学部における入学者選抜方式（一般選抜，推 以上，法人初年度であった平成１６年度の業務は本学中期計画の実現に向けて管理運営
薦入学，ＡＯ入試，私費外国人留学生，社会人，編入学等）ごとのアドミッション・ポ の一部を除いて全体的に順調に進展したと自己評価している。問題点としては，法人化ま
リシーの点検・見直しを完了した。これらは平成１７年度に入学者選抜要項（大綱）及 での準備期間が十分ではなく，とりわけ業務運営については法人化以前の業務の整理とこ
び学生募集要項で公表することとした。 れまでに行われていなかった業務（たとえば企業会計制度の採用とその対応）を同時に実

施しなければならず，人的資源の限定されている事務局事務部門への負荷が急激に上がっ
学内外への情報発信手段として長崎大学広報誌「ＣＨＯＨＯ」とホーム たため，業務改善のスピードが当初計画よりも一部下回ったことがあげられる。また，老（２）情報発信：

ページを集中的に充実させた。とくに，中国・韓国人入学希望者へ対応した中国語と韓 朽度の著しい施設をより多く抱える本学の現状からして，学生や教職員のキャンパスライ
国語のホームページを開設し，英語のホームページの充実も図った。附属図書館所蔵の フ充実に向けた取組に支障をきたしている。しかし，学長のリーダーシップを支える組織
「幕末・明治期日本古写真コレクション 「グラバー図譜 「武藤文庫」等の貴重資料 体制がほぼ構築されたこと，それによるいくつかの業務改善成果が表れたこと，経費抑制」， 」，
コレクション電子化情報のインターネット上への公開を継続するとともに，平成１６年 や競争的外部資金獲得による健全な財政基盤構築のための努力が実を結びつつあること，
度は「近代医学史デジタルアーカイブズ」を新たに追加した。 社会貢献と教育研究面における本学の歴史と地域特性を活かした特色ある取組が内外で大

日本学術会議との共催で「２１世紀の日本と長崎の科学研究」と題する学術講演会を きく評価されたことなどを勘案すれば，法人初年度の成果としては合格点をつけることが
開催した。本学の重点研究内容を学術会議委員及び地域住民（参加者：地元高校生など できよう。平成１７年度以降，学内教職員の意識変革と財務面での詳細な分析を含む経営
３５０人）に紹介し，対話する画期的な企画で，大きな反響を得た。次世代を担う若者 実態の分析，その結果を生かした組織改革を実施することにより，より一層の業務改善を
を地域社会とともに育成していくことも社会貢献という観点からの新規性の高い取組で 図ることが可能となり，中期目標実現に向け着実に歩を進めることができるものと考えて
あり，従前とは異なる考え方で本学の学問的特色を地域住民や高校生達と共有できたこ いる。
とは極めて有意義であった。



- 4 -

項 目 別 の 状 況

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（１）教育の成果に関する目標

○大学の理念を教育面から実現するための目標
・大学院教育を重点的に充実し，本学における教育の高度化を実現する。そのことにより世界に貢献する「知」を創生しうる研究者を育成する。

（ ）， ， 。 ， ， 。・同時に全学教育 教養教育 学部専門教育の充実を図り ３者のバランスのとれた教育体制を確立・維持する 即ち 全学教育 学部専門教育においても最高水準の教育を学生に提供しうる体制を構築する
・すべての教育課程を通して社会に学ぶ実践教育を重視し，課題探求解決能力を有する職業人養成のシステムを確立する。
・本学の歴史，地域特異性，理念に基づく特色ある教育科目を創り出す。中
・４年ないし６年の一貫した大学教育を提供するため，全学教育，学部専門教育及び大学院教育のそれぞれの教育目標を明確にする。
①学士課程における目標期

全学教育においては，幅広い視野と豊かな教養に裏打ちされた人間性を身に付け，問題意識を持って，総合的見地から問題の探求と解決に取り組む力を培うとともに，専門教育の前段としての基礎的素
養を涵養する。目

学部専門教育においては，専門基礎教育の強化に努め，専門領域における見識を備え，専門的見地から問題の探求と解決に力を発揮し，未知の領域においても応用力をもって創造的活動に従事し，地域
や国際社会に貢献できる人材を養成するとともに大学院での学術研究にも対応できる課題探求解決能力の涵養を目指す。標

②大学院課程における目標
現代の複雑化した国内的・国際的問題や地域の諸課題に積極的に取り組み，それらを解決しうる実践的能力及び政策立案能力を備えた高度専門職業人並びに論理的に研究し解決しうる創造的能力を備え

た研究者を養成する。とりわけ博士課程においては，世界的に評価の高い研究者の養成を目指す。
・卒業後の進路等を指標とする達成指標等を設けるとともに，それらを含む教育の成果・効果等を検証し，その結果を教育課程に反映する等して大学教育の充実に資する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○教養教育の成果に関する具体的 ○教養教育の成果に関する具体的 ○教養教育の成果に関する具体的目標を達成するための措置
目標 目標を達成するための措置

・文化・社会・人間・自然に関す ・全学教務委員会のもとに全学教 ・全学教育検討ワーキングを立ち上げるとともに，全学教育科目別委員会で平
る人類の知的遺産を多角的に理 育カリキュラム検討ワーキング 成１８年度の新カリキュラムの検討を開始した。
解することにより，基礎的かつ を立ち上げ，新カリキュラム（
広範な教養を養う。 平成１８年度施行予定）の検討

・自己表現能力の涵養を重視し， に入る。
自主的な学習・研究態度を身に
つけさせる。 ・各大学の特色的教養科目に関す ・第２回長崎大学大学教育機能開発センターシンポジウムを開催し，他大学の

・特定のテーマについて多面的な る他大学との合同シンポジウム 取組状況の報告及び意見交換を行った。
見方を学習することにより，も の開催と，学生の知的活動への ・特色科目である教養セミナーの在り方について，教員アンケート及び学生に
のごとを論理的かつ総合的に見 動機付けを目的とした特色科目 よる授業評価の結果分析に基づいて検討し，肯定的評価の低かった項目を改
る目を養う。 （教員と学生の合議による学生 善した。

企画科目等）開設の検討に着手
する。

（ ，・平和学，長崎学に関するカリキ 平成１７年度以降に実施のため
ュラムを更に充実させる。 １６年度は年度計画なし）

（ ，・生涯にわたり健康な生活を送る 平成１７年度以降に実施のため
ことができるように，健康に関 １６年度は年度計画なし）

，する科学的な基礎知識を学習し
食や生活環境，身体運動，心身
の休養などの生活習慣を常によ
りよく改善し，実践していく能
力を身につけさせる。

（ ，・外国人留学生が大学で学習・研 平成１７年度以降に実施のため
究するに必要な日本語能力を養 １６年度は年度計画なし）
い，併せて日本社会に関する基
礎的知識を修得させる。

・情報処理資源・ネットワーク環 ・情報処理科目，外国語科目，健 ・情報処理科目，教養セミナー及び外国語科目の一部でeラーニングの試用を

長崎大学
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境を活用して，主体的に情報を 康・スポーツ科学科目，共通基 開始した。
収集，分析，判断，創作及び発 礎科目（教養セミナー）におい
信できるように，情報機器や情 てｅラーニングの試用を開始す
報通信ネットワークの機能に関 る。
わる情報リテラシー，情報モラ
ル等を修得させる。

・情報倫理教育のための教材を導 ・情報倫理教育に関するコンピュータソフトを購入し，情報処理科目において
入し，情報処理科目で情報倫理 情報倫理を含めた授業を実施した。

。に重点を置いた教育を推進する

・国際化が進む世界で，異文化を ・外国語各種検定試験による単位 ・ 長崎大学における外国語技能検定試験等の成果に係る学修の取扱いに関す「
理解しつつ世界の人々と的確に 認定制度の平成１７年度導入を る細則」を制定し，英語・独語・仏語・中国語・韓国語科目について 「検，
意思の疎通を図るため，英語能 目指し具体的細目の検討を行う 定試験等における成果に係る学修の単位認定基準」を定めた。。
力のみならず，複数の外国語を
修得し，外国語能力の向上を目
指す。

○学士課程の成果に関する目標を ○学士課程の成果に関する目標を ○学士課程の成果に関する目標を達成するための措置
達成するための措置 達成するための措置

・高度の専門的知識に裏打ちされ ・高度の専門的知識に裏打ちされ ・各学部・学科の教育目標である専門職業人の育成を達成するために，コアカ
た実践力を修得させ，優れた専 た実践力を修得させ，優れた専 リキュラムの策定，ＰＢＬチュートリアル教育の実施，モデル・コアカリキ
門職業人育成という社会の要請 門職業人育成という社会の要請 ュラムとの整合性の照合，入試形態の変更に伴う新たなカリキュラム案の検
に応えうるための適正なカリキ に応えうるため，各学部におい 討，教育成果の達成状況確認のための手法検討など，必要な検討及び行動を
ュラム編成を行う。 て適正なカリキュラム編成を行 開始した。

う。

（ ，・学部教育の学際化を図るため， 平成１７年度以降に実施のため
大学院再編に連動して，学部間 １６年度は年度計画なし）
の単位互換やカリキュラムの相
互乗り入れを実現する。

・平成１４年度に発足した大学教 ・平成１４年度に発足した大学教 ・大学教育機能開発センターの教員を中心に，学生による授業評価，ＦＤ，全
育機能開発センター全学教育研 育機能開発センター全学教育研 学教育の実施を企画した。
究部門の教員組織を整備し，そ 究部門の機能を全学教育の実施
の機能を全学教育の実施と改善 と改善のために有効活用する。
のために有効活用する。

○大学院課程の成果に関する目標 ○大学院課程の成果に関する目標 ○大学院課程の成果に関する目標を達成するための措置
を達成するための措置 を達成するための措置

・従来の研究科を再編し，人文， ・従来の研究科を再編し，人文， ・環境科学研究科（修士課程）を生産科学研究科の博士前期課程に改組した。
社会，自然，生命科学の各領域 社会，自然，生命科学の各領域 ・博士後期課程については，生産科学研究科に環境科学専攻を，経済学研究科
で，授業内容と学位論文の高度 で，授業内容と学位論文の高度 に経営意思決定専攻を新たに設置した。
化，学際化，国際化を強力に推 化，学際化，国際化を強力に推 ・生産科学研究科博士前期課程においては，理系の学生に文系の科目を，文系
進する。 進する。 の学生に理系の科目を課し，また，幅広い分野における先端研究の知見を得

させるため総合セミナーを課すとともに副専攻制度を導入し，学際的・広範
囲な履修形態を取り入れた。

・テーマに基づくリサーチ 実習 ・課題に基づく実習を重視し，世 ・生産科学研究科博士後期課程においては平成１６年度より副指導教員制度を（ ）
を重視し，世界レベルの成果の 界レベルの成果の達成に向けた 導入して，きめ細かな指導を可能とし，世界レベルの研究成果達成のための
達成に向けた指導体制を整備す 指導体制の整備に着手する。 指導体制を整備した （経済学研究科,医歯薬学総合研究科については，法人。
る。それにより大学院生による 化前から副指導教員制度を導入）
国際学会発表数や国際的な学術 ・生産科学研究科博士後期課程においては，複数の教員の指導による先端的課
雑誌への論文掲載数を増加させ 題に取り組む「特別研究」の内容を改善した。
る。

○学士課程卒業後の進路等に関す ○学士課程卒業後の進路等に関す ○学士課程卒業後の進路等に関する具体的目標を達成するための措置
る具体的目標 る具体的目標を達成するための

措置

・学生の職業意識向上のために， ・学生の職業意識向上のために， ・全学教育において，平成１４年度からの「キャリア概論」,「キャリア概論
キャリア教育を充実させるとと キャリア教育を充実させるとと ・インターンシップ」を継続して開講し，入学時からの職業意識の向上を図
もにインターンシップなどを通 もにインターンシップなどを通 った。
して産業界との連携を強化する して産業界との連携を強化する ・６学部（教育学部，経済学部，歯学部，工学部，環境科学部，水産学部）の。 。

専門教育において，産業界と連携した講演会，工場見学，インターンシップ
等を実施した。

・教育学部において，長崎市教育委員会からの要請に応じ，学校における放課
後チューターに学生を派遣した。

・卒業後の大学院進学において海 ・海外留学支援システムの構築を ・留学生交流委員会に海外留学専門部会を設置した。

長崎大学
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長崎大学

外留学を選択できるシステム（ 検討するために，留学生交流委
。大学間学術交流協定や留学支援 員会に海外留学専門部会を置く

） 。システムなど の構築を目指す

・大学院進学率の向上を図る。 ・大学院進学率の向上を図るため ・各学部において，最適と思われる機会（全員対象の説明会，ゼミ説明会，大
に，学生への進路指導を充実さ 学院進学ガイダンス，特定授業科目時における説明，ポスター配布，高校訪
せる。 問時での説明など）に大学院進学指導を実施した。

・医師・歯科医師・薬剤師・看護 ・医師・歯科医師・薬剤師・看護 ・医学部，歯学部及び薬学部においては，具体的な目標を設定した。
師，理学及び作業療法士など国 師，理学及び作業療法士など国
家試験の合格が必要な職種につ 家試験の合格が必要な職種につ 医学部医学科：新卒者の医師国家試験１００％
いては，部局ごとに具体的目標 いては，部局ごとに具体的目標 〃 保健学科：１００％
を設け，その目標を達成する。 を設ける。 歯学部：国立大学歯学部の平均以上

薬学部：前年度実績以上

・国等が認定する各種資格の取得 ・国等が認定する各種資格の取得 ・ 長崎大学における外国語技能検定試験等の成果に係る学修の取扱いに関す「
を推奨し取得者数の増加を図る を推奨し取得者数の増加のため る細則」を制定し，英語・独語・仏語・中国語・韓国語科目について 「検。 ，

の検討を開始する。 定試験等における成果に係る学修の単位認定基準」を定めた。また，英語能
力検定試験対応オンラインソフト（情報メディア基盤センターに導入）の更
新を決定した。

・工学部においては，ＪＡＢＥＥ認定のためＪＡＢＥＥ委員会（平成１５年４
月設置）を平成１６年度内に１２回開催するとともに，受審に向けた検討を
行った。

・水産学部においては，既にＪＡＢＥＥ認定を受けているが，ＪＡＢＥＥ認定
以前の学生にも同プログラムを修了させるための体制を整備した。また，学
芸員資格取得のための環境整備に着手した。

○大学院課程修了後の進路等に関 ○大学院課程修了後の進路等に関 ○大学院課程修了後の進路等に関する具体的目標を達成するための措置
する具体的目標 する具体的目標を達成するため

の措置

・高度専門職業人として学生の希 ・高度専門職業人として学生の希 ・部局の教務委員会や研究推進委員会等において，資格の取得状況調査の検討
望する職種に進むことができる 望する職種に進むことができる を開始（一部実施）するとともに，広範囲な先端的教育を行うカリキュラム
よう，各種資格取得のための指 よう，各種資格取得のための教 を導入（一部実施）した。

。導を強化するなど教育・指導体 育・指導体制の検討を開始する
制を充実する。

・大学院博士前期課程修了者の後 ・大学院博士前期課程修了者の後 ・進学者の増加策について部局の学務委員会等で検討し，生産科学研究科の博
期課程への，あるいは修士課程 期課程への，あるいは修士課程 士後期課程では早期修了の基準を見直した。
修了者の博士課程への進学率を 修了者の博士課程への進学率向
向上させる。 上策の検討を開始する。

・外部資金や学長裁量経費による ・２１世紀ＣＯＥに多数のポスド ・２１世紀ＣＯＥプログラムに１５名のポスドク枠を確保した。
複数の大型研究プロジェクトを ク枠を確保し，課程修了後に最
立ち上げ，課程修了後にポスド 先端のプロジェクト研究を担え
クとして最先端のプロジェクト る体制を整える。
研究を担える体制を整える。

・大学間学術交流協定締結を推進 ・海外留学支援システムの構築を ・留学生交流委員会に海外留学専門部会を設置した。
し，大学院修了生の学外留学支 検討するために，留学生交流委

。援システムを充実させる。 員会に海外留学専門部会を置く

○教育の成果・効果の検証に関す ○教育の成果・効果の検証に関す ○教育の成果・効果の検証に関する具体的方策
る具体的方策 る具体的方策

・単位取得状況，進級や卒業研究 ・単位取得状況，進級や卒業研究 ・教育成果達成指標に係るデータの収集・管理・分析システムの構築に向け
， （ ， ， ， ）着手状況，国家試験合格状況な 着手状況，国家試験合格状況な て 関係委員会 教務委員会 学生委員会 就職委員会 入学者選抜委員会

ど，様々な教育成果達成指標に ど，様々な教育成果達成指標に が協力して「教育成果検証システムプロジェクトチーム」を発足させ，教務
係るデータの収集・管理・分析 係るデータの収集・管理・分析 システムサブプロジェクトチームと就職システムサブプロジェクトチームを
システムを確立する。 システムの構築に向けて検討を 組織した。

進める。

・学生による授業評価システムの ・新評価項目による授業評価を開 ・平成１６年度前期から新評価項目及び５段階評価による学生による授業評価
不断の改善を行うとともに，そ 始するとともに，学生に対する を開始した。

・新入生に対するオリエンテーション時に学生による授業評価及び新評価項目の結果を適正に評価するための 授業評価の趣旨説明を行うこと
の趣旨を説明するとともに，評価時にはその趣旨説明文を学生に配布した。手法を開発する。 で，適正な評価と，評価活動へ

の参加を通じた学生の学習意欲
向上を目指す。

・在学時においては，ＧＰＡや単 ・ＧＰＡや単位取得状況，進級や ・各学部において以下の手法により検証を行った。
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位取得状況，進級や卒業研究着 卒業研究着手状況，国家試験合 経済学部においては，各セメスターにおける単位修得状況，コース選択時に
手状況，国家試験合格状況，大 格状況，大学院進学状況など， おけるＧＰＡ利用，３年次ゼミの履修状況，留年率調査等を実施した。
学院進学状況など，様々な達成 様々な達成指標を用いて，教育 医学部においては，入試成績，学業成績，卒業後進路等のデータベース作成
指標を用いて，教育の成果・効 の成果・効果の検証を行う。 に着手した。
果の検証を行う。 歯学部においては，共用試験の成績を利用して検証を行った。

薬学部においては，統計処理した各種数値を利用して，検証を行った。
工学部においては，工学部独自のＧＰＡを提案するとともに，履修登録上限
解除の判定資料として試行した。
環境科学部においては，素点ＧＰＡをコース選択，成績評価等に利用した。
水産学部においては，インターンシップ受入れ先に対して，教育成果の検証
アンケート調査を実施した。

・卒業後においては，就職先企業 ・教育の成果・効果の検証を行う ・全学的に教育成果を検証するために，教育成果検証システムプロジェクトチ
等の協力を得るなどして，社会 ため，卒業後の社会への貢献度 ーム内に就職システムサブプロジェクトチームを組織した。
への貢献度の調査を行い，教育 を調査する方法について検討を
の成果・効果の検証を行う。 開始する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（２）教育内容等に関する目標

○アドミッション・ポリシーに関する基本方針
・本学の理念を踏まえ，各学部・研究科が求める学生像（アドミッション・ポリシー）を明確にするとともに入試情報を含めこれを積極的に公表する。
・適正な入学定員の検討を行うとともに様々な能力，資質，適性等を多元的に評価するための入試の多様化を含む適切な選抜方法の改善に努める。
・社会人や外国人留学生を積極的に受け入れるための環境の整備等に努める。

○教育課程に関する基本方針
（学士課程）
【全学教育】
・４年ないし６年一貫の大学教育を可能にするため，全学の教員が参画する全学協力体制を維持し，全学教育と各学部の専門教育及び高等学校教育と全学教育との有機的な連携を図り，全学教育の目標を達成
することが可能なカリキュラム構成とする。

【専門教育】中
・学部間や他大学との単位互換を図りつつ，専門基礎科目から応用科目まで体系的なカリキュラムを編成する。また，様々な分野での社会的要請に応えるようにカリキュラムを充実することによって有能な専
門職業人を養成する。さらに専門性を育成するため，必要に応じて，大学院と連携した教育も行う。期
（大学院課程）
・各分野の高度専門職業人及び研究者，教育者の養成を可能にするために，各研究科や専攻等の内容の高度化・先端化・学際化及び国際化に対応できるカリキュラムを体系的に編成する。目

○教育方法に関する基本方針標
（学士課程）
・個々の授業科目や各専門分野の特性に応じた，多様な形態の授業科目の提供をさらに推進し，少人数教育の促進，教育補助（ティーチング・アシスタント：ＴＡ）の活用や社会の現場における体験学習，ま

た単位制を実質化するため，履修登録単位数の上限設定の制度や自主学習（予習・復習）の促進，資格取得，学習相談・助言体制，他大学等との単位互換等に配慮する。また，学生の学習意欲の向上を目指
すとともに，学生による授業評価の分析結果を生かし，学習指導方法を確立する。
（大学院課程）
・各分野における専門性を一層向上させるために，授業形態，研究指導・支援体制等の改善に努め，きめ細かな教育・研究指導を行う。

○成績評価に関する基本方針
（学士課程）
・授業科目の特性に応じた成績評価基準を明確にするとともに，学習到達度の総合的な評価を行う。
（大学院課程）
・成績評価基準を明確にするとともに，修士・博士の学位審査制度の改善を行い，学位授与申請手続きの円滑化と学位授与率の向上を図る。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○アドミッション・ポリシーに応 ○アドミッション・ポリシーに応 ○アドミッション・ポリシーに応じた入学者選抜を実現するための具体的方策
じた入学者選抜を実現するため じた入学者選抜を実現するため
の具体的方策 の具体的方策

・本学の全ての入学者選抜に共通 ・平成１８年度入学者選抜要項（ ・平成１６年１２月までに，本学のすべての入学者選抜に共通するアドミッシ
するアドミッション・ポリシー 大綱）に記載するために，本学 ョン・ポリシー（英文を含む）を制定した。
を公表・周知する。 の入学者選抜に共通するアドミ

ッション・ポリシーの検討に着
手する。

・平成１４年度に発足したアドミ ・平成１４年度に発足したアドミ ・アドミッションセンターとしての機能を高めるために，一部門に任期制を導
ッションセンターの機能と役割 ッションセンターの機能と役割 入するための規程を整備した。
を明確にし，入学者選抜に関す を明確にし，入学者選抜に関す ・アドミッションセンターの機能を強化するために，兼務教員を３名増員し，
る諸課題に対応する先導・支援 る諸課題に対応する先導・支援 ８名とした。
組織として確立する。 組織として確立するため，検討 ・従来のアドミッションセンターの機能と役割（ＡＯ入試の制度研究やＡＯ入

に着手する。 試の実施，進学説明会や高校訪問等の広報活動等）に加え，入試の「分析と
評価の手法」の開発とその実施及びペーパーテストでは測定不可能な広義の
学力・能力を測定するための開発研究を追加した。

（学士課程） （学士課程） （学士課程）
・各学部のアドミッション・ポリ ・平成１８年度入学者選抜要項（ ・平成１６年度に検討・制定を終えた本学のすべての入学者選抜に共通するア

シーを公表・周知する。 大綱）に記載するために，本学 ドミッション・ポリシーに即して，各学部における入学者選抜方式ごとのア
共通のアドミッション・ポリシ ドミッション・ポリシーを点検し，見直し・制定をほぼ終了した。
ーに応じた各学部のアドミッシ
ョン・ポリシーの見直し・点検
に着手する。
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・入学定員の適正さを点検し，入 ・入学定員の適正さを点検し，入 ・入学者選抜の結果の「分析と評価の手法」を開発し，これに基づき平成１６
学者選抜方式(ＡＯ入試，推薦 学者選抜方式(ＡＯ入試，推薦 年度入試の結果について，８学部中５学部（教育学部，経済学部，歯学部，
入試，編入学など)と選抜方法 入試，編入学など)と選抜方法 工学部（工学部にあっては２学科 ，水産学部）の分析を行った。）
（学力検査，面接，小論文・課 （学力検査，面接，小論文・課
題論文，実技検査など）につい 題論文，実技検査など）につい
て定期的な見直しを行うために て期的な見直しを行うために，，
入学者選抜の結果の分析と評価 入学者選抜の結果の「分析と評
を行う。 価の手法」の検討に着手し，そ

。の結果の分析と評価を実施する

・平成１５年度より導入された高 ・平成１５年度より導入された高 ・学力・実技等検査科目別専門委員会において，平成１５年度より導入された
等学校学習指導要領による受験 等学校学習指導要領による受験 高等学校指導要領，県内高校のカリキュラム，２年生までの教科書の調査と
者に対して適切な個別学力検査 者に対して適切な個別学力検査 分析・研究を行い，全科目の出題範囲を決定した。
が実施できるよう，高等学校の が実施できるよう，高等学校の
カリキュラムの調査と分析・研 カリキュラムの調査と分析・研
究を行う。 究を行う。

・オープンキャンパス 出前講座 ・オープンキャンパス 出前講座 ・高大連携事業の適切な在り方について，長崎県教育委員会との間で，オープ， ， ， ，
高校生のための公開講座，ガイ 高校生のための公開講座，大学 ンキャンパスを効果的に実施するための日程の調整，出前講座の回数等を協
ダンスセミナー，進学説明会等 ガイダンスセミナー，進学説明 議し，また高大連携の一層効果的な実施とその検証のために，高等学校教諭
による適切な高大連携を検討し 会等による効果的な高大連携の と本学教員からなる協議組織の設置を提案した。，
そのための教員組織体制を整備 在り方を検討する。 ・平成１７年度から，高校生を対象とする大学の講義の開放を試行的に実施す
する。 るために，経済学部と県立長崎東高等学校との間で協議を行い，その試行的

実施に合意した。

・ペーパーテストでは測定不可能 ・ペーパーテストでは測定不可能 ・アドミッションセンターにおいて，ペーパーテストでは測定不可能な広義の
な広い意味での学力・能力を測 な広い意味での学力・能力を測 学力・能力を測るための選抜技法の開発研究の一環として 「ＡＯ入試を考，
るための選抜技法の開発研究を るための選抜技法の開発研究に える」をテーマに 「長崎大学アドミッションセンター研究会」を開催し，，
行い その運用方法を確立する 着手する。 その内容を「アドミッションセンター年報（第１号 」に収録した。， 。 ）

・入学者選抜方式・選抜方法の適 ・入学者選抜方式・選抜方法の適 ・入学者選抜方式・選抜方法の適切さを評価するために，入学から卒業までの
切さを評価するために，入学か 切さを評価するために，入学か 学生の修学状況，卒業後の進路状況に関する追跡調査実施のための，教育成
ら卒業までの学生の修学状況， ら卒業までの学生の修学状況， 果検証システムプロジェクトチームを組織した。
卒業後の進路状況，社会におけ 卒業後の進路状況について追跡
る貢献度について追跡調査を行 調査を実施する。
う。また，そのためのデータベ
ースを新たに設計・構築する。

（大学院課程） （大学院課程） （大学院課程）
・各研究科のアドミッション・ポ ・各研究科のアドミッション・ポ ・教育学研究科では，アドミッション・ポリシーを制定した。

リシーを公表・周知する。 リシーを公表・周知する。 ・経済学研究科では，ホームページ上及び学生募集要項によってアドミッショ
ン・ポリシーを公表した。

・生産科学研究科では，平成１８年度学生募集要項によりアドミッション・ポ
リシーを公表・周知することを決定した。

・医歯薬学総合研究科では，学生募集要項によってアドミッション・ポリシー
を公表した。

・各研究科における定員の適正さ ・各研究科の将来構想に基づき課 ・生産科学研究科については，平成１８年度実施に向け，研究科の改組計画に
を点検し，加えて，将来構想に 程 コース の増設を検討する 基づき学生定員の適正化・連携講座の増設を研究科で検討した。（ ） 。
基づき課程 コース を増設し ・医歯薬学総合研究科については，熱帯医学専攻と保健学専攻を平成１８年度（ ） ，
大学院定員の増加を図る。 に新たに設置し，大学院の定員の増加を図ることを研究科で検討した。

・大学院にあっては，入学者選抜 ・入学者選抜において，語学力， ・教育学研究科では，入学者選抜において，筆記試験（外国語科目，専門科目
において 語学力 基礎学力等 基礎学力等，研究遂行能力を総 （実技を含む ，口述試験及びその他提出された書類等による審査の結果を， ， ， ））
研究遂行能力を総合的に評価 合的に評価する。 総合的に評価した。
する。 ・経済学研究科では，基礎学力（筆記試験）及び研究意欲・計画性（面接）に

ついて，研究能力を評価した。
・生産科学研究科では 入学者選抜試験において 外国語 専門科目 面， ，「 」，「 」，「

接」等を課し，研究遂行能力を総合的に評価した。
・医歯薬学総合研究科では，基礎学力は書類審査によって，語学力は入学試験

に英語を課して確認し，研究遂行能力は指導予定教授が確認した。

（ ，・研究科（博士課程）で秋季入学 平成１７年度以降に実施のため
制度の導入を進める。 １６年度は年度計画なし）

（学士課程・大学院課程共通） （学士課程・大学院課程共通） （学士課程・大学院課程共通）
・アドミッション・ポリシー及び ・アドミッション・ポリシー及び

入学者選抜方式・選抜方法を学 入学者選抜方式・選抜方法を学
内外により周知させるため，広 内外により周知させるため，広
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報体制の整備を進める。 報体制の整備を進める。

（ ，①入学者選抜のための適切な手 平成１８年度以降に実施のため
法を教員に周知させるため， １６年度は年度計画なし）
ファカルティ・ディベロップ
メント（ＦＤ）を最大限に活
用する。

②ホームページを活用し，入試 ・ホームページを活用して入試情 ・平成１６年度より，ホームページ上に大学案内をデジタルパンフレット化し
情報の周知に努めるとともに 報の周知に努めるとともに，イ て掲載するとともに，入学者選抜要項（大綱）を掲載した。，
インターネットの双方向性を ンターネットの双方向性を活用 ・受験希望者，保護者等を対象とした入試オフィスアワーを入試課に開設し，
活用し，受験者，高校教諭， した受験者，高校教諭，保護者 入学者選抜に関する質問や大学施設見学等に対応した。

「 」保護者等からの要望の汲み上 等からの要望・照会等について ・従来参加者を高校教諭等に限定して実施していた 高等学校との入試連絡会
げ体制を強化する。 の適切な対応方法の検討に着手 を受験希望者や保護者にも拡大することを決定した。

③ＩＴによる効率的かつ広域的 する。 ・ホームページ上に，志願状況と合格者番号を速報した。
情報処理手法を活用する。 ・中越地震の影響を受けた受験生への対応及び平成１７年度授業料改定等を速

報した。

・産学連携を強化し，関連領域の ・産学連携を強化し，関連領域の ・全ての研究科において，昼夜開講又は休日開講制度の整備を終了した。
企業からの社会人入学者を積極 企業からの社会人入学者を積極 ・経済学研究科では，社会人入学者を積極的に受け入れるため，派遣元，或い
的に受け入れる。 的に受け入れるための環境を整 はその実績のある機関への教員の訪問を継続した。

備する。 ・生産科学研究科博士後期課程では，コラボ産学交流会（東京・長崎）を通し
て，産学連携の関連企業から，社会人入学者を積極的に受け入れるため，担
当教員による広報活動を継続した。

・医歯薬学総合研究科では，独立行政法人国立病院機構の長崎医療センター及
び長崎神経医療センターの連携講座を設け，当該センターから社会人入学者
を受け入れた。

・外国人留学生の入学を促進する ・外国人留学生のための生活支援 ・留学生課の事務取扱時間を延長し，留学生の手続き，相談等窓口業務の改善
ための適切な措置を講じ，入学 体制をより一層充実させる。 を行った。

， （ ）， （ ）者数の増加を図る。 ・留学生の住居支援として 長崎地域留学生会館 ２３室 三菱重工業 株
①外国人留学生への国や企業， 本原寮（１０戸）を留学生用宿舎として確保した。また，他の企業に対し，

関連機関からの奨学金を積極 協力要請を行った。
的に導入する。 ・国際交流会館（西町）の居室の改修を行い快適な住環境を整備した。

②外国人留学生のための福利厚
生施設や生活支援体制をより ・外国人留学生短期留学プログラ ・平成１６年１０月，英語によるカリキュラムの短期留学プログラム生を１２
一層充実させる。 ムを１０月より新規に開設し， 大学２３名合格者として発表し，１０大学１４名を受け入れた。

約２０名の留学生を交流協定締 ・また，この他に，新たに日本語による「留学生センター交換留学生プログラ
結校より受け入れる。 ム」を開設し，オランダ・ライデン大学より７名の留学生を受け入れた。

・留学情報提供のため，海外において実施される「留学フェア」に３ヵ国５ヵ
所に参加し延べ２０３人に対し長崎大学の情報提供を直接行った。また国内
においては，９ヵ所外国人進学説明会に参加し，延べ５５０人に大学情報の
提供に努めた。この情報提供のため，大学案内パンフレット（中国語，台湾
語，韓国語，英語版）を作成した。

③英語による講義・セミナーの ・外国人留学生のための英語によ ・医歯薬学総合研究科生命薬科学専攻に英語による特別コースを開設し，２名
増加を図る。 る大学院特別コースを設置する の私費留学生を受け入れた。。

○教育理念等に応じた教育課程を ○教育理念等に応じた教育課程を ○教育理念等に応じた教育課程を編成するための具体的方策
編成するための具体的方策 編成するための具体的方策

（学士課程） （学士課程） （学士課程）
（ ，・全学教育においては，高等学校 平成１７年度以降に実施のため

での教育と学部教育との関係を １６年度年度計画としては記載
視野に入れたカリキュラム編成 していない）
とし，随時カリキュラムの点検
・見直しを行う。その編成に当
たっては，自主的学習態度，基
本的な教養，健康管理の知識・
能力の修得，情報処理の基礎能
力や複数の外国語の運用能力の
養成，多角的視点の確保等を実
現しうる科目を配置する。

・専門教育においては，各学部の ・高度の専門的知識に裏打ちされ
教育目標に応じて，専門基礎科 た実践力を修得させ，優れた専
目から応用科目まで体系的なカ 門職業人育成という社会の要請
リキュラムの編成を行うことを に応えうるため，各学部におい
基本とし，必要に応じてカリキ て適正なカリキュラム編成を行
ュラム編成の点検・見直しを行 う。カリキュラムの編成に際し
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う。カリキュラムの編成に際し ては，次の４つの事項に留意す
ては，さらに次の４つの事項に る。
留意する。

①インターンシップ制度や体験 ①インターンシップ制度や体験 ・医学部医学科においては，臨床実習に新たに離島実習を組み込んだ。
学習 社会 企業 地域社会 学習 社会 企業 地域社会 ・歯学部においては，学外早期体験実習を実施した。， （ ， ， ， （ ， ，
コミュニティ）と連携した教 コミュニティ）と連携した教 ・６学部（教育，経済，歯学，工学，環境，水産）においてインターンシップ
育の工夫，あるいはフィール 育の工夫，あるいはフィール を実施した。なお，教育学部５名，経済学部５８名，歯学部５１名，工学部
ド型の教育の充実 ド型の教育の充実 １８２名，環境科学部６０名，水産学部３１名の計３８７名がインターンシ

ップに参加した。

②教育内容の学際化，高度化及 ②教育内容の学際化，高度化及 ・教育学部においては，既に実施している「総合演習」の内容を，平成１７年
び国際化への対応 また安全 び国際化への対応，また安全， 度から環境，国際理解，情報，人権，福祉，平和・多文化，芸術文化の７分， ，
環境，倫理等の内容を含む 環境，倫理等の内容を含む多 野で構成することを決定した。
多様な授業科目の充実 様な授業科目の充実 ・医学部医学科においては，２・３年次に「医学ゼミ ，３年次に「リサーチ」

セミナー ，５年次に「ＰＢＬチュートリアル」を導入した。」
・医学部保健学科においては，リスクマネジメント，倫理の内容を充実させる

授業科目を設定した。
・歯学部においては，歯科東洋医学，医学統計学の開講と倫理学の内容を充実

した。
・工学部においては 「工学倫理 「エンジニアリングエコノミックス 「エ， 」， 」，

ンジニアリングマネジメント」及び「循環型社会工学」などを開講した。
・環境科学部においては，ドイツ人学生と日本人学生の共修による，持続可能

な経済と暮らしについての「環境科学特別講義Ｄ」を開講することを決定し
た。

， 「 」 ，・水産学部においては 水産技術と倫理を扱う 水産科学技術史 を必修化し
必修科目「英会話Ⅰ・Ⅱ」のクラス編成にＴＯＥＩＣ成績を利用するととも
に，１年生全員にｅラーニング自習システム（英語）を推奨した。

③資格認定・取得への対応 ③資格認定・取得への対応 ・工学部においては，ＪＡＢＥＥ認定のためＪＡＢＥＥ委員会（平成１５年４
月設置）を平成１６年度内に１２回開催するとともに，受審に向けた検討を
行った。

・環境科学部においては，教員免許の取得を検討するために教員免許予備調査
班を設置した。

・水産学部においては，既にＪＡＢＥＥ認定を受けているが，卒業要件とＪＡ
ＢＥＥ認定プログラム修了要件が異なる入学年度の学生についても，ほぼ全
員に同プログラムを修了させるための体制を整備した。また，学芸員資格取
得のための環境整備に着手した。

④学部間，長崎県内外の大学， ④長崎県内外の大学，放送大学 ・九州内の８大学教員養成学部で単位互換協定を締結した。
放送大学との単位互換制度の との単位互換制度の整備 ・長崎県内大学等との単位互換制度「ＮＩＣＥキャンパス長崎」において開講
整備 コアタイムを設けるとともにＮＩＣＥキャンパス用のシラバスを充実させ

た。

・平成１５年特色ある大学教育支 ・平成１５年度特色ある大学教育 ・大学教育機能開発センターにおいて，本格運用に向けて『教育マネジメント
援プログラム「特色ある初年次 支援プログラム採択課題「特色 ポータル』の試験運用を行った。
教育の実践と改善」と「ものづ ある初年次教育の実践と改善」 ・ ものづくりを支える工学力教育の拠点形成」のために，創造工学センター「
くりを支える工学力教育の拠点 と「ものづくりを支える工学力 の設備整備などを進めた。

」 ，形成」を推進し，全国のモデル 教育の拠点形成 を更に推進し
となる初年次教育と工学力養成 全国のモデルとなる初年次教育
カリキュラムを構築する。 と工学力養成カリキュラムを構

築する。特に，全学的な「教育
マネジメント・サイクル」の実
現に向け『教育マネジメントポ
ータル』の試用を開始する。

（大学院課程） （大学院課程） （大学院課程）
・各専門分野における基礎知識の ・各専門分野における基礎知識の ・教育学研究科，経済学研究科においては，教務委員会等で科目配置について

ための科目から高度な専門性を ための科目から高度な専門性を 検討した。
有する科目をバランスよく配置 有する科目をバランスよく配置 ・医歯薬学総合研究科においては，平成１８年度からの新課程（保健学修士，
するとともに，随時その内容を するとともに，改善を図るため 熱帯医学修士）の設置に備えて，新カリキュラムを検討した。
検討し，改善策を図る。 その内容を検討する。 ・生産科学研究科においては，平成１５年度までにカリキュラムの内容の検討

を行い，平成１６年度から新カリキュラムを実施した。

・博士後期課程にあっては，博士 ・博士後期課程にあっては，博士 ・薬学部の６年制導入と合わせて，医歯薬学総合研究科の博士課程，博士前後
前期課程との一貫した教育が実 前期課程との一貫した教育が実 期課程の編成とカリキュラムについて学務委員会で検討し，編成についての
施可能なカリキュラムの編成を 施可能なカリキュラム編成へ向 案を作成した。
検討する。 けた検討を開始する。
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○授業形態，学習指導法等に関す ○授業形態，学習指導法等に関す ○授業形態，学習指導法等に関する具体的方策
る具体的方策 る具体的方策

（学士課程） （学士課程） （学士課程）
・授業時間外の学習時間を確保で ・授業時間外の学習時間を確保で ・全学教育及び４学部（経済学部，工学部，環境科学部，水産学部）で履修登

きるように，カリキュラムの編 きるように カリキュラム編成 録単位の上限を設定し，その他の学部ではカリキュラム・時間割で授業時間， ，
成・授業時間割の作成を行う。 授業時間割，履修登録単位数の 外の学習時間確保に努めているが，その効果を検証するために教育成果検証
また履修登録単位数の上限設定 上限設定に関する検証を開始す システムプロジェクトチームを組織した。
の制度を設けるとともに，教室 る。
外での自主学習の促進に十分配
慮するために，授業科目での予
習・復習を適切に指示する。

・自己表現能力の涵養を図るため ・自己表現能力の涵養を図るため ・教養セミナーを継続するとともに，学生の討論への参加を促す第１５回ＦＤ
に，大教室での多人数の講義を に，少人数セミナーを維持・拡 「ディスカッションをしかける，つながりを作る－学生の議論を促す『教養
できるだけ削減し，少人数のク 充し，対話型教育を推進する。 セミナー（少人数セミナー 』授業創り」を実施した。）
ラスを適宜配置するとともに，

，少人数セミナーを維持・拡充し
対話型教育を推進する。

・シラバスをより充実するために ・シラバスをより充実するために ・平成１６年度には，全学教育において，シラバスの改善を行った。留学生セ， ，
記載内容や記載形式について定 記載内容や記載形式について見 ンターでは，全開講科目のシラバスを日本語・英語の両言語で表記し，留学
期的な見直しを行い，その活用 直しを行い，その活用方法を工 生に配慮した。
方法を工夫改善する。 夫改善する。 ・経済学部，歯学部では，平成１７年度からの新シラバスの内容を決定した。

・シラバスの電子化など，各種学 ・シラバスの電子化に関する検討 ・全学教育，教育，医学，工学，水産の各学部等において実施済みである。経
務情報を携帯電話などにより学 を開始する。 済学部，歯学部，環境科学部においては教務委員会等でシラバスの電子化を
生がどこからでも閲覧できる環 前提とした検討を開始した。
境を構築する。 ・長崎大学ホームページに全学教育の休講情報の掲載を開始した。

・学年担任制度 クラス担任制度 ・学年担任制度 クラス担任制度 ・少人数担任制度等（教育学部，経済学部，医学部，歯学部，工学部，環境科， ， ， ，
少人数担任制度，チューター制 少人数担任制度，チューター制 学部，水産学部）やオフィスアワー制度（教育学部，経済学部，医学部，歯
度，オフィスアワー制度，ＴＡ 度，オフィスアワー制度，ＴＡ 学部，薬学部，工学部，水産学部）を実施するとともに，全学部においてＴ
制度などを活用し，相談・助言 制度などを活用し，相談・助言 Ａによる支援制度を活用し支援体制を整備した。
・支援体制を整備する。 ・支援体制を整備する。 ・３学部（経済学部，工学部，水産学部）においては，全教員のメールアドレ

スを公開して支援体制を強化した。

・留学生や社会人学生等の多様な ・留学生専門教育教員の役割を明 ・各学部に配置されている留学生専門教育教員の業務を洗い出し，役割の明確
学生に対して，個別の対応によ 確化するとともに，留学生セン 化について検討を始めた。
るきめ細かな支援を行うために ター専任教員数を増やす。 ・留学生センター教員については，短期留学プログラムの開設及び学生の海外，
チューター制度等を活用する。 派遣に対応するため，助教授１名を留学生センターに配置した。

・大学院生による教育補助として ・大学院生による教育補助として ・全ての学部でＴＡ制度を実施しているが，生産科学研究科の博士前期課程で
のＴＡ制度を充実し，その活用 のＴＡ制度を充実し，その活用 はＴＡのＦＤを行うとともにＴＡマニュアルを作成した。
を図る。 を図る。

・学生の理解度を高めるために， ・ｅラーニング推進策の検討を開 ・ＩＴ支援による新しい学習支援体制を検討するために，ｅラーニングに関す
教材の開発や講義方法の工夫を 始する。特に，全学教育（教養 るワーキンググループを全学的に組織した。
行い，情報機器，ビデオ，教材 教育）において，ｅラーニング ・情報処理科目，教養セミナー，外国語科目の一部において，ｅラーニングの
提示装置などの視聴覚設備を活 を試用する。 試用を開始した。
用した授業科目を適宜配置する
とともに，電子情報メディア機
能を活用し，ｅラーニングを推
進する。

（大学院課程） （大学院課程） （大学院課程）
・きめ細かな教育・研究指導を実 ・きめ細かな教育・研究指導を実 ・全ての研究科において少人数授業を実施した。

施するため，少人数授業，複数 施するため，少人数授業，複数 ・生産科学研究科博士後期課程においては，平成１６年度より副指導教員制度
の指導教員による研究指導体制 の指導教員による研究指導体制 を導入して，きめ細かな指導体制を整備した （経済学研究科,医歯薬学総合。
を導入する。 を導入する。 研究科については,法人化前から副指導教員制度を導入）

・大学院生の研究成果の国内及び ・大学院生の研究成果の国内及び ・優れた論文発表に対し,学長賞など顕彰制度の利用を進めた。
国際学会での発表，論文の学会 国際学会での発表，論文の学会 ・留学生交流委員会に海外留学専門部会を設置した。
誌等への公表を促進し，また学 誌等への公表を促進し，また学

， ， ， ，外との共同研究 実地調査研究 外との共同研究 実地調査研究
海外研修等を促すための支援 海外研修等を促すための支援組
体制を整える。 織整備に着手する。

・２１世紀ＣＯＥプログラムによ ・医歯薬学総合研究科及び熱帯医学研究所において，大学院生７名を海外実地
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り大学院生を海外実地調査研究 調査研究等に派遣した （ポルトガル１名,マレーシア１名,フィリピン２名,。
に派遣する。 タイ３名）

・各分野の最先端の研究者等によ ・国内外の最先端の研究者等によ ・教育学研究科，経済学研究科，医歯薬学総合研究科，生産科学研究科におい
る特別講義等を実施する。 る特別講義，セミナー，シンポ て，最先端研究者による特別講演を２０回，セミナーを６４回，国際シンポ

ジウム等を実施する。 ジウムを２４回実施した。

・シラバスをより充実するために ・シラバスをより充実するために ・コース別のシラバス作成，シラバスの電子化及びＪＡＢＥＥ対応シラバスの， ，
記載内容や記載形式について定 記載内容や記載形式について見 内容とするなど充実を図った。
期的な見直しを行いその活用方 直しを行いその活用方法を工夫
法を工夫改善する。 改善する。

・シラバスの電子化など，各種学 （平成１７年度から実施のため，
務情報を携帯電話などにより学 １６年度は年度計画なし）
生がどこからでも閲覧できる環
境を構築する。

・学生の自主学習のためのインタ （平成１７年度から実施のため，
ーネット利用環境を整備し，ｅ １６年度は年度計画なし）
ラーニングを推進する。

・ＴＡ制度を大学院教育の一環と ・ＴＡ制度を大学院教育の一環と ・学部からの要請と学生教育効果を勘案して，各専攻においてＴＡを推薦する
して位置付け，大学院生の実践 して位置付け，ＴＡの配置科目 システムを構築した。
教育の一助とする。 や教育補助の内容を検討・調整 ・生産科学研究科博士前期課程においてＴＡマニュアルを作成した。

するシステムを構築する。

・留学生に対しては，留学生セン ・留学生専門教育教員の役割を明 ・各学部に配置されている留学生専門教育教員の業務を洗い出し，役割の明確
ターとの連携も考慮しつつ，留 確化するとともに，留学生セン 化について検討を始めた。
学生それぞれの状況に応じた対 ター専任教員数を増やす。 ・留学生センター教員については，短期留学プログラムの開設及び学生の海外
応が可能なように，支援体制を 派遣に対応するため，助教授１名を留学生センターに配置した。
整える。

・社会人学生の履修や研究指導の ・社会人学生の履修や研究指導の ・全ての研究科において，昼夜開講又は休日開講を実施した。
便宜性を高めるために，昼夜開 便宜性を高めるために，昼夜開
講制度等，開講時間帯の弾力的 講制度等，開講時間帯の弾力的
運用を導入する。 運用を導入する。

○適切な成績評価等の実施に関す ○適切な成績評価等の実施に関す ○適切な成績評価等の実施に関する具体的方策など
る具体的方策など る具体的方策など

（学士課程） （学士課程） （学士課程）
・適切な成績評価を実施するため ・授業形態や授業科目の特性に応 ・卒業時の資質保証について，卒業試験，卒業論文（研究）の到達度，演習・

に，授業形態や授業科目の特性 じた学習到達度と成績評価基準 実習科目の成績基準，同一科目での複数開講科目の成績基準の統一など，各
に応じた学習到達度を明示し， に関する検討を開始する。 学部の特性に応じた検討を開始し，一部の学部では，評価基準の見直し，卒
それに対応した成績評価の基準 業試験の評価法の改善等を行った。
を明確にする。

・ＧＰＡや医・歯学部における統 ・ＧＰＡや医・歯学部における統 ・ＧＰＡをコース振り分けや履修登録単位数上限設定の緩和等に利用した。
一共用試験等を導入して，学習 一共用試験を導入する。 ・医学部及び歯学部においては，統一共用試験のトライアルを実施した。
到達度の基準を設定し，また卒

。業判定方法について改善を行う

・卒業時において，特に優秀な成 ・卒業時において，特に優秀な成 ・全ての学部において表彰を行った。
績を修めた学生については，学 績を修めた学生については，学
長による表彰を行う。 長による表彰を行う。

（大学院課程） （大学院課程） （大学院課程）
・適切な成績評価を実施するため ・適切な成績評価を実施するため ・生産科学研究科博士前期課程において学習到達度をシラバスに明示し，成績

に，授業形態や授業科目の特性 に，授業形態や授業科目の特性 評価基準を明確にした。他研究科においては平成１７年度実施に向けて検討
に応じた学習到達度を明示し， に応じた学習到達度を明示し， を開始した。
それに対応した成績評価の基準 それに対応した成績評価の基準
を明確にする。 を明確にする。

・学位授与基準の点検，複数の指 ・学位授与基準の点検，複数の指 ・生産科学研究科博士後期課程においては，平成１６年度より副指導教員制度
導教員制度の導入，審査員の選 導教員制度の導入，審査員の選 を導入した （経済学研究科,医歯薬学総合研究科については，法人化前から。
定方法等の検討を通じて，学位 定方法等の検討を通じて，学位 副指導教員制度を導入）
授与の円滑化と学位授与率の向 授与の円滑化と学位授与率の向 ・生産科学研究科博士後期課程においては，平成１６年度に学位申請手順の簡
上を図る。 上を図る。 素化を行った。

・平成１６年度規定年限での学位授与率（早期修了者及び休学者を除く）は，
博士前期課程で９１％，博士課程及び博士後期課程で４９％であり，平成１
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５年度とほぼ同じであった。

・教育目標に沿った課程の修業年 ・教育目標に沿った課程の修業年 ・生産科学研究科博士後期課程では，研究業績の基準を明文化し，在学期間短
限の弾力化や成績優秀者に対す 限の弾力化や成績優秀者に対す 縮に関する取扱いを見直した。

，る短期修了制度を充実する。 る早期修了制度の適正化を図り
活用する。

・修了時において，特に優秀な成 ・修了時において，特に優秀な成 ・修士課程（博士前期課程）においては，全ての研究科で実施した。
績を修めた学生，及び学術研究 績を修めた学生，及び学術研究 ・博士課程にあっては医歯薬学総合研究科で実施した。
活動において高い評価を受けた 活動において高い評価を受けた
場合など，顕著な業績を挙げた 場合など，顕著な業績を挙げた
学生については，学長による表 学生については，学長による表
彰を行う。 彰を行う。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（３） 教育の実施体制等に関する目標

○教職員の配置に関する基本方針
・教育の充実と活性化を図る視点から教員を部局等に適切に配置するとともに，教育支援を充実するために技術職員，ＴＡなど支援職員の配置の適正化を図る。

中
○教育環境の整備に関する基本方針
・教育環境の改善に努めるとともに，附属図書館，学生自習室等自主学習を支援する施設・設備の整備に努め，全学的な観点から施設の効果的・効率的な利用を推進するとともに，情報ネットワークの拡充・期
整備を行い，教育の改善に役立てる。

・附属図書館に関しては，学習・教育・研究の基盤施設として，電子図書館機能及び地域の文化遺産に関するデータベースの整備・充実を図りながら，学術情報を収集・整理・保管するとともに，利用者のニ目
ーズに的確に対応できる体制を整える。

標
○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための目標
・教育の質を向上させるために自己点検・評価システムを構築し，多様な外部教育評価にも柔軟かつ適切に対応する。
・各種成果指標から明らかにされた教育に関する改善点について全学及び各部局でＦＤを開催し，その成果を実際の教育に反映させるシステムを完成させ，運営する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○適切な教職員の配置等に関する ○適切な教職員の配置等に関する ○適切な教職員の配置等に関する具体的方策
具体的方策 具体的方策

・部局間の連携による全学横断的 ・教員を留学生センターに重点配 ・短期留学プログラムの開設及び学生の海外派遣に対応するため，学長裁量に
な教育実施体制等を検討する。 置し，外国人留学生短期留学プ より助教授１名を留学生センターに配置した。
部局等においては，教育活動に ログラムの１０月開講に対応す
重点を置いた教員を適宜配置す る。
る。

（ ，・技術職員等の支援内容と配置を 平成１７年度以降に実施のため
検討・調整するシステムを構築 １６年度は年度計画なし）
する。

・ＴＡの配置科目や教育補助の内 ・ＴＡの配置科目 予算配分基準 ・多人数講義へのＴＡの配置を優先するなど，研究科と協力して教務委員会等， ，
容，またＴＡ採用数を検討・調 ＴＡ採用数を検討・調整するシ で配置科目，予算の検討・調整システムを構築した。
整するシステムを構築する。 ステムを構築する。

○教育に必要な設備，図書館，情 ○教育に必要な設備，図書館，情 ○教育に必要な設備，図書館，情報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策
報ネットワーク等の活用・整備 報ネットワーク等の活用・整備
の具体的方策 の具体的方策

・講義室の稼働率，狭隘度，設備 ・施設データベース等により，施 ・時間割表に基づいた全学の講義室の稼働率調査を実施した。
機器等の現状を調査・点検し， 設の利用実態，講義室の稼働率
講義室の整備計画，利用計画の の把握を行う。
方策を策定するとともに，管理
情報を教職員が共同利用できる
データベースを構築する。

（ ，・大学全体の視野に立った施設運 平成１７年度以降に実施のため
営を推進するシステムを確立し １６年度は年度計画なし），
講義室の効率的，弾力的な利
用を促進する。

，（ ，・大学院生や留学生の増加に伴い 平成１７年度以降に実施のため
大学院生等の研究室，実験室演 １６年度は年度計画なし）
習室等及び視聴覚機器等の施設
・設備を拡充・整備し，教
育研究環境の充実を図る。

・学習図書館機能の充実を図るた ・学習図書館機能の充実を図るた ・学生のニーズに応じた収書が図れるように,附属図書館収書専門委員会にお
め，シラバスに記載された参考 め，附属図書館の資料収集基準 いて「長崎大学附属図書館図書館資料収集基準」及び「長崎大学附属図書館
図書の収集，閲覧座席の増設・ を整備し，シラバス掲載図書を 図書館資料収集手順」を制定した。
更新，検索端末の増設等の整備 重点的に収集するとともに，利 ・平成１６年度の全学のシラバスに掲載された参考図書を重点的に収集した。
を行う。 用者用端末の増設や閲覧机及び ・中央図書館に利用者用端末２５台を増設した。

椅子の整備計画の策定を進める ・更新が必要な閲覧机及び椅子の調査を実施し，段階的整備案を策定した。。



- 16 -

長崎大学

・平成１７年度に予定されている ・平成１７年度の情報メディア基盤センター及び附属図書館の電子計算機シス
総合情報処理センター及び附属 テム更新に合わせて，検索端末の増設，マルチメディア学習環境等の整備計
図書館の電子計算機システム更 画を策定した。
新に合わせて，平成１６年度に
検索端末の増設，マルチメディ
ア学習環境等の整備計画を策定
する。

・利用者のニーズに対応して，附 ・平成１７年度に開館時間延長を ・中央図書館学生懇談会（５学部から１３名の学生が参加）を平成１６年１２
属図書館の夜間開館時間の延長 実施するため，平成１６年度に 月１３日に実施し 「蔵書の充実 「開館時間の延長 「グループ学習室の， 」， 」，
を実現する。 利用者のニーズをくみとるため 設置」等の学生のニーズを把握した。

，の懇談会等を開催するなどして
調査を実施する。

（ ，・全学的運用により共用する教育 平成１７年度以降に実施のため
研究スペース（オープンラボ） １６年度は年度計画なし）
を確保し，また部局等が使用す
る施設についても，教育研究活
動の効率化を図るために，部局
内で流動的に共用するスペース
を確保する。

・全学の情報ネットワーク利用の ・携帯電話を利用した蔵書検索や ・携帯電話を利用した蔵書検索や図書館利用案内等のサービスを平成１６年４
ための機器を整備・更新し，Ｉ 利用案内等のサービスを開始す 月１９日より開始した。
Ｔ化に対応した学生の自学自習 る。
システムを開発する。

・教員のＦＤ 学生ボランティア ・教員，院生に対して電子ジャー ・長崎大学ＦＤの一環として情報検索ガイダンスを平成１７年３月８日～９日， ，
ｅラーニング教材を開発する ナルやデータベースに関する利 に実施した。また，同開催時期にあわせて，３月８日～１０日に教員，大学
ことにより，図書館ガイダンス 用説明会を開催する。 院生に対して電子ジャーナル・データベースの利用説明会を実施した。
を充実させる。

・図書資料，学内貴重資料，学内 ・電子図書館的機能の基盤となる ・国立情報学研究所の目録データ遡及入力事業に参加し，経済学部分館所蔵武
学術刊行物等の電子情報化を推 目録情報の遡及入力を継続する 藤文庫の洋書（貴重図書）１,０００冊の遡及入力を実施した。。
進する。 ・学長裁量経費により，経済学部分館所蔵武藤文庫の和書（貴重図書）

３,０００冊の遡及入力を実施した。
・中央図書館の旧師範学校所蔵図書の入力に着手した。

・重要図書の目録データベース， ・附属図書館経済学部分館の武藤 ・電子展示している経済学部分館所蔵武藤文庫について，古文書の全文が閲覧
長崎学デジタルアーカイブス， 文庫の電子展示を拡充するとと 可能なようにデジタル撮影を開始した。
長崎大学主要紀要の電子化を実 もに，医学分館の近世・近代医 ・ 医学分館所蔵近代医学史デジタルアーカイブズ」を構築し，平成１６年「
現し，大学の学術情報発信機能 学史貴重資料の電子情報化に着 １０月２８日から公開した。
を強化する。 手する。

・武藤文庫のデータベース化の準 ・経済学部分館所蔵武藤文庫の和装本約１,０００点の現物確認調査を実施し
備作業として確認調査を実施す た。
る。

・学内研究紀要，学位論文等の著 ・平成１７年７月発行予定の「工学部研究報告 （電子版）について，著作権」
作権処理，電子化及びサーバに 処理，電子化及びサーバによる提供と保存の手順を明確化した。また 「学，
よる提供と保存の手順を明確化 内紀要電子化のご案内」を図書館ホームページ上に掲載した。
し，学内へ周知する。

・幕末・明治期日本古写真データ ・科学研究費補助金研究成果公開促進費（データベース）により「幕末・明治
ベース（平成１０年３月公開） 期日本古写真メタデータ・データベース」を作成し 「幕末・明治期日本，
のシステムを更新する。 古写真データベース」のシステムを更新した。

・県内大学で創出された長崎学関 ・データベースのプロトタイプを作成し，平成１６年１０月に長崎県大学図書
係文献のデータベース化に着手 館協議会加盟館メンバーに対して説明会を開催した。
する。

・学内外の主だった長崎学関係情 ・コンテンツとなりうる学内外の主だった長崎学関係情報資源を整理するとと
報資源を調査し，長崎学デジタ もに，長崎学デジタルアーカイブスの基本計画案を作成した。
ルアーカイブスの構築に向けて
コンテンツを整理する。

○教育活動の評価及び評価結果を ○教育活動の評価及び評価結果を ○教育活動の評価及び評価結果を質の改善につなげるための具体的方策
質の改善につなげるための具体 質の改善につなげるための具体
的方策 的方策
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長崎大学

・教育に関する適切な自己点検・ ・教育に関する適切な自己点検・
評価を実施する。 評価を実施する。

①学生による授業評価及び教育 （平成１７年度から実施のため，
目標達成度評価など適切な教 １６年度は年度計画なし）
育評価法を開発する。

②全学教育，専門教育，大学院 ①全学教育，専門教育の授業科 ・平成１６年度前期及び後期に，全学教育科目及び専門教育科目について，学
教育の全ての授業科目につい 目について学生による授業評 生による授業評価を実施した。
て学生による授業評価を実施 価を実施する。
する。

（ ，③卒業生による教育に関する事 平成１７年度以降に実施のため
後評価，企業等による大学教 １６年度は年度計画なし）
育に対する評価の導入を検討
する。

④技術系におけるＪＡＢＥＥ審 ②技術系におけるＪＡＢＥＥ審 ・水産学部においては，既にＪＡＢＥＥ認定を受けており，平成１７年度の中
査など外部評価に積極的に対 査など外部評価に対する準備 間審査のための準備を行った。
応する。 を進める。 ・工学部においては，平成１７年度及び１８年度の審査に向けてＪＡＢＥＥ委

員会（平成１５年設置）を１２回開催した。
・医学部医学科においては，先端医育支援センター（学部内組織）の立ち上げ

を検討した。

・評価結果を適切にフィードバッ ・学生による授業評価結果を適切
クするシステムを確立し教育改 にフィードバックするシステム

。善へ直結させる。 を整備し教育改善へ直結させる

①評価結果を教員個人 講座等 ①個々の教員に評価結果を通知 ・平成１６年度学生による授業評価の結果を実施教員へ通知した。， ，
部局へ適切に還元する。 するとともに，部局に評価結 ・教育学部，歯学部及び水産学部へ学生による授業評価結果データの提供を行

果データを提供する。 った。

②評価結果をホームページ等に ②評価結果をホームページによ ・学生による授業評価結果をホームページに公表した。
より適切に学内外へ公表する り適切に学内外へ公表する。。

③評価結果を教育改善に効率的 ③評価結果を参考にした全学教 ・前年度の学生による授業評価結果を踏まえ，全学教育各科目カリキュラム内
に連動させるために，ＦＤな 育科目別の全学教育カリキュ 容検討のためのＦＤ（第１４回ＦＤ）及び教養セミナーシラバス作成のため
どを活用した教育マネジメン ラム検討ＦＤ及びシラバス作 のＦＤ（第１５回ＦＤ）を開催した。
ト・サイクルを確立する。 成研修ＦＤを開催する。

（ ，・教員の教育業績に関する評価シ 平成１７年度以降に実施のため
ステムの確立と顕彰・処遇シス １６年度は年度計画なし）
テムの整備
①教員の個人評価システムの中

で，教育活動に関する点検・
評価を実施し，特に高い評価
を受けた教員には，一層の向
上を促すための適切な措置を
とる。

・大学教育機能開発センター評価 ・大学教育機能開発センター評価
・ＦＤ部門の機能と役割を明確 ・ＦＤ研究部門による以下の事
化し，その機能を教育改善に有 業・業務を推進する。
効に活用する。

①教育に関する全学的な自己点 ①教育に関する全学的な自己点 ・適切な自己点検・評価の実施方策及びフィードバックシステムの開発方法に
検・評価の実施方策の開発研 検・評価の実施方策の開発研 ついて検討したが，具体的な開発研究の着手は平成１７年度に繰り越した。
究及び評価フィードバックシ 究及び評価フィードバックシ
ステムの開発研究 ステムの開発研究

②学生による授業評価業務の実 ②学生による授業評価業務の実 ・全学教育及び専門教育の学生による授業評価を実施した。
施 施

③評価データの管理と全学的な ③評価データの管理と全学的な ・平成１５年度の学生による授業評価結果について，大学教育機能開発センタ
視点からの分析 視点からの分析 ーで全学的な分析を公表用資料案としてまとめた （平成１６年８月）。

④オンライン授業評価システム ・教育マネジメントサイクルの構築の一環として，平成１６年度は「オンライ
の教育マネジメントポータル ン授業評価システム 「オンラインＦＤシステム」の構築を行った。」，
への統合の検討
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長崎大学

○教材，学習指導法等に関する研 ○教材，学習指導法等に関する研 ○教材，学習指導法等に関する研究開発及びＦＤに関する具体的方策
究開発及びＦＤに関する具体的 究開発及びＦＤに関する具体的
方策 方策

・全学向けに以下の項目に重点を ・教育改善委員会で決定した平成 ・教育改善委員会で決定された平成１６年度全学ＦＤ年間計画に基づき，以下
置いたＦＤプログラムを開発し １６年度全学ＦＤ年間計画を実 のＦＤ事業を６回実施した。，
毎年効果的に全学ＦＤを実施す 行する。
る。 第１３回ＦＤ：新任教員研修のためのＦＤ
①高等学校と大学（低年次）カ 第１４回ＦＤ：全学教育各科目カリキュラム内容検討のためのＦＤ

リキュラムの導入的接続 第１５回ＦＤ：教養セミナーシラバス作成のためのＦＤ
②全学教育と専門教育カリキュ 第１６回ＦＤ：学生の議論を促す授業作りのためのＦＤ

ラムとの有機的接続 第１７回ＦＤ：メンタルヘルスのためのＦＤ
③全学教育に関する目標到達度 第１８回ＦＤ：教材作成のためのＦＤ

評価に沿ったシラバス作成
④全学教育に関する効果的な教

材開発法
⑤全学教育カリキュラムに沿っ

た授業管理法

・教育の改善を不断に図る一助と ・教育の改善を不断に図る一助と ・６学部（教育学部,医学部,歯学部,工学部,環境科学部,水産学部）において
して，専門教育に関する各学部 して，専門教育に関する各学部 実施した。
独自のＦＤを毎年開催する。 独自のＦＤを開催する。

・オンラインによるＦＤのシステ ・オンライン型ＦＤコンテンツの ・平成１６年５月からオンライン型コンテンツを段階的に配信した。
ムを構築し，講演形式・ワーク 配信を平成１６年５月から段階
ショップ形式などの既存の実施 的に開始する。
方法と併せた総合的なＦＤ実施
体制整備を行う。

， 。・ＦＤプログラムとその成果を評 ・平成１４～１５年度ＦＤの成果 ・取りまとめに時間を要したため 報告書の発刊は平成１７年度に繰り越した
価し，評価結果はホームページ をまとめて出版する。
等を通じて学内外に公表する。

・ホームページで平成１４年度か ・ＦＤ評価シートの評価結果データを第１１回ＦＤの成果を皮切りに順次ホー
ら平成１６年度までのＦＤプロ ムページにアップロードした。
グラム成果データを公開する。

・大学教育機能開発センター評価 ・大学教育機能開発センター評価
・ＦＤ部門の機能と役割を明確 ・ＦＤ研究部門による以下の事
化し，その機能を教育改善に有 業・業務を推進する。
効に活用する。

①全学教育ＦＤプログラムの研 ①全学教育ＦＤプログラムの研 ・教育改善委員会の承認と全学教育実施委員会の協力の下，年間計画に沿った
究開発と実施を主要に担う。 究開発と実施 ＦＤプログラムを遂行した。

・大学教育機能開発センターからの提案に基づき，平成１７年度全学ＦＤ年間
計画を教育改善委員会で決定した。

②部局の要請に応じて各部局Ｆ ②工学部リメディアル教育（数 ・工学部でのリメディアル教育（数学）については，教材開発の支援と自学自
Ｄプログラム開発の支援を行 学）の支援と，リメディアル 習用ｅラーニングコンテンツの設計，開発に協力した。
う。 教育を主軸とした工学部ＴＡ ・これを利用して,工学部ＴＡに対するＦＤを実施した。

に対するＦＤプログラムの開
発

・情報関連教職員により構成され ・マルチメディア教材とｅラーニ ・大学教育機能開発センターにおいて，ストリーミングビデオを活用したマル
たプロジェクトチームを構築し ングのコンテンツ開発のための チメディア教材，ストリーミングオーディオを使った英語教材，一般情報処，
情報化時代に対応した，マルチ 検討に着手する。 理教育のためのｅラーニングのコンテンツ開発を行った。
メディア教材とｅラーニングの
コンテンツ開発の全学的体制を
整備する。

○全国共同教育，学内共同教育等 ○全国共同教育，学内共同教育等 ○全国共同教育，学内共同教育等に関する具体的方策
に関する具体的方策 に関する具体的方策

（ ，・補習授業等特定の科目について ・工学部における補習授業等特定 ・平成１６年１２月１７日～１９日に富山大学で実施された三大学 長崎大学
は適切な授業実施が可能となる の科目については適切な授業実 新潟大学，富山大学）工学部特色ＧＰ会議で，リメディアル教育の在り方，
よう，関連大学・学部と協力し 施が可能となるよう，関連大学 教材やｅラーニング用のコンテンツの開発など，三大学の協力体制について
てｅラーニングのコンテンツ開 ・学部と協力して，教材や授業 審議した。
発など，教材や授業方法の改善 方法の改善を図るため，ｅラー ・ 数学」については，大学教育機能開発センターと共同して，ｅラーニング「
を実施する。 ニングのコンテンツ開発のため 用のコンテンツの開発に着手した。

の体制作りに着手する。
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長崎大学

・全学教育に関しては，大学教育 ・全学教育に関しては，大学教育 ・大学教育機能開発センターの教員が，専門科目委員会委員長を務めるなどし
機能開発センターの機能を活用 機能開発センターの機能を活用 て全学教育の企画・実施に係わり，全学協力体制による全学教育の実施を支
しつつ，全学協力体制で実施す しつつ，全学協力体制で実施す 援した。
る。 る。

○学部・研究科等の教育実施体制 ○学部・研究科等の教育実施体制 ○学部・研究科等の教育実施体制等に関する特記事項
等に関する特記事項 等に関する特記事項

（ ，・学部・研究科間で共通する授業 平成１７年度以降に実施のため
科目等については共同講義の実 １６年度は年度計画なし）
施を推進する。

・特色ある地域の文化や歴史に深 ・特色ある地域の文化や歴史に深 ・地域の歴史的課題である「解放教育」の科目名称を「人権教育」に改め, 教
く根ざした教育研究を推進する く根ざした教育研究を推進する 育学部の学校教育教員養成課程における必修化を決定し，新しく平和・多文
平和・多文化センターの機能を 平和・多文化センターの機能を 化センターが講義を組織して実施した。
強化し，地域での教育実践に強 強化し，地域での教育実践に強
い教員養成を支援する。 い教員養成を支援する。

・学生の自主的，創造的な活動を ・学生の自主的，創造的な活動を ・創造工学センターの活動の一環として第２回「学生ものづくり・アイディア
支援する創造工学センターの機 支援する創造工学センターの活 展ｉｎ長崎」を実施し，報告書を作成した。
能を強化，発展させ，工学力（ 動計画を整備し，その実施に着 ・工学部改革推進委員会において，創造工学センターにおける「ものづくり活
ものづくりを支える総合的な力 手する。 動支援 「リメディアル教育環境の整備 「技術職員を対象としたＦＤの実） 」， 」，
教育の拠点形成を目指す。 施」体制の整備方法について議論した。

・薬学教育の６年制の実施に向け ・薬学教育の６年制の実施に向け ・平成１８年度薬学部６年制の実施に向けて，全国共通薬学教育モデル・コア
た教育体制の整備を検討する。 た教育体制整備の検討を開始す カリキュラムと照合し，必要な講義科目及び実習内容について検討した。

る。

・全人的医学教育の一環として， ・医学部５年生全員が参加する五島列島における離島医療実習を開始した。
医学部臨床教育に地域と連携し
た離島医療研修を組み込む。
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長崎大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
１ 教育に関する目標
（４）学生への支援に関する目標

○学生への学習支援に関する基本方針
・学習相談・助言体制を見直し，学生の修学指導の充実を図るとともに， ＩＴ を活用した新しい学習体制を整備し，学生の学習意欲の向上と自主的学習態度の涵養に努める。

中
○学生への生活支援に関する基本方針
・学生相談体制の整備を図り，心身の健康保持・増進の支援をはじめ経済支援に努める。また，学内外における学生の自主的活動への支援体制を強化する。就職指導と就職活動支援の体制を整備・充実して大期
学における教育成果が卒業後に十分発揮出来るよう支援する。
社会人・留学生等については，生活支援等において特別の配慮を行うよう努める。目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○学習相談・助言体制等に関する ○学習相談・助言体制等に関する ○学習相談・助言体制等に関する具体的方策
具体的方策 具体的方策

・学年担任制度 クラス担任制度 ・学年担任制度 クラス担任制度 ・全ての学部で学部の状況に応じた相談・助言・支援体制を整備した。， ， ， ，
少人数担任制度，チューター制 少人数担任制度，チューター制 ・学生同士でのピア・サポートを全学的に導入することを決定した。
度など学部に適した体制を整備 度など学部に適した体制を整備 ・延べ３５,１２０時間の授業にＴＡを配置して指導を充実させた。
するとともに，ＴＡを配置して するとともに，ＴＡを配置して
指導を充実させる。 指導を充実させる。

・オフィスアワーの実施を推進す ・オフィスアワーの実施を推進す ・全学教育及び７学部（教育学部，経済学部，医学部，歯学部，薬学部，工学
る。 る。 部，水産学部）の専門教育においてオフィスアワーを実施した。

・ 学生何でも相談室」と，学部 （平成１７年度から実施のため，「
等の相談員との連携を密にして １６年度は年度計画なし）
相談機能の向上を図る。

・単位取得状況の把握による指導 ・学生個々の単位取得状況を把握 ・各学部の状況に応じてクラス担任，学年担任，アドバイザー教員，教務委員
体制を確立する。 するための体制を整備する。 会等が学生個々人の成績を把握しているが，これをより容易にするために教

育効果検証システムプロジェクトチームを組織した。

・ＩＴ活用のための情報インフラ ・ＩＴ活用のための情報インフラ ・ＩＴ活用のための情報インフラの平成１７年度の整備案を作成した。
（自習室，講義室のネットワー （自習室，講義室のネットワー ・ＩＴ支援による新しい学習支援体制を検討するために，ｅラーニングに関す
ク環境等 を計画的に整備する ク環境等 ，ＩＴ支援による新 るワーキンググループを全学的に組織した。） 。 ）

・ＩＴ支援による新しい学習体制 しい学習体制（教育用サーバを
，（教育用サーバを利用したコン 利用したコンピュータ支援授業

ピュータ支援授業，衛星回線・ 衛星回線・インターネット等を
インターネット等を利用したオ 利用したオンライン共同授業な
ンライン共同授業など）の整備 ど）の整備へ向けて全学的に検
を行い，多様な学習形態を実現 討を進める。
する。

○生活相談及び就職支援等に関す ○生活相談及び就職支援等に関す ○生活相談及び就職支援等に関する具体的方策
る具体的方策 る具体的方策

・学生生活全般にわたるアンケー ・学生生活全般にわたるアンケー ・学生委員会において，平成１６年１月に全学部学生を対象に実施した第９回
ト調査（学生生活調査）を全学 ト調査（学生生活調査）を集計 学生生活調査を集計・分析し，速報ならびに親しみやすく工夫した報告書本
生を対象に中期目標期間中に２ ・分析し，重点支援方策を設定 編によって公表し，学生との懇談会や全学での学生生活研究会など組織的検
回行い，学生の現況と要望を的 する。 討を経て，重点支援方針を作成した。
確に把握し重点支援方策を設定
するとともに，目標達成度の評
価資料としても活用する。

「 」 「 」・学生相談体制の整備と こころ ・学生相談体制の整備と こころ
の健康保持 の健康保持
①「学生何でも相談室」にイン ①学生支援センター「学生何で ・学生何でも相談室の気軽な利用を呼びかけるポスターを作成し，学生向け掲

テーカー（相談窓口）を配置 も相談窓口」とインテーカー 示板及び学生会館の電子掲示板で案内した。
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し，学生が相談しやすい環境 （相談窓口）を再配置したこ
を整備するとともに，専門の とに伴い，相談しやすい運用
カウンセラーを適切に配置す を工夫する。
る。

②各部局における学生支援担当 ②各学部等における学生支援担 ・各学部等における学生支援担当者と保健管理センターにおけるメンタルヘル
者と，保健管理センターにお 当者と保健管理センターにお ス相談者及び学生支援センター担当者で構成するメンタルヘルス懇談会を５
けるメンタルヘルス相談担当 けるメンタルヘルス相談者及 回開催し，学生の自殺，不登校等に関する事例検討を行った。
者，学生支援センター担当者 び学生支援センター担当者に
との連携を十分にして相談機 よる事例検討会を定期的に行
能の充実を図る。 う。

， ， ， ， ，③各学部は，休・退学，留年， ③各学部等における 休・退学 ・システムの構築に向けて学生委員会の専門委員会において 休・退学 留年
不登校の実態の定期的な調査 留年，不登校への対応を支援 不登校の全学的なデータ収集方法を検討し,その方法についての報告書を作
と対応の体制を整備する。 するため，全学的なデータの 成した。

収集・管理・分析システム構
築に向けて検討を進める。

④学生委員会の下に，学生生活 ④学生委員会の下に，学生生活 ・学生委員会において，学生何でも相談室会議とメンタルヘルス懇談会を統合
相談とメンタルヘルス対策の 相談とメンタルヘルス対策の する方向性を決定し，両者の合同会議でワーキンググループを組織した。
現場担当者で組織する「学生 現場担当者でつくる組織を設
相談支援協議会（仮称 」を 置し，運用の組織体制を検討）
置き機動的対応を行う。 する。

・心身の健康保持・増進等の支援 ・心身の健康保持・増進等の支援
①保健管理センターにおける定 ①保健管理センターにおける定 ・新入生オリエンテーションでの説明や看板・掲示文等による呼びかけを行っ

期健康診断の受診を徹底させ 期健康診断の受診を徹底させ た結果，平成１６年度の受診率は平成１５年度に比べ，学部学生が４％増の， ，
学部学生にあっては現状の高 学部学生にあっては現状の高 ８４．３％，大学院生が５％増の６５．６％といずれも向上した。
受診率 80.7%; 新入生98.7% 受診率（平成15年度実績＝80.（ ）
を維持するとともに，大学院 7%;新入生98.7%）を維持する
生の受診率（60.6%）を向上 とともに，大学院生の受診率
させる。 （同＝60.6%）向上のために

呼びかけを強化する。

「 」 ，②学生の福利厚生改善のため， ②長崎大学生活協同組合等と大 ・平成１６年４月に 長崎大学と長崎大学生活協同組合との協議会 を設置し
長崎大学生活協同組合等と大 学との定期的協議の場を新た 環境問題（ごみ問題）への取組等について協議するとともに，保健管理セン
学との定期的協議の場を新た に設け，学生の福利厚生改善 ターが考案したバランス弁当の販売促進を含め，健康に留意した食事メニュ
に設け，特に食堂の整備と健 の場を恒常化するとともに， ーの充実について長崎大学生活協同組合に要請した。
康に留意したメニューの充実 健康に留意した食事メニュー
を図る。 の充実を図る。

③一般学生にも開放された各種 ③日常的に一般学生が使用でき ・文教地区体育施設及び課外活動施設運営委員会において，運動施設等の整備
運動施設，コミュニケーショ る安全に配慮した運動施設等 計画を検討した（一部実施 。）
ンルームと屋外の交流広場の の整備に向けた計画を検討す
整備に努める。 る。

・就職支援 ・就職支援
①企業での就労体験を持つキャ ①就職何でも相談を継続すると ・リクルート企業のアドバイザーを招き「就職何でも相談」を延べ２３日間，

リアアドバイザーを配置する ともに，就職情報室の充実を 模擬試験を５回実施した。
等就職情報室の充実を図る。 図るため，求人・求職情報， ・就職委員会の下に就職支援システムの導入について検討するワーキンググル

就職活動情報等をホームペー ープを設置し，システム導入方式の検討を開始した。
ジで提供する就職支援システ
ムの導入などの検討に着手す
る。

②全学及び各学部の就職担当教 ②全学及び各学部の就職担当教 ・全学的就職支援体制の強化を図るため，全学の就職担当教員・職員・アドバ
職員が連携して全学的就職指 員・職員・アドバイザーの連 イザーによる就職支援担当者会議を組織した。
導体制を充実・強化する。 携を図り，全学的就職指導体

制を強化する。

③外部（企業等）から講師を招 ③外部（企業等）から講師を招 ・全学教育において，平成１４年度から「キャリア概論」,「キャリア概論・
きキャリア教育を授業として き，キャリア教育を授業とし インターンシップ」を継続して開講し，入学時からの職業意識の向上を図っ
実施する。 て引き続き実施する。 た。

・５学部（経済学部，薬学部，工学部，環境科学部，水産学部）の専門教育に
おいて，産業界と連携した講演会を実施した。

（ ，④各学部においてキャリア教育 平成１７年度以降に実施のため
やインターンシップを単位化 １６年度は年度計画なし）

， 。し 一層の推進と充実を図る



- 22 -

長崎大学

⑤全学及び各学部において進路 ④３年生用の「就職のしおり」 ・新たに，新入生のための「就職のしおり」を作成し，新入生オリエンテーシ
ガイダンス，講習会，企業訪 とは別に新入生のための「就 ョン時に配布した。
問，企業説明会などを企画， 職のしおり」を作成し，新入 ・企業向けの大学案内を作成した。
実施する。 生段階から就職意識の醸成を

図る。
⑤就職関係ガイダンス等を充実 ・平成１５年度に比べ，企業説明会の実施企業を２３社増やしたほか，公務員

させる。 講座の実施回数を６回増やした。

・学生の自主的活動の支援 ・学生の自主的活動の支援
， ，①競技会・展覧会等での成績優 ①競技会・展覧会等での成績優 ・競技会等での成績優秀者８名及び９団体 学術研究活動での業績優秀者７名

秀者及びボランティア活動な 秀者及びボランティア活動な 卒業・修了時の学業成績優秀者１６名，ボランティア活動２団体に対し, 表
どに対する表彰制度や報奨制 どに対する表彰を学長表彰と 彰を行った。
度を実施する。 して行う。

②大学キャンパス施設整備計画 ②学生プラザのホールを平成１ ・学生会館運営委員会規程を改正し，同委員会の審議事項に学生プラザに関す
の重点項目の一つとして，学 ５年度末に整備したことに伴 る事項を含めて，学生プラザの活用方策を審議することとした。
生プラザや体育館など学生支 い，活用のための組織体制を ・学生委員会で学生支援施設の整備案について検討した（一部作成・実施 。）
援施設の整備・充実に取り組 整備し，さらに体育館など学
む。 生支援施設の整備案を策定す

る。

・経済的支援 ・経済的支援
①学費免除制度を活用するとと ①学費免除制度の在り方の検討 ・入学料，授業料及び寄宿料の免除等に関する規程等を改正し，学業成績基準

もに，外部資金による奨学金 に着手する。 の見直しを行うとともに，社会人特別選抜入学の学部学生に対する独立生計
制度の創設を目指す。 認定等の規定を整備した。

（ ，②大学院生に対しては，ＴＡ, 平成１７年度以降に実施のため
ＲＡ（リサーチ・アシスタン １６年度は年度計画なし）
ト）制度によるほか，内部・
外部資金の弾力的活用による

。研究支援員等の枠を拡大する

○社会人及び留学生等に対する配 ○社会人及び留学生等に対する配 ○社会人及び留学生等に対する配慮
慮 慮

・社会人に対する配慮 ・社会人に対する配慮
（ ，①教育環境に配慮した施設・設 平成１７年度以降に実施のため

備（保育施設，夜間照明，駐 １６年度は年度計画なし）
車場等）を整備する。

②学生相談体制，オフィスアワ ①学生相談体制，オフィスアワ ・経済学部において，シラバスに教員のメールアドレスを記載して，社会人学
ー，食堂等の夜間機能を整備 ーを整備する。 生と教員の連絡，相談体制を充実させた （工学部については，法人化前か。
する。 ら実施）

・生産科学研究科博士後期課程においては，平成１６年度より副指導教員制度
を導入して，きめ細かな指導体制を整備した （経済学研究科,医歯薬学総合。
研究科については,法人化前から副指導教員制度を導入）

③利用者のニーズに対応して， （平成１７年度から実施のため， ・試験期間（平成１７年１月２４日～２月１８日）において，平日の閉館時刻
附属図書館等の夜間開館時間 １６年度は年度計画なし） を２０時から２１時４５分に変更して開館時間延長を試行的に実施した。
の延長を実現する。

②携帯電話を利用した蔵書検索 ・携帯電話を利用した蔵書検索や図書館利用案内等のサービスを平成１６年４
や利用案内等のサービスを開 月１９日より開始した。
始する。

・留学生に対する配慮 ・留学生に対する配慮
①部局の留学生担当専門教育教 ①学部の留学生専門教育教員を ・４月新入学生・新渡日者，１０月新入学生・新渡日者に対するチューターを

員を活用するとともに，チュ 活用するとともに，チュータ 配置し，チューターに対するオリエンテーションを実施した。
ーター制度を整備・発展させ ー制度を整備する。
る。

②留学生交流のためのスペース 平成１７年度からの実施のため ・国際交流スペースを留学生課に隣接設置し，留学生の憩いの場，課外学習の（ ，
を整備・充実させる。 １６年度は年度計画なし） 場，日本人学生との交流の場，海外留学資料コーナーを設置した。

③国際交流会館の拡充，企業の ②企業の社員寮等の借り受けな ・国際交流会館（西町）の居室の改修を行い快適な住環境を整備した。
， 。 ， （ ）， （ ）社員寮等の借り受けなど，留 ど 留学生用宿舎を確保する ・留学生の住居支援として 長崎地域留学生会館 ２３室 三菱重工業 株

学生用宿舎の確保に努める。 本原寮（１０戸）を留学生用宿舎として確保した。また，他の企業に対し，
協力要請を行った。

（ ，④留学生のための大学独自の奨 平成１７年度以降に実施のため
学金制度や，外部資金による １６年度は年度計画なし）
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奨学金制度の創設を目指す。
・障害者に対する配慮 ・障害者に対する配慮

①施設のバリアフリー化を一層 ①施設のバリアフリー化を一層 ・新病棟・診療棟の実施設計に当たり，医療環境の向上や全ての利用者が安全
進める。 進める。 かつ円滑に利用できるようにユニバーサルデザインの考え方に基づき設計を

行い，バリアフリー化を推進した。
・保健管理センターの既存施設に，スロープ・多目的便所・自動扉を設置し,

全ての学生・教職員が快適に利用できるようにバリアフリー化を推進した。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標

○大学の理念を研究面から実現するための基本方針
・大学の理念を研究面から実現するため，大学院に重点をおいた研究の一層の高度化を推進し，国際水準の研究成果を生み出すことを目標とする。研究の推進に当たっては，アジアを中心とする諸外国との連中
携・協力の下，長崎大学として特色のある学問分野を育てるとともに，地域の諸問題を研究課題として積極的に取り上げることを基本とし，そのための資源の重点配分を行う。

期
○成果の社会への還元に関する基本方針
・研究成果は，大学院教育に積極的に反映させ，高度な専門性を備えた人材養成に生かすとともに，地域社会の発展のために活用する。目

○研究の水準・成果の検証に関する基本方針標
・研究の水準・成果については，それぞれの学問分野毎に国際基準や社会的評価等を用いて検証する。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○目指すべき研究の方向性 ○目指すべき研究の方向性 ○目指すべき研究の方向性

・総合大学として本学が有する施 ・総合大学として本学が有する施 ・感染症・放射線・海洋の３つの重点的推進領域を設定し，２つの２１世紀Ｃ
設設備や研究組織，研究内容・ 設設備や研究組織，研究内容・ ＯＥプログラムと水産学部を中心とする次期２１世紀ＣＯＥプログラムを全
方法の多様性を活用し，その特 方法の多様性を活用し，その特 学的なプロジェクトへ発展させるという方向性を全学に提示し学長補佐体制
性を生かした学際的・総合的研 性を生かした学際的・総合的研 の下に具体的な戦略の策定に着手した。
究を推進する。 究を推進する。

「 」・地域が抱える諸問題を積極的に ・地域が抱える諸問題を積極的に ・医学・工学分野の離島へき地研究の進展に加え 教育危機対応プロジェクト
研究課題として取り上げ，それ 研究課題として取り上げ，それ を部局横断型組織として学長主導で新たに創設するなど，拠点形成へ向けた
らの研究活動を通して，当該分 らの研究活動を通して，当該分 第一歩を踏み出した。
野におけるアジアや世界での中 野におけるアジアや世界での中
核的研究拠点形成を目指す。 核的研究拠点形成を目指す。

・重点的に育てようとする研究分 ・重点的に育てようとする研究分 ・学長のリーダーシップの下，理事が重点的に育てようとする研究分野につい
野を選定し，その研究課題に対 野を選定し，その研究課題に対 て優先的に特別教育研究経費として概算要求し，予算が採択された研究課題
して研究費，研究スペース及び して研究費，研究スペース及び については研究費，研究スペース及び人的資源面での整備がなされた。

。 。人的資源面で積極的に支援する 人的資源面で積極的に支援する

・本学の特色となりうる基礎的研 ・本学の特色となりうる基礎的研 ・部局への基盤的研究経費を従来通り確保するとともに，学長裁量経費を活用
（ ） 。究や萌芽的研究を推進する。 究や萌芽的研究を推進する。 して萌芽的研究支援のための学内公募型研究 総額18,000千円 を実施した

○大学として重点的に取り組む領 ○大学として重点的に取り組む領 ○大学として重点的に取り組む領域
域 域

・２１世紀ＣＯＥプログラムとし ・２１世紀ＣＯＥプログラムとし ・２つの２１世紀ＣＯＥプログラムは順調に経緯し，成果を生み出している。
「 」 ， （ ）て採択された「放射線医療科学 て採択された「放射線医療科学 放射線医療科学国際コンソーシアム が中間評価で 最高評価 Ａランク

国際コンソーシアム」と「熱帯 国際コンソーシアム」と「熱帯 を受けた 「熱帯病・新興感染症の地球規模制御戦略拠点」はウイルスワク。
病・新興感染症の地球規模制御 病・新興感染症の地球規模制御 チン開発などの研究成果のほか，タイ，フィリピンにおける医師研修制度実
戦略拠点」の推進。 戦略拠点」の推進。 施など人材育成にも力を注いでいる。

・東南アジア・東アジアに近いと ・東南アジア・東アジアに近いと ・経済学部において「東アジアにおける経済と社会に関する総合的研究」をテ
いう本学の地理的特性に基づく いう本学の地理的特性に基づく ーマとして，創設した学部研究企画委員会で複数の小プロジェクトの立ち上
特色ある研究。 特色ある研究。 げの検討を開始したほか，１６年１１月には国際シンポジウムを開催した。

・東シナ海域及びその周辺域をフ ・東シナ海域及びその周辺域をフ ・水産学部附属海洋資源教育研究センターを学内共同教育研究施設「環東シナ
ィールドとした海洋環境保全・ ィールドとした海洋環境保全・ 海海洋環境資源研究センター」へ改組することを決定した（平成１７年４月
修復や水産資源育成に関する研 修復や水産資源育成に関する研 発足 。東シナ海域及びその周辺域をフィールドとした海洋環境保全・修復）
究。 究。 や水産資源育成に関する先端的・国際的研究展開のための準備を開始した。

・分子認識科学など最先端分野に ・分子認識科学など最先端分野に ・分子認識科学を基盤とする創薬の国際的教育研究事業展開のための準備段階
おける国際連携研究。 おける国際研究。 として，外国人客員教授による専門講義の制度及び大学院の英語授業による

特別コース制度を設置した。また，国内外の創薬科学における最先端領域の
研究者を招聘して，種々の研究会を学際的に開催した。

「 」 。・少子化，高齢化，地域災害，医 少子化，高齢化，生活環境，地 ・ 教育危機対応プロジェクト を部局横断型組織として学長主導で創設した・
療，福祉，健康管理など，現代 域災害，医療，福祉，健康管理 ・長崎県及び五島の１市５町（現五島市）の寄附講座「離島・へき地医療学講
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の諸問題に加えて離島や山間部 など現代の諸問題に加えて，離 座」を医歯薬学総合研究科に設置し，離島へき地医療研究を本格的に開始し
の多い長崎の地形的特殊性及び 島や山間部が多く，閉鎖性海域 た。
被爆地としての特殊性を踏まえ （大村湾，有明海）を持つ長崎 ・環境科学部では，大村湾の環境を修復するための文理融合での「大村湾再生
た学際的研究。 の地形的特殊性及び被爆地とし プロジェクト」を開始した。

ての特殊性を踏まえた学際的研 ・水産学部を中心に有明海の環境と生態系・漁業の変遷に関する研究及び地域
究。 結集型共同研究事業（科学技術振興機構 「ミクロ海洋生物の生理機能活用）

技術の開発」による海洋環境保全と海洋生物育成の技術開発研究を継続実施
した。

・産官と連携し地域企業を活性化 ・産官と連携し地域企業を活性化 ・ オンチップ・セロミクス計測技術の開発 （東大との共同）と「薬物脳内移「 」
するための特徴ある先端的研究 するための特徴ある先端的研究 行検定システム」の２プロジェクトがそれぞれ（独）科学技術振興機構と長。 。

崎県からの競争的外部資金を獲得し，大学発ベンチャー創設へ向けての開発
研究を開始した。

○成果の社会への還元に関する具 ○成果の社会への還元に関する具 ○成果の社会への還元に関する具体的方策
体的方策 体的方策

・既存の産学官交流をさらに推進 ・シーズ情報の届出システムの構 ・ 発明相談 「出願前公表申請」の制度を設け，届出様式を作成し，学内周「 」，
するために，大学研究者が有す 築に着手する。 知を行った。
る基礎的・応用的シーズをより
積極的に公開し，それによる共 ・公式ホームページ等によるシー ・シーズ情報の公開方法として，知的財産本部のホームページを立ち上げた。
同研究等を通して地域社会との ズ情報の公開方法の検討に着手
連携を図る。 する。

・研究活動によって得られた学術 ・研究活動によって得られた学術 ・共同研究交流センター産学連携部門の研究情報データベースへの登録を推進
情報の有効利用のため，各種情 情報の有効利用のため，各種情 した。
報のデータベース化を図り，そ 報のデータベースの構築に着手 ・長崎大学の研究成果を電子化して保管・公開するための機関レポジトリの構
の学内支援体制を構築する。 する。 築について検討を開始した。

・達成された研究成果については ・長崎ＴＬＯの会員制度に加入し ・長崎ＴＬＯの特別会員になった。また，本学教員が長崎ＴＬＯの役員を兼業， ，
新たな産業の創出に寄与する 技術移転等における長崎ＴＬＯ し，長崎ＴＬＯ社長が知的財産本部の客員教授として発明等評価委員会に参
ため，独創的かつ有用な知的財 との連携体制の強化を図る。 加するとともに長崎ＴＬＯ技術移転スペシャリストについても発明等評価委
産の創出を進めるための組織（ 員会に参加する等の連携強化を進めた。
知的財産本部 ・技術移転機関）
（ＴＬＯ）の連携のもとに技術
移転を行う。

（ ，・学内研究施設・研究室の学外開 平成１７年度以降に実施のため
放を推進する。 １６年度は年度計画なし）

○研究の水準・成果の検証に関す ○研究の水準・成果の検証に関す ○研究の水準・成果の検証に関する具体的方策
る具体的方策 る具体的方策

・本学における研究分野や研究活 ・本学における研究分野や研究活 ・研究企画推進委員会を全学委員会として新設した。
動の多様性に基づき，研究水準 動の多様性に基づき，研究水準 ・各研究科（教育学研究科，経済学研究科，生産科学研究科，医歯薬学総合研
の設置対象を人文 社会 自然 の設置対象を人文 社会 自然 究科）においても研究企画推進委員会に準じる部局委員会を設置した。特に， ， ， ， ， ，
生命科学系に区分し，それぞれ 生命科学系に区分し，それぞれ 生産科学研究科では，活性化委員会の中に研究科プロジェクト推進のための

， 。の分野でのＣＯＥ研究水準，学 の分野でのＣＯＥ研究水準，学 ワーキングループを設置し ４つの重点領域研究プロジェクトを立ち上げた
内重点研究水準を検討・設定す 内重点研究水準を検討・設定す

。るための体制を整備する。 るための体制の整備に着手する

・生命科学系では，中期目標期間 ・生命科学系では，平成１６年度 ・ 長崎大学歯学部年報２００４年版」及び「長崎大学医学部業績集」を発行「
中にＳＣＩ及びＳＳＣＩ登録学 中にＳＣＩ及びＳＳＣＩ登録学 し，公表した。
術雑誌への受理論文数やインパ 術雑誌への受理論文数やインパ ・薬学部では各教員の自己評価資料に掲載した。
クトファクター合計点を増加さ クトファクター合計点を算出し
せる。 公表する。

。 ，・人文，社会，自然，生命科学系 ・人文，社会，自然，生命科学系 ・各部局において報告書やホームページで教育研究活動業績を公開した 特に
では，中期目標期間中にレフリ では，平成１６年度中にレフリ 知的財産本部は特許出願数（２８件）について集計し本学初の特許情報をホ
ー付きの学術雑誌に公表する研 ー付きの学術雑誌に公表する研 ームページで公表した。
究論文や著書などの発表件数， 究論文や著書などの発表件数，
特許の出願数を中期目標期間中 特許の出願数を集計し，公表す
に増加させる。 る。

・社会への説明責任を果たすため ・社会への説明責任を果たすため ・日本学術会議主催の学術講演会において，本学の重点５研究プロジェクトを
に，研究内容と成果を公開する に，研究内容と成果を公開する 学術会議委員及び市民（特に高校生を中心とした若者）に紹介し，地域メデ
ことによって，社会からの意見 体制を整備する。 ィアが特集記事（番組）を組むなど大きな反響を得た。
等を研究活動の水準の向上と改 ・各部局において報告書やホームページ等で教育研究活動を公開した。
善に結びつける。 ・工学部と生産科学研究科ではコラボ産学交流会を東京・長崎の２会場で開催

し，民間産業関係者に研究内容を紹介するとともに共同研究の活性化を推進
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した （参加企業：１０１社）。
・展示会等に積極的に出展し，研究成果の普及啓発を行った （平成１６年度。

１４件）
・ホームページにより共同研究・受託研究件数，科学研究費補助金獲得状況を

公表した。
・ホームページにより研究・研究者情報を公表した。

（ ，・各部局においても上記項目等の 平成１７年度以降に実施のため
検討によって共通認識となされ １６年度は年度計画なし）
た水準に従って研究の進展状況
を評価する。
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
２ 研究に関する目標
（２）研究実施体制等の整備に関する目標

・研究科内，研究科間の学内共同研究，関連研究分野間の国内，国際共同研究，海外研究拠点形成を視野に入れた研究，地域的要請の高い研究等の中から重点研究課題を選定し，多様な研究活動を柔軟に推進
できる弾力的研究実施体制を整備する。これらの研究を大学全体として支援するため，研究者及び研究支援者等の配置，研究費等の配分，研究設備・スペースの整備等に当たっては，重点的に資源を配分す中
る。重点研究課題に関しては，一定期間毎に，適正な評価を行う。その他基礎的研究，萌芽的研究等すぐに成果が現れることが困難な研究の推進を図る。

・課題研究等によって得られた研究成果は，その適正な管理に努めるとともに，そのための環境整備に努める。期
・積極的な産学官の連携を通して新研究領域への進出と開拓を進め，独創的かつ有用な知的財産の創出を進めるための組織を構築し機能させる。
・研究活動及びその成果については，適正な評価を行うとともに，その評価結果を研究支援の在り方等に反映させる。目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○適切な研究者等の配置に関する ○適切な研究者等の配置に関する ○適切な研究者等の配置に関する具体的方策
具体的方策 具体的方策

・多様な研究活動を柔軟に推進す ・多様な研究活動を柔軟に推進す ・学長の下で一元的に人事を行うシステムが確立された。また，外部資金によ
るための研究者及び研究支援者 るための研究者及び研究支援者 る教職員の採用を可能とする有期労働契約による雇用制度について新たな規
の配置を可能とする全学的な調 の配置を可能とする全学的な調 程整備を行った。
整システムを構築する。 整システムの検討を開始する。

・国際共同研究のための海外から ・国際共同研究のための海外から ・国際共同研究のための海外からの専門家を１０２名招聘した。
の専門家の招聘を推進する。 の専門家の招聘を推進する。

・重点研究プロジェクトのポスド ・重点研究プロジェクトのポスド ・２つの２１世紀ＣＯＥプログラムにより新たに１５名のポスドクを採用し
ク採用を推進するため，その財 ク採用を推進するため，その財 た。
政的基盤構築を含めた全学レベ 政的基盤構築を含めた全学レベ ・都市エリア産学官連携事業によりポスドク２名を採用した。
ルでの支援体制を整備する。 ルでの支援体制の検討を開始す ・長崎県地域結集型共同研究事業において長崎県産業振興財団所属のポスドク

る。 を活用した。

・研究方針に沿った客員研究員， ・研究方針に沿った客員研究員， ・日本学術振興会の特別研究員３名，外国人特別研究員２名，外国人招聘研究
日本学術振興会特別研究員等を 日本学術振興会特別研究員等を 者１名を受け入れた。
積極的に受け入れる。 積極的に受け入れる。 ・外国人客員研究員７０名を受け入れた。

・ＲＡを重要な研究支援者として ・ＲＡを重要な研究支援者として ・ＲＡの有効かつ適正な活用を図るための配分方法も含めた検討体制を整備， ，
さらに有効に活用できるような 更に有効に活用できるような体 し，検討を開始した。
体制を整備する。 制の整備に着手する。

・技術職員及び教務職員の適切な ・技術職員及び教務職員の適切な ・工学部において技術部の設置（平成１８年度）に向けて検討を開始した。
配置のための見直しを行い，技 配置の検討を開始する。
術的レベルの向上と研究面にお
ける活性化を図る。

○研究資金の配分システムに関す ○研究資金の配分システムに関す ○研究資金の配分システムに関する具体的方策
る具体的方策 る具体的方策

・長崎大学で育てるべき重点研究 ・長崎大学で育てるべき重点研究 ・研究企画推進委員会を全学委員会として新設した。
課題の選定など，研究の企画・ 課題・萌芽的研究課題の選定な ・重点研究課題関連予算を優先的に特別教育研究経費として概算要求した。
推進を図るための研究企画推進 ど，研究の企画・推進を図るた ・教員個人への基盤的研究経費を従来通り確保するとともに，学長裁量経費を
委員会を設置し，重点的資金配 めの研究企画推進委員会を設置 活用して萌芽的研究支援のための競争的配分を行った。
分を行う体制を整備する。 し，重点的資金配分を行う体制 ・競争的資金等に係る間接経費について，取扱要領を策定し，全学共通経費に

の整備に着手する。 ついては，その使途を研究企画推進委員会において検討し，重点的資金配分
を行った。

（ ，・重点配分対象となった研究課題 平成１７年度以降に実施のため
に関しては，一定期間毎に研究 １６年度は年度計画なし）
成果の報告を義務づけ，ホーム
ページ等で公表する体制も整備
する。

○研究に必要な設備等の活用・整 ○研究に必要な設備等の活用・整 ○研究に必要な設備等の活用・整備に関する具体的方策
備に関する具体的方策 備に関する具体的方策
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（ ，・研究施設・設備の充実と効率的 平成１７年度以降に実施のため
利用を図るため，研究目的に沿 １６年度は年度計画なし）
った研究スペース及びオープン
ラボの創出と研究室配置を行う
。

・重点研究や外部資金を獲得した ・重点研究や外部資金を獲得した ・ 長崎大学における施設等の有効活用に関する規則」において，教育研究共「
研究が効率的に行えるよう，オ 研究が効率的に行えるよう，オ 用スペース（オープンラボ）の配分体制を確立した。なお，平成１５年度に
ープンラボ並びに共通実験施設 ープンラボ並びに共通実験施設 申請のあった，総合教育研究棟のオープンラボ（４部屋，1,320㎡ ，薬学部）
などの研究スペースを，公正な などの研究スペースを，公正な 本館のオープンラボ（１部屋，120㎡）を，有効性・必要性の観点から，外
配分基準のもとに，適切に配分 配分基準の下に，適切に配分す 部資金を獲得した研究者（６グループ）のうち，５グループに競争的環境の
する体制を確立する。 る体制を確立するための検討を 下で配分した。

開始する。

（ ，・外部資金による大型研究費を活 平成１７年度以降に実施のため
用して共同研究設備を優先的に １６年度は年度計画なし）
整備する。

・学内共同教育研究施設等施設の ・学内共同教育研究施設等施設の ・全学的視点に立った学内共同教育研究施設の運営方法・評価体制を構築する
整備と研究設備の充実を推進す 整備と研究設備の充実を推進す ため，各センターごとに学長を議長とする学内共同教育研究施設等計画委員
るために，施設の機能的統合を るため，施設の機能的統合を図 会を設置した。
図り，施設及び設備の維持管理 り，施設及び設備の維持管理と ・外部資金に付随する間接経費により学内共同教育研究施設（環東シナ海海洋
と全学的視点に立った計画的運 全学的視点に立った，計画的運 環境資源研究センター，共同研究交流センター，先導生命科学研究支援セン
営方法を策定・実施するための 営方法策定・評価体制構築の検 ター）の研究設備等の充実を行った。
体制を構築する。 討に着手する。 ・地域共同研究センター，機器分析センター，環境保全センターを統合し 「，

共同研究交流センター」を設置した。
・水産学部附属海洋資源教育研究センターの学内共同教育研究施設「環東シナ

海海洋環境資源研究センター」への改組を決定した。

・学内共同教育研究施設等に設置 ・学内共同教育研究施設等に設置 ・共同研究交流センター及び先導生命科学研究支援センターで現在所有してい
される実験機器の共同利用の推 される実験機器の共同利用の推 る研究機器についての情報をホームページで全学に公開した。
進を図るために各研究分野内で 進を図るため，各研究分野内で
現在所有している研究機器につ 現在所有している研究機器につ
いての情報を全学に公開する。 いての情報を全学に公開する。

・各種セミナー情報や外部資金情 ・各種セミナー情報や外部資金情 ・本学ホームページに外部資金情報サイトを特設するとともに，外部資金や各
報などの情報配信を一元化する 報などの情報配信を一元化する 種セミナー等の情報はその都度メールにて教職員に通知した。
ための情報網を整備する。 ための情報網を整備する。

・電子ジャーナル・各種データベ ・電子学術情報を大学に不可欠の ・平成１７年度以降の電子ジャーナル・各種データベースの導入計画及び経費
， ， 。ース等，電子学術情報を大学に 学術情報インフラと位置付け， 負担方式を策定し 学内合意の形成等 計画的整備のための環境を整備した

不可欠の学術情報インフラと位 平成１７年度以降の電子ジャー
置付け，計画的に整備する。 ナル・各種データベース導入の

年次計画を作成する。

○知的財産の創出，取得，管理及 ○知的財産の創出，取得，管理及 ○知的財産の創出，取得，管理及び活用に関する具体的方策
び活用に関する具体的方策 び活用に関する具体的方策

・積極的な産学官の連携を通して ・知的財産本部専任教員を採用し ・知的財産本部に専任助教授を採用し，知的財産室の室長として知的財産本部，
新研究領域の開拓と進出を目指 知的財産本部の運営体制の強 の運営に参画させた。
し，知的財産本部を構築し機能 化を図る。
させる。

・共同研究・受託研究等の共同出 ・発明等評価委員会において，共同研究・受託研究等で創出された発明等の出
願システムを構築する。 願方針を定めた。

・産学官連携の促進と条件整備， ・知的財産の創出のための戦略等 ・知的財産委員会を設置し，知的財産創出のための戦略等の検討を開始した。
プロジェクトの選定と見直し， を検討する知的財産委員会を設
及び知的財産の保護と成果の移 置する。
転，有効利用を促進する委員会
を組織する。 ・適切な知的財産活動のために利 ・ 利益相反マネジメントポリシー」を制定し，長崎大学ホームページ及び知「

益相反ポリシーを策定し，学内 的財産本部ホームページに掲載し，学内に周知した。
浸透を図る。

・知的財産管理活用体制の運用を ・ 発明相談 「発明届 「出願前公表申請」の制度を設けた。また，少なく「 」， 」，
開始し，定常的運用のための問 とも月２回の職務発明等審査委員会，発明等評価委員会で知財の管理活用を
題解決に取り組む。 推進した。

（ ，・ベンチャー・ビジネス・ラボラ 平成１７年度以降に実施のため
トリーを新設する。 １６年度は年度計画なし）
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（ ，・特許技術移転の増加を図る。 平成１７年度以降に実施のため
１６年度は年度計画なし）

○研究活動の評価及び評価結果を ○研究活動の評価及び評価結果を ○研究活動の評価及び評価結果を質の向上につなげるための具体的方策
質の向上につなげるための具体 質の向上につなげるための具体
的方策 的方策

・重点研究課題 ・重点研究課題 ・重点研究課題
①適正な評価方法を検討し，一 適正な評価方法と課題研究の 研究担当理事の下，研究企画推進委員会を全学委員会として新たに設置し

定期間毎に，その基準に基づ 見直しや支援の在り方等につ た。
いた評価を実施し，その結果 いて検討を行う体制を整備す
を公表するとともに，課題研 る。
究の見直しや支援の在り方等
について検討を行う。

②中期目標期間終了時までに，
評価結果に基づく研究目標の
見直しと，目標及び研究水準
の次期中期目標期間に向けて
の策定を行い，公表する。

・その他の研究課題 ・その他の研究課題 ・その他の研究課題
教員の個人評価システムの中 教員の個人評価システムの中 平成１９年に実施する予定である第２回目の教員の個人評価の実施に向け
で研究活動に関する点検・評 で研究活動に関する点検・評 て研究活動に関するデータを各部局で集積した。
価を実施する。 価を実施するためのデータを

集積する。

○全国共同研究，学内共同研究等 ○全国共同研究，学内共同研究等 ○全国共同研究，学内共同研究等に関する具体的方策
に関する具体的方策 に関する具体的方策

・医歯薬学総合研究科放射線医療 ・医歯薬学総合研究科放射線医療 ・２つの２１世紀ＣＯＥプログラム関連で新たに海外の２ヶ所の研究施設との
科学専攻と原爆後障害医療研究 科学専攻と原爆後障害医療研究 協定を締結し，国際共同研究を開始した。
施設，及び医歯薬学総合研究科 施設，及び医歯薬学総合研究科 ２１世紀ＣＯＥ「放射線医療科学国際コンソーシアム」シンポジウムを開催・
新興感染症病態制御学系専攻と 新興感染症病態制御学系専攻と するとともに，中間評価ヒアリングで最高評価（Ａランク）を受けた。
熱帯医学研究所の共同研究体制 熱帯医学研究所の共同研究体制 ・ 熱帯病・新興感染症の地球規模制御戦略拠点」はウイルスワクチン開発な「
（いずれも２１世紀ＣＯＥに採 （いずれも２１世紀ＣＯＥに採 どの研究成果のほか，タイ，フィリピンにおける医師研修制度実施など人材
択済み）を中心として，国際共 択済み）を中心として，国際共 育成にも力を注いだ。
同研究及び国内共同研究体制を 同研究及び国内共同研究体制を
強化する。 強化する。

・熱帯医学研究所の全国共同利用 ・熱帯医学研究所の全国共同利用 ・熱帯医学研究所では共同利用運営委員会を開催し平成1７年度からの運営に
研究所としての機能を積極的に 研究所としての機能を積極的に 関して従来の国内拠点型の利用に加えて国際拠点として海外からの積極的な
支援する。 支援する。 利用を促進すべく海外旅費を導入するなどの改革案を策定した。

・学内研究者情報及び研究課題の ・学内研究者情報及び研究課題の ・日本学術会議主催の講演会で本学の重点５研究プロジェクトを学術会議委員
公開を促進し，他機関との共同 公開を促進し他機関との共同研 及び市民に紹介（参加者：地元高校生など３５０人）し，地域メディアが特
研究体制，産学官共同研究体制 究体制，産学官共同研究体制へ 集記事（番組）を組むなど大きな反響を得た。
への発展を積極的に支援する。 の発展を積極的に支援する。 ・工学部と生産科学研究科ではコラボ産学交流会を東京・長崎の２会場で開催

し，民間産業関係者に研究内容を紹介するとともに共同研究の活性化を推進
した （参加企業：１０１社）。

・生命科学研究支援拠点として， ・生命科学研究支援拠点として， ・外部資金に付随する間接経費により先導生命科学研究支援センターの研究設
先導生命科学研究支援センター 先導生命科学研究支援センター 備等を充実し，研究支援機能の強化を図った。
の機能と学内共同研究体制の整 の機能と学内共同研究体制の整
備を推進する。 備に着手する。

・海洋資源教育研究センターを中 ・海洋資源教育研究センターを中 ・水産学部附属海洋資源教育研究センターを全学的な研究組織として体制の強
心に，東アジア地域を中心とす 心に，東アジア地域を中心とす 化を図ることとし，学内共同教育研究施設「環東シナ海海洋環境資源研究セ
る海洋関連の国際・国内共同研 る海洋関連の国際・国内共同研 ンター」へ改組することを決定した。
究を推進する体制を整える。 究を推進する体制を整える。

・学際的，国際的な研究を一層推 ・学際的，国際的な研究を一層推 ・外部資金に付随する間接経費により学内共同教育研究施設（環東シナ海海洋
， ， ）進するために，学内共同教育研 進するために，学内共同教育研 資源研究センター 共同研究交流センター 先導生命科学研究支援センター

究施設等としての機能をさらに 究施設等としての機能を更に活 の整備・充実を行った。
活性化するための体制を整備す 性化するための体制の整備に着 ・地域共同研究センター，機器分析センター，環境保全センターを統合し 「，
る。 手する。 共同研究交流センター」を設置した。

・国際協力プロジェクトの推進と円滑な遂行に資するべく「国際連携研究戦略
本部（ワンストップセンター 」を創設することを決定した。）

長崎大学
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○学部・研究科・附置研究所等の ○学部・研究科・附置研究所等の ○学部・研究科・附置研究所等の研究実施体制等に関する特記事項
研究実施体制等に関する特記事 研究実施体制等に関する特記事
項 項

・既に採択されている２１世紀Ｃ ・既に採択されている２１世紀Ｃ ・２１世紀ＣＯＥプログラム「放射線医療科学国際コンソーシアム」のメンバ
ＯＥプログラム「放射線医療科 ＯＥプログラム「放射線医療科 ーである現職教授をＷＨＯ本部（ジュネーブ）に環境・健康局放射線プログ
学国際コンソーシアム」及び「 学国際コンソーシアム」及び「 ラム専門科学官として派遣（２年間の予定）し，連携を強化した。
熱帯病・新興感染症の地球規模 熱帯病・新興感染症の地球規模 ・海外先進教育研究実践支援プログラムにより，感染症ＣＯＥの人材育成の柱
制御戦略拠点」については，海 制御戦略拠点」については，海 である熱帯医学修士課程の準備を目的に，メンバーである教授１名がリバプ
外研究拠点の構築を推進する。 外研究拠点の構築を推進する。 ール大学で４ヶ月間調査研修を行い連携体制を構築した。

・外務省国際感染症医療協力専門官を熱帯医学研究所に１年間の任期で教授と
して招聘した。

・平成１７年度の特別教育研究経費・連携融合事業経費に「新興・再興感染症
研究ネットワークの構築」が認められ，ケニア中央医学研究所での海外研究
教育拠点構築に向けた準備を開始した。

・平成１６年度文部科学省科学研究費補助金に「スマトラ沖地震津波後の感染
症流行対策」が採択され，現地の被災状況の確認，被災者の健康状況調査を
実施し，スリランカ保健栄養福祉省，ＷＨＯ，ユニセフ及びコロンボ大学等
と協力体制を構築した。

（ ，・とくに熱帯医学研究所は海外研 平成１８年度以降に実施のため
究拠点との共同研究推進により １６年度は年度計画なし）
「熱帯感染症研究教育機関とし
て世界のトップ５」を目指す。

長崎大学
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（１）社会との連携，国際交流等に関する目標

○社会との連携に関する基本方針
・教育・研究活動から生まれた成果を公開講座等を通じて積極的に地域社会に還元し，その文化的発展に資する。
・大学が有する物的・人的資産を活用し，初等中等教育の充実に資するとともに，他の公私立大学と連携を取りつつ地域社会における知的活動の中核的役割を果たす。中

○産学官連携の推進に関する基本方針期
・産業界・地方行政機関等とのコミュニケーションを一層深め，大学が有する研究成果を社会に還元するとともに，社会からの様々な要求を研究課題として掘り起こし，新たな研究領域を開拓する。

目
○国際交流の推進に関する基本方針
・海外の大学との学術交流協定締結を推進し，研究者等の交流等を促進するとともにその環境の整備に努める。標
・アジアに近いという地理的特性を生かし，特にアジアを中心とした地域との留学生交流や共同研究等を通じて教育研究の連携・協力を進める。
・教育研究活動を通じた国際貢献に努める。

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○地域社会等との連携・協力，社 ○地域社会等との連携・協力，社 ○地域社会等との連携・協力，社会サービス等に係る具体的方策
会サービス等に係る具体的方策 会サービス等に係る具体的方策

・附属病院を始めとする医歯薬学 ・附属病院を始めとする医歯薬学 ・長崎県及び五島の１市５町（現五島市）の寄附講座「離島・へき地医療学講
系と行政レベルの連携から成果 系と行政レベルの連携から成果 座」を医歯薬学総合研究科に開設し，この講座を中心に「長崎大学離島医療
を地域還元するための方策や， を地域還元するため，離島医療 研究所」を福江市（現五島市）の県立五島中央病院内に設置した。
近年急増している輸入感染症に を推進するとともに，近年急増 ・離島医療研究所では周辺の離島を対象に集団健診を施行し動脈硬化を中心に
対する熱帯医学からの診断・治 している輸入感染症に対する熱 成人病の調査を開始した。
療に関する相談業務などを積極 帯医学からの診断・治療に関す ・特色ＧＰに「地域と連携した実践型医学教育プログラム～現代版「赤ひげ」
的に実施する。 る相談業務を実施する。 の育成を目指した長崎県五島列島における包括的保健・全人的医療教育の実

践～」が採択され，離島医療を中心とした遠隔地医療を医学部のカリキュラ
ムに取り入れた。

・歯学部では離島における成人歯科健診を継続して実施したほか，新潟地震被
災地における要介護老人の口腔機能回復支援調査と支援活動を開始した。

・輸入感染症や海外旅行者への相談，診断，治療を行う「旅行医学外来」を附
属病院内に開設し業務を継続した。

・社会人の受入れを一層推進し地 ・社会人の受入れを一層推進し地 ・経済学部では，学部として夜間主コースを開講し，入学試験も社会人特別選
域への貢献を図る。 域への貢献を図るため，生涯学 抜を実施している。また大学院においては博士前期課程経営学修士コースは

習（リカレント教育）のための 平日午後６時以降及び土曜日に講義を開講し，社会人を対象とした教育を行
コースを経済，教育，医学分野 っている。さらに後期課程も社会人を対象として土曜日のみの開講を継続し
で開講する。 た。

・コースではないが，教員の研修として，公立学校教職経験２０年経過教員研
修，長崎市教職員１０年経験者研修を行っている。

・熱帯医学研究所が主催する熱帯医学研修課程に１５名，医学研究のための倫
理に関する国際研修コースに６０名の参加者があった。

・大学における知的活動を広く市 ・大学における知的活動を広く市 ・薬用植物園の一般市民開放を継続中（平日９時～１７時 。来園者には要望）
民に公開するために 公開講座 民に公開するために，医学資料 に応じて説明を行った。年２回開催される漢方薬・生薬研修会の薬用植物園， ，
サテライト教室，オープンキャ 室，薬用植物園，シーボルト記 実習の実施園として指定されているため，薬剤師を対象に標本，シーボルト
ンパスを実施するとともに，施 念植物園の一般開放の継続と機 園の由来を説明した。
設開放などを進める。 能改善 「総合経済」の市民開 ・経済学部においては長崎市の協力の下「総合経済」として「観光論」を開講，

放，薬害被害などに関する公開 し，長崎市長，国土交通省からの講師を始め学外の講師を中心に長崎市の観
講座，オープンキャンパスを実 光の現状や今後の課題について，学部生や一般市民を対象として講義を行っ
施する。 た。毎回５００名を超過する受講生が講義に参加した。

・熱帯医学研究所資料室に見学者への資料説明のため，インフォーメーション
システムを導入した。

・公開講座が社会のニーズにより ・ほとんどの公開講座において評価を実施し，生涯学習教育研究センター季報
適切に応えたものとなるための （年４回発行）で報告している。講座で提供される「知識・概念 「具体的」，
講座評価に関する調査・研究を 事例 「学習指導 「学習環境」について，社会のニーズに応える講座内容」， 」，
推進する。 に向け，改善が見られた。

・地方自治体と連携して地方自治 ・長崎県，長崎市，島原市，大島町（現西海市 ，玉之浦町（現五島市）で自）
体のニーズに応じた公開講座を 治体主催の市民大学講座のコーディネートを受託した。
開講する。
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， ，・地域の諸機関・団体等の要請に ・現在 県内高校と連携したオープンキャンパスを各学部で開講するとともに
応じた公開講座を当該機関・団 企業などと連携した公開講座を企画した。
体等と連携して開講する。

・小・中・高校を対象とした離島 ・離島教育の推進のため，小・中 ・附属小学校で複式学級を試行し，離島における少人数学級の実践研究を推進
教育（遠隔授業 ，大学教員の ・高校を対象とした離島教育（ し，研究会を開催した。）
訪問授業の実施及び附属教育実 遠隔授業 ，大学教員の訪問授 ・教育実践総合センターの学校訪問支援システムによる大学教員の訪問授業を）
践総合センターに教育相談室を 業を実施し，さらに附属教育実 理科，国語及び英語を中心に２０回実施した。
開設するなど離島教育の推進を 践総合センターに教育相談室を ・教育相談室を開設し，相談業務を開始した。
図る。 開設する。

・小・中・高校の現職教員に対す ・小・中・高校の現職教員に対す ・現職教員の再教育については，長崎県教育委員会と教育学部との協定に基づ
る再教育，研究会の開催，科目 る再教育のため，研究会，科目 き教職１０年経過研修の受入れを行い，２０年経過研修については対象者約
等履修生制度，各種研修，セミ 等履修生制度，各種研修，セミ ３５０名全員を教育学部で受け入れて１３講座を開設して研修を実施した。
ナーを積極的に推進する。 ナーを行う。

・教育訪問や教育支援，各種研修 ・教育訪問や教育支援，各種研修 ・オープンキャンパスを実施し，２,７６０名の参加があった。
， 。会・研究会の企画実施，各教育 会・研究会の企画実施，各教育 ・出前授業として 長崎県内の高等学校２３校に教員延べ１６７名を派遣した

施設の開放や高大連携事業など 施設の開放や高大連携事業など ・高校生を対象とした公開講座（教育学部，経済学部，工学部）の３講座を実
を推進する。 を推進する。 施し，７１名の参加があった。

・社会人向け公開講座１６講座を実施し，４２７名の参加があった。
・シンポジウム（ 循環型社会と都市ごみ管理の行方 ）を実施し，６２名の参「 」

加があった。
・ サイエンスワールド （小中学生等８００名参加 「土木の日・おもしろ体「 」 ），

」（ ），「 」（ ），験隊 小中学生７２名参加 化学まつり 小中高生・一般１１７名参加
「全国高校化学グランプリ２００４ （高校生４２名参加 「メカライフの」 ），
世界展 （小学生等７２名参加 「ながさき水産科学フェア」の各事業を実」 ），
施した。

・地方自治体との協力体制を強化 ・地方自治体との協力体制を強化 ・共同研究交流センター産学連携部門の研究情報データベースへの登録を推進
しながら，大学の人的，知的資 するため，大学の人的，知的資 した。
産を電子情報として公開する。 産を研究内容や研究者情報とい

。う形で電子情報として公開する

・社会の要望に応えて国際機関・ ・社会の要望に応えるため，国際 ・社会の要望に応えるため，国，地方公共団体の審議会等の委員として年間延
国・地方公共団体等への委員会 機関・国・地方公共団体等への べ２４１名が学識経験者として参画した。
委員や学会等の役員として情報 委員会委員や学会等の役員とし
の提供と意思決定に参画する。 て情報の提供と意思決定に参画

する。

・本学の有する幕末・明治期の古 ・長崎関係史料・古写真資料その ・本学の西洋医学研究にとって重要な古書である「フーフェランド著 医学必
写真など学術資料の一層の充実 他本学の特色ある研究活動に必 携蘭語初版」及び「テンキテイル法花菜書 附紅毛流膏薬方 吉雄永章訳
と活用を通して，特色ある地域 要な資料を収集する。 撰」を収集した。
文化の継承と振興に積極的に参
画し 「長崎学」等の育成を図 ・附属図書館が所蔵する貴重資料 ・ 日本実験動物科学技術ながさき２００４」に古写真を出展した （平成１６， 「 。
る。 の展示会を開催する。 年５月２０日～２２日）

・附属図書館公開講座「長崎唐人屋敷の変遷」を開催した （平成１６年１０。
月から１１月の毎土曜日の４日間に計８回）

・医学分館貴重資料展示会「医学は長崎から」を開催した （平成１６年１１。
月１１日～２３日）

・附属図書館が共催した「ペリー来航１５０周年記念『黒船とサムライ』画像
展示会」に貴重資料を出展した （平成１７年２月９日～２３日）。

・ 長崎学デジタルアーカイブス」 ・ 長崎学デジタルアーカイブス」に「医学分館所蔵近代医学史デジタルアー「 「
を構成するデータベースを維持 カイブズ」及び「幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」を追
し，コンテンツを追加する。 加した。

（ ）・貴重資料の修復保存計画を策定 ・グラバー図譜をはじめとする貴重資料の修復保存計画案 ５年間の年次計画
する。 を策定した。

○地域の公私立大学等との連携・ ○地域の公私立大学等との連携・ ○地域の公私立大学等との連携・支援に関する具体的方策
支援に関する具体的方策 支援に関する具体的方策

・共用実験機器室を備えたオープ ・共同研究施設及び設備の共同利 ・長崎大学教育研究共用スペースの使用等に関する規程及び長崎大学共同研究
ンラボの整備等，共同研究施設 用体制を拡大するため，利用規 交流センター利用規程を制定した。
及び設備の共同利用体制を拡大 程を整備する。
する。

・研究者情報・共同利用設備使用 ・研究者情報・共同利用設備使用 ・県内の大学・短大・高専で組織する「産学官連携のための長崎県下大学等間
のための情報ネットワークの相 のための情報ネットワークの相 ネットワーク」の企画委員会で情報ネットワークの相互乗り入れ体制につい
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互乗り入れ体制を構築する。 互乗り入れ体制について検討を ての検討を始めた。
開始する。

「 （ ）」・地域の公私立大学等との教育研 ・地域の公私立大学等との教育研 ・ 長崎県における大学間の単位互換に関する協定 ＮＩＣＥキャンパス長崎
究・学生支援・地域貢献分野に 究・学生支援・地域貢献分野に （平成１２年１０月締結）に基づき，１４の公私立大学及び１高等専門学校
おける連携強化を図る。 おける連携強化のための方策に との連携を図った。

ついて検討を開始する。 ・県内の大学・短期大学及び高等専門学校の学生部長等で組織する長崎地区学
生指導協議会において，学生相談体制及び休・退学対策について協議した。

・県内の企業，官公庁及び大学等の代表者で組織する「長崎県インターンシッ
プ推進協議会」において，インターンシップの推進方策について協議した。

・小・中・高等学校の「総合的な学習の時間」への留学生の派遣について，県
内大学等の協力のもと，一元的な対応を図った。

・長崎県と共同して，企業から提供された施設を留学生宿舎として活用し，本
学と長崎外国語大学の留学生を入居させた。

「 」 ，・県内の国・公私立大学で組織する 長崎地域留学生交流推進会議 において
留学生の就職を支援するため，インターンシップ，就職セミナー企業との
交流会等について協議した。

・地域貢献分野においては，ＴＬ ・県内他大学等研究機関を含めた ・長崎総合科学大学，長崎県立大学，県立長崎シーボルト大学，佐世保工業高
Ｏの共同活用体制を構築し地域 長崎ＴＬＯの活用体制の構築に 等専門学校に長崎ＴＬＯの会員制加入を呼びかけた。また，佐世保高専から
への技術移転を促進する。 着手する。 発明の評価依頼があった。

○産学官連携の推進に関する具体 ○産学官連携の推進に関する具体 ○産学官連携の推進に関する具体的方策
的方策 的方策

・実用化可能な研究成果を積極的 ・発明等の届出システムを構築す ・発明届システムを制定し，届出様式の簡潔化と学内周知を行った。また，発
に民間企業へ技術移転するため る。 明相談制度を制定し，発明の掘り起こしを進めた。，
大学が有する情報を積極的に公
開するとともに，その推進体制 ・発明等のデータベースの構築に ・管理ソフトを導入し，過去のデータを含めて，発明届・特許データの入力を
（知的財産本部・ＴＬＯ等）の 着手する。 開始した。
整備を進める。

・公式ホームページ等による技術 ・シーズ情報の公開方法として，知的財産本部のホームページを立ち上げた。
シーズの公開方法の検討に着手
する。

・発明等の発掘システムの構築に ・ 発明相談 「出願前公表申請」の制度を設け，届出様式を作成し，学内周「 」，
着手する。 知を行った。

また，知的財産委員会で部局知財委員会の設置を決めた。

・産学官連携共同研究プロジェク ・知的財産本部専任教員を採用し ・知的財産本部に専任助教授を採用し，知的財産室の室長として知的財産本部，
トを立ち上げるとともに，ベン 知的財産本部の運営体制の強化 の運営に参画させた。
チャー・ビジネス・ラボラトリ を図る。

， ，ーを設立し 地元企業の活性化
企業の創生に貢献する大学発ベ ・知的財産専門家の育成に着手す ・知財本部専任助教授に，知財関係シンポジウム・セミナー等への参加機会を
ンチャーを立ち上げる。 る。 与えた。

・知的財産データベース構築のた ・各部局に出向き，知財説明会を実施した後に，知的財産情報収集を目的とし
めの情報収集を開始する。 て，各部局の研究室単位のヒアリングを開始した。

・産学官連携等推進のために首都 ・コラボ産学官に参加し，長崎大学の東京拠点を設置した。また，工学部及び
圏拠点を設置する。 生産科学研究科の教員を中心に東京拠点において大都市圏企業を対象にコラ

ボ産学交流会を行った。

・自治体等の各種委員会, 審議会 ・自治体等の各種委員会，審議会 ・教職員の社会貢献活動推進の環境整備の一つとして，利益相反マネジメント
への参加協力を積極的に行う。 への参加協力を積極的に行う環 ポリシーを制定し，長崎大学ホームページ及び知的財産本部ホームページに

境を整備するために，責務相反 掲載し，学内に周知した。
ポリシーを策定し周知徹底を図
る。

・産学官連携の研究会を支援する ・産学官連携の研究会の登録制度 ・産学官連携の研究会の登録制度を構築し，共同研究交流センター産学連携部。
を構築する。 門のホームページに掲載した。

・共同研究等を健全かつ適正に推 ・共同研究等の健全かつ適正な実 ・知的財産ポリシーを長崎大学ホームページ，知的財産本部ホームページに掲
進するため，研究成果の帰属等 施のため，知的財産ポリシーの 載するとともに各部局に出向き，知財説明会を実施した。また，各部局の研
に関する考え方等，大学の基本 周知徹底を図るとともに，知的 究室単位のヒアリングを行って，知的財産情報を収集するとともに，知財意
的方針を定めた知的財産ポリシ 財産創出意識の育成活動を開始 識の育成を行った。
ーを策定し，学内浸透を図る。 する。

○留学生交流その他諸外国の大学 ○留学生交流その他諸外国の大学 ○留学生交流その他諸外国の大学等との教育研究上の交流に関する具体的方策
等との教育研究上の交流に関す 等との教育研究上の交流に関す
る具体的方策 る具体的方策

長崎大学



- 34 -

・長崎大学が主催する国際学術会 ・長崎大学が主催する国際学術会 ・平成１６年度国際学術会議を積極的に開催した （開催実績１５件）。
議等を引き続き開催するととも 議等を引き続き開催するととも ・平成１６年１１月に開催された第４７回日本放射線影響学会の３日目に「
に，その他の国際学術会議も積 に，その他の国際学術会議も積 ２１世紀ＣＯＥプログラム」の一つとして，５００名の参加のもとにＣＯＥ
極的に誘致する。 極的に誘致する。 国際シンポジウムを開催した。

・平成１６年１１月に熱帯医学研究所と医歯薬学総合研究科の主催で「２１世
紀ＣＯＥ国際シンポジウム－熱帯病・新興感染症の地球規模制御戦略」を
２５０名参加のもとに開催した。

・平成１７年３月に「２１世紀ＣＯＥプログラム」若手科学者組織による「ヒ
バクシャのメディカルケアと放射線生命科学に関する国際コンソーシアム長
崎シンポジウム」を１５０名参加のもとに開催した。

・外国の大学等との学術交流協定 ・外国の大学等との学術交流協定 ・平成１６年度に新たに１１件の学術交流協定を締結し協定校を増加させた。
締結を進める。特に，本学の立 締結を進める。 （３月３１日現在７１大学・機関）また，短期留学プログラム開設に伴い，
地条件を生かし，例えば海洋・ 学生交流協定（覚書）を１２大学と締結若しくは改訂を行い増加を図った。
水産学研究では中国・韓国，東
南アジア諸国を中心とした学術
交流協定を増やす。

・学術交流協定をより実効性のあ ・学術交流協定をより実効性のあ ・学生の海外派遣留学を推進するため，留学生交流委員会に海外留学専門部会
るものにするため，教職員や学 るものにするため，教職員や学 を設置した。

， ， ，生の海外派遣・留学を支援する 生の海外派遣・留学を支援する ・留学生センター及び留学生課企画による 留学説明会・留学報告会を ４月
ための制度を確立する。 ための制度の検討に着手する。 １０月に開催し，学生の留学に対する啓発・指導を行った。

・海外学術交流関連の英文文書手引書（文例集）を作製するとともに，大学ホ
ームページ上に公開した。

・教員の派遣に当たっては，共同 ・教員の派遣を積極的に行うため ・学内公募・審査に基づき平成１６年度海外先進教育研究実践支援プログラム，
研究や研究課題の開発に一定期 学外での共同研究や研究課題に に応募可能枠一杯の１１名が応募し全員が採択された （応募率，採択率と。
間専念できる体制を整備すると 一定期間専念できる体制を整備 もに１００％）
ともに当該部局機能に支障の出 し，当該部局機能に支障の出な ・サバティカル制度の検討を開始した。
ないような制度を確立する。 いような制度を確立するための

検討に着手する。

。（ ）・外国の大学等との単位互換制度 ・外国の大学等との単位互換制度 ・留学生受入れ数が平成１６年１１月１日現在３００人に達した 過去最高
を確立することによって留学生 を確立することによって留学生 要因として，短期留学プログラム（ＮＩＳＰ）の導入，留学生センター交換
の積極的な受入れを図るととも の積極的な受入れを図るととも 留学生プログラムの導入による留学生受入れ増。
に，奨学金に当てられる外部資 に，教職員の留学生後援会への ・留学生後援会加入者の増加対策については，全教職員への文書による周知，
金の確保，教職員の留学生後援 加入率の向上，また健康管理上 ホームページ掲載等を行った。
会への加入率の向上，また健康 のアドバイス，悩みや不安に対 ・留学生課の事務取扱時間を延長した。
管理上のアドバイス，悩みや不 する相談なども含めた受入れ体 ・留学生の健康診断は，春季は定期学生健康診断として実施し，１０月入学者
安に対する相談なども含めた受 制・支援体制の整備を行う。 については，留学生健康診断を特別に実施した。
入れ体制・支援体制の整備，国
際交流会館等の設備の充実を図
る。

，（ ，・外国人研究者の招聘に当たって 平成１８年度以降に実施のため
研究並びに生活支援体制を整 １６年度は年度計画なし）
備する。

○教育研究活動に関連した国際貢 ○教育研究活動に関連した国際貢 ○教育研究活動に関連した国際貢献に関する具体的方策
献に関する具体的方策 献に関する具体的方策

・ＷＨＯ，ＪＩＣＡ等へコンサル ・ＷＨＯ，ＪＩＣＡ等へコンサル ・平成１６年度海外派遣職員の総数は延べ８２６人であった。うちＪＩＣＡ短
タントあるいは長期・短期専門 タントあるいは長期・短期専門 期専門家派遣１２人が含まれる。
家として参加する。 家として参加する。 ・２１世紀ＣＯＥ「放射線医療科学国際コンソーシアム」のメンバーである現

職教授をＷＨＯ本部（ジュネーブ）に放射線医療領域責任者として派遣（２
年間の予定）した。

・現在設置されている３つのＷＨ ・現在設置されている３つのＷＨ ・精神保健に関しては，１）ＷＨＯが推進する国際的なメンタルヘルス疫学調
Ｏ協力センター（精神保健，甲 Ｏ協力センター（精神保健，甲 査・研究（ＷＭＨ２０００ ，２）ＱＯＬ研究，３）統合失調症長期転帰研）
状腺疾患と自己免疫疾患，熱帯 状腺疾患と自己免疫疾患，熱帯 究，４）被爆体験者実態調査，５）日豪比較研究において活動を行い，シン
性ウイルス病）を維持するとと 性ウイルス病）を維持するとと ポジウム及び学会発表，論文発表，報告書の作成を行った。
もに，国際機関による共同研究 もに，国際機関による共同研究 ・甲状腺疾患と自己免疫疾患に関しては，ＷＨＯとの連携を強めるため，医歯

（ ）参画の件数を増やす。 に参画する。 薬学総合研究科教授を平成１６年１２月１５日付でＷＨＯ本部 ジュネーブ
へ派遣した。チェルノブイリ被爆障害の研究のために研究生３人と学生３人
を派遣した。また，研究者を５人招聘した。

・熱帯性ウイルス病に関しては，ＳＡＲＳなどの緊急国際感染症対策へ短期の
専門家を派遣する一方，アジアの鳥型インフルエンザなどの新興感染症対応
のため平成１６年４月，熱帯医学研究所講師を長期専門家としてＷＨＯ西太
平洋地域事務局へ派遣した。その他，ＷＨＯの感染症関連国際会議へＷＨＯ
研究協力センター長である熱帯医学研究所教授を参加させた。

長崎大学
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・国際協力プロジェクトの推進と円滑な遂行に資するべく「国際連携研究戦略
本部（ワンストップセンター 」を創設することを決定した。）

（ ，・開発途上国に留まらず，共通の 平成１８年度以降に実施のため
研究課題を抱えた世界各国との １６年度は年度計画なし）
協力事業に参画し推進する。

・被ばく者治療の先端的研究と治 ・被ばく者治療の先端的研究と治 ・旧ソ連邦核汚染国を対象としたＥＵ・ＮＣＩ・ＷＨＯ（日本を含む）共同運
療を通して，放射線被ばく者へ 療を通して，放射線被ばく者へ 営によるチェルノブイリ事故後の甲状腺ティシューバンク（旧ソ連邦の医療
の医療支援を推進する。 の医療支援を推進する。 センターに設けた甲状腺癌に関するデータバンク）の構想が実現し，旧ソ連

邦のうちベラルーシ・ウクライナ・ロシア３国の約２万人検診から，小児甲
状腺癌組織６９７検体及び思春期甲状腺癌組織２４８検体の収集を終えた。
このバンク設立は小児甲状腺癌の遺伝子変異発見につながり，難治癌の分子
標的治療法の開発に期待が寄せられた。

・熱帯医学や環境問題研究などを ・熱帯医学や環境問題研究などを ・ 熱帯病・感染症研究 「放射線医療科学 「海洋環境生物資源研究」につ「 」， 」，
推進するために，熱帯病の流行 推進するために，熱帯病の流行 いての派遣研究者数は１６１人，受入研究者数は８３人であった。
する地域や共通の環境問題を抱 する地域や共通の環境問題を抱 ・平成１７年度の特別教育研究経費・連携融合事業経費に「新興・再興感染症
える開発途上国に研究交流拠点 える開発途上国に研究交流拠点 研究ネットワークの構築」が認められ，ケニア中央医学研究所での海外研究
を設置する。 の設置を目指す。 教育拠点構築に向けた準備を開始した。

・平成１６年度文部科学省科学研究費補助金に「スマトラ沖地震津波後の感染
症流行対策」が採択され，現地の被災状況の確認，被災者の健康状況調査を
実施し，スリランカ保健栄養福祉省，ＷＨＯ, ユニセフ及びコロンボ大学等
と協力体制を構築した。

・附属図書館所蔵「幕末・明治期 ・海外の日本研究の支援を強化 ・ 幕末・明治期日本古写真データベース」の後継データベースである「「
古写真コレクション」の情報公 するために「幕末・明治期日 幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」の構築において英
開により，海外の日本研究を支 本古写真データベース」の内 文の解説を追加した。

（ ）援する。 容 英語版での古写真の解説
を追加する。

長崎大学
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（２）附属病院に関する目標

・地域の中核病院として，最高水準の医療と研究開発を推進し，人間性を重視した患者本位の医療を提供するとともに，経営の効率化を図る。また，倫理性と科学性に基づいた医学教育を実践し，人間性豊か
な優れた医療人を育成する。さらに，離島医療及び地域医療の充実に貢献するとともに，医療の国際協力を推進する。

中

期

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○医療サービスの向上や経営の効 ○医療サービスの向上や経営の効 ○医療サービスの向上や経営の効率化に関する具体的方策
率化に関する具体的方策 率化に関する具体的方策

（ ，・患者本位の診療体制を構築する 平成１８年度以降に実施のため
ため，外来部門で既に実施して １６年度は年度計画なし）
いる臓器別・病態別診療体制を
病棟に導入する。

（ ，・県内全体を視野に入れた周産期 平成１７年度以降に実施のため
医療(妊産婦及び新生児医療)体 １６年度は年度計画なし）
制を構築するとともに，診断・
治療・臓器移植に対応できる遺
伝カウンセリング部門の充実を
図る。

・医療の質を高めるため，クリテ ・医療の質を高めるため，クリテ ・パスワ－キング会議開催後，平成１６年５月，１１月にパス大会を２回開催
ィカル・パス 診療計画工程表 ィカル・パス 診療計画工程表 し，クリティカル・パス使用件数の目標値１,７００件を大幅に上回る（ ） （ ）
を充実させる。 を充実させる。 ２,２００件を達成した。

「 」・周辺病院との連携及び機能分担 ・周辺病院との連携及び機能分担 ・長崎市内の７つの公的病院から構成される 公的病院等地域医療連絡協議会
を推進し，在院日数の短縮を図 を推進し，在院日数の短縮を図 を設立し，医療連携を活性化するための情報交換の場を構築した。
る。 る。 ・長崎市医師会，長崎市内の病院で構成される「病診連携委員会」に参画し，

病診連携・病病連携を図った。
・各疾患ごとにＤＰＣ（入院医療の包括評価）の至適在院日数を検討し，これ

により在院日数の短縮を図っていくこととした。

，（ ，・地域の医師との連携を図るため 平成１８年度以降に実施のため
病院にオープンシステム（開放 １６年度は年度計画なし）
型病床）を設置する。

・安全管理部の機能を強化し，関 ・安全管理部の機能を強化し，関 ・医・歯病院統合に伴い，病院全体として一体的な安全管理を行うために，安
係委員会とも連携して高度な安 係委員会とも連携して高度な安 全管理部の構成員を医科系と歯科系から組織し，安全管理部の機能を強化し
全管理，品質管理体制を構築す 全管理，品質管理体制を構築す た。

， （ ）る。 る。 ・安全管理・品質管理体制をより強化するため 副病院長を増員 ３名→４名
， 「 」 ，「 」 「 」し 従来の 安全・品質 担当を 安全・衛生 と 品質・患者サ－ビス

担当に分け，双方の体制の充実を図った。

・ＩＳＯ（国際標準化機構）９０ ・ＩＳＯ（国際標準化機構）９０ ・平成１６年１２月８日付けで，ＩＳＯ（国際標準化機構）９００１の基準認
０１の基準認証を取得する。 ０１の基準認証を取得する。 証を取得した。

（認証番号 ＵＫＡＳ ＦＳ８８１３７，ＪＡＢ ＱＪ０１１１６）

・広報活動を充実させるため，診 ・広報活動を充実させるため，診 ・平成１５年１０月１日に医学部・歯学部附属病院を設置したことを受けて，
療内容，診療実績等の情報をホ 療内容，診療実績等の情報のホ 平成１６年２月に「医学部・歯学部附属病院ホ－ムペ－ジ」を開設し，平成
ームページに掲載する。 ームページへの掲載を検討する １６年７月に外来診療部門別の「診療スタッフ 「診療内容 「診療日等」。 」， 」，

の更新を図った。また，新設外来の案内，電話相談室の開設等，新たな診療
情報について随時掲載を行っている。

長崎大学
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（ ，・新しい診療体制及び最高水準の 平成１７年度以降に実施のため
医療を実現させるため，病棟等 １６年度は年度計画なし）
の施設及び設備の整備充実を図
る。

・病院長のリーダーシップを強化 ・病院長のリーダーシップを強化 ・副病院長体制を強化した（３名→４名 。）
するため，病院長をサポートす するため，病院長をサポートす ・経営改善，合理化及び病院機能を向上させるため，経営調整官を部長とし，
る病院長の補佐及び戦略的企画 る副病院長体制を強化し，経営 若手教員４名及び技師を参画させた経営企画部を設置した。また，病院経営
部門を設置するとともに，学外 企画部を設置するとともに，学 分析を外部コンサルタントに委託し経営の効率化を推進した。
から経営の専門家を参画させる 外から経営の専門家を参画させ。

る。

（ ，・診療部門別原価計算を実施し， 平成１７年度以降に実施のため
経営面で寄与する診療部門に対 １６年度は年度計画なし）
して，予算，人員の重点配分を
行う。

（ ，・医療材料・消耗材料の在庫量の 平成１７年度以降に実施のため
削減を図るため，管理を外部委 １６年度は年度計画なし）
託化するＳＰＤ（包括的物流管
理システム）方式を導入する。

○良質な医療人養成の具体的方策 ○良質な医療人養成の具体的方策 ○良質な医療人養成の具体的方策

・医学・歯学生に対して診療参加 ・医学・歯学生に対して診療参加 ・診療参加型臨床実習には総合診療科を中心に多くの診療科が参画し，実習，
型臨床実習を行うとともに，卒 型臨床実習を行うとともに，卒 講義を実施した。評価は筆記試験と実技試験であり，ＯＳＣＥ（客観的臨床
前臨床教育を推進するため，Ｏ 前臨床教育を推進するため，Ｏ 技能試験）により実技試験を行い，修得度を判定した。ＰＢＬチュ－トリア
ＳＣＥ 客観的臨床技能評価法 ＳＣＥ 客観的臨床技能評価法 ル（問題解決型学習）は５年生前期の学生に平成１６年度から開始した。ま（ ） （ ）
とＰＢＬチュ－トリアル（問題 とＰＢＬチュ－トリアル（問題 た，平成１６年度から６年生に高次臨床実習を開始した。
解決型学習）を実施する。歯学 解決型学習）を実施する。歯学 ・ＯＳＣＥ（客観的臨床技能試験）を実施し，医療面や技能面で一定の効果を
生に対しては，臨床実習コアカ 生に対しては，臨床実習コアカ 得た。
リキュラムを推進する。 リキュラムを推進する。 ・ＰＢＬチュ－トリアル（問題解決型学習）は初年度ということもあり，教え

る側と学生にもとまどいがあり，教育方法の見直しを行った。
・歯学生に対しては，歯科医師卒前臨床実習の考え方で提示された条件に基づ

いて実習を実施した。

・医学・歯学生共通に救命処置を ・医学・歯学生に対して救命処置 ・救命処置は臨床実習を重視し，平成１６年度より医科においては麻酔科，救
含むプライマリケア（基本的診 を含むプライマリケア（基本的 急部，集中治療部の連携で，歯科においては歯科麻酔科で，シミュレ－ショ
療能力）を重視した教育を充実 診療能力）を重視した教育を充 ンモデル及び手術部における麻酔管理を通じて実践能力のトレ－ニングを充
させる。 実させる。 実させた。

・臨床教育関連病院群の強化を図 ・臨床教育関連病院群の強化を図 ・平成１６年度から実施の医師臨床研修必修化に対応するため内科系，外科系
るため，臨床教育研修センター るため，臨床教育研修センター 教員を含めた臨床教育研修センタ－を設置した。また，協力型病院との連携
を設置する。歯科については， を設置する。歯科については， を図り，長崎大学病院群研修プログラムのシステムを構築した。歯科につい
平成１８年度からの卒後臨床研 平成１８年度からの卒後臨床研 ては，平成１８年度からの必修化に向けて準備委員会を設置し，実施要項及
修必修化に向けて準備委員会を 修必修化に向けて準備委員会を びプログラムを作成した。
設置し対応する。 設置し対応する。

○研究成果の診療への反映や先端 ○研究成果の診療への反映や先端 ○研究成果の診療への反映や先端的医療の導入のための具体的方策
的医療の導入のための具体的方 的医療の導入のための具体的方
策 策

（ ，・研究成果を医療へ反映させるた 平成１７年度以降に実施のため
め，各診療科が取り組む高度先 １６年度は年度計画なし）
端医療を評価する委員会を設置
する。

・学際的トランスレーショナルリ ・他学部との共同研究により医療 ・都市エリア産学官連携促進事業で「ＱＯＬ医療診断に向けた非侵襲センシン
サーチ（臨床応用可能な基礎医 機器等の開発を目指す。 グ技術」の開発を主に工学部と連携して行っており，将来実用化が期待でき
学研究）を育成するため，医歯 る成果が出ている。
薬学総合研究科及び他学部と連
携する。

・治験及び市販後臨床試験の実施 ・治験及び市販後臨床試験の実施 ・治験及び市販後臨床試験に携わる治験コ－ディネ－タ－を薬剤師４名，看護
率を向上させるため，治験コー 率を向上させるため，治験コー 師４名の８名体制にし，本院で実施される治験及び市販後臨床試験の全試験
ディネーター部門を強化し，地 ディネーター部門を強化し，地 への対応を可能とした。また長崎県との連携により，地域ネットワ－ク構築
域ネットワーク体制を構築する 域ネットワーク体制の構築に着 を目指した体制作りに参画することとなった。。

手する。 （１６年度治験１２８件，市販後１７件） （１５年度治験１４４件，市販
後２８件）

長崎大学
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○適切な医療従事者等の配置に関 ○適切な医療従事者等の配置に関 ○適切な医療従事者等の配置に関する具体的方策
する具体的方策 する具体的方策

・診療体制の活性化を図るため， ・診療体制の活性化を図るため， ・病院所属の全教員について平成１６年４月１日より５年間の任期制を適用し
病院所属の教員に任期制を適用 病院所属の教員に任期制を適用 た。再任に当たっては診療，研究，教育の実績を重視することにより，意識
する。 する。 の向上と仕事の活性化が促進されている。

・医療事務職員の専門職員化及び ・医療事務職員の専門職員化及び ・効率的な病院運営を行うため，医療技術職員を一元的に所属させ，平成１７
コメディカル職員の組織化（診 コメディカル職員の組織化（診 年１月１日に医療技術部を設置した。
療支援部）を図る。 療支援部）に着手する。

（ ，・人事管理に客観性と透明性をも 平成１８年度以降に実施のため
たせるため，能力・業績を中心 １６年度は年度計画なし）
とした人事考課を実施する。

・機動的な職員配置を行うため， ・機動的な職員配置を行うため， ・学長の定数管理の下，平成１６年４月に臨床及び基礎の医学系教室全般から
病院長の下に一定の助手人員を 病院長の下に一定の助手人員を 助手定数の拠出を行い，総数４２を病院長・医学部長裁量定数とした。実績
確保するプールバンク制度を導 確保するプールバンク制度を導 による再配分を１～２年ごとに実施し，組織の活性化と病院経営の効率化を
入する。 入する。 図っている。

○離島医療及び地域医療を充実す ○離島医療及び地域医療を充実す ○離島医療及び地域医療を充実するための方策
るための方策 るための方策

・離島医療支援の充実を図るため ・離島医療支援の充実を図るため ・平成１６年度卒後臨床研修プログラムに選択研修として離島研修病院で６ヶ， ，
卒前及び卒後教育に離島医療研 卒前及び卒後教育に離島医療研 月間の研修を行う離島医療総合コ－スを設置した。なお，同コ－スは研修２
修を組み込む。 修を組み込む。 年目に設置されているため１７年度に実施される。

・地域医療を充実するため，地域 ・地域医療を充実するため，地域 ・ 県内５２訪問看護ステ－ションデ－タベ－ス」を構築し，退院支援活動を「
の病院・診療所との入退院の調 の病院・診療所との入退院の調 通じて，地域医療機関との連携強化並びに充実を図った。
整，医療福祉相談，在宅看護支 整，医療福祉相談，在宅看護支 退院支援：３４３件｛在宅看護支援：２６８件, 転医支援：７５件 （医療｝
援活動を実施する。 援活動を実施する。 福祉相談を含む）

・予防医療の推進のため，生活習 ・予防医療の推進のため，生活習 ・平成１６年１０月に長崎市健康づくり協議会主催の長崎市民大学で，市民に
慣病予防診療部で公開講座等を 慣病予防診療部で公開講座等を 『糖尿病（糖尿病を知るということ）おまけで「肥満について 』の講演を」
含めて市民への啓発活動を行う 含めて市民への啓発活動に着手 実施した。。

する。

・患者の医療・福祉の向上のため ・患者の医療・福祉の向上のため ・ 膠原病友の会 「リュウマチ友の会 「ベ－チェット友の会 「腎友会 ，「 」， 」， 」， 」
「患者の友の会」等に参加し， 「患者の友の会」等に参加し， 「透析友の会 「糖尿病友の会」の活動に医師やコメディカル職員が参加し」，
啓発・指導する。 啓発・指導に着手する。 患者の知識の向上，福祉の向上に貢献した。

・離島医療及び地域医療に関する ・離島医療及び地域医療に関する ・医師・コメディカル職員等を対象に講演会を実施した。
研究会を開催し，医師及びコメ 研究会を開催し，医師及びコメ 「発達障害児の摂食・燕下リハビリテ－ション （参加者：８３名）」
ディカル職員の研修を行う。 ディカル職員の研修に着手する 「在宅医療の現状 （参加者：１０４名）。 」

「地域歯科医療における大学病院の役割 （参加者：２３名）」

○医療の国際的共同研究及び国際 ○医療の国際的共同研究及び国際 ○医療の国際的共同研究及び国際協力を推進するための方策
協力を推進するための方策 協力を推進するための方策

・国際ヒバクシャ医療センターに ・国際ヒバクシャ医療センターに ・在外ヒバクシャ支援事業の一環として，韓国，ブラジル，ボリビア，パラグ
おいて，国際的な共同研究を行 おいて，国際的な共同研究を行 アイ，ペル－，アルゼンチンなどで２６２名の被爆者の健診と健康相談を行
うとともに，海外ヒバクシャ等 うとともに，海外ヒバクシャ等 った。また，１０名の在外被爆者の入院治療を行った。
の検査・治療を推進する また の検査・治療を推進する。 ・被ばく医療関連研修のため，海外より医療関係者２２名の受入研修を実施し。 ，
被ばく事故の際には，緊急被ば た。
く医療機関として参画する。 ・２１世紀ＣＯＥプログラムの被ばく関連国際共同研究の一環として，イギリ

ス，カザスフタン，ベラル－シ，ロシアより研究者を受け入れ，研究打合せ
を行った。

・緊急被ばく医療の長崎フォ－ラムを開催し，長崎県下より３５名の参加者を
得て，講習と研修を行った。さらに病院長を委員長とする長崎県緊急被ばく
医療ネットワ－クを立ち上げた。

・国際的に感染症の診断・治療及 ・国際的に感染症の診断・治療及 ・１２階病棟に国際感染症センタ－準備室を確保し整備中である。
び研究を行うために，国際感染 び研究を行うために，国際感染 ・２１世紀ＣＯＥプログラムで募集した国内の若手医師６名がチェンマイ大学
症センターを設置する。 症センターの設置に向けて継続 附属病院等で実地トレ－ニングを行った。

検討する。

長崎大学
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Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上
３ その他の目標
（３）附属学校に関する目標

・附属学校４校園は，幼児，児童，生徒が，基礎・基本を徹底し，確かな学力を形成するとともに，豊かな人間性を身につけ，心身ともに健やかに育つよう指導し，支援する。
・教員養成学部に附属する学校園として，教育学部学生や大学院生が教育実践力を身につけるための教育実習を効果的に実施する。
・教育実践研究を，教育学部及び教育学研究科と連携，協力して推進する。中
・現職教員の研修を県や市町村の教育委員会と共同して実施し，学校における教育力の向上に資する。

期

目

標

中期計画 年度計画 計画の進行状況等

○大学・学部との連携・協力の強 ○大学・学部との連携・協力の強 ○大学・学部との連携・協力の強化に関する具体的方策
化に関する具体的方策 化に関する具体的方策

・附属学校園協議会と教育学部と ・附属学校園協議会と教育学部が ・学部と附属学校園との協議に関わる規程の見直し，整備を行い，構成メンバ
が定期的に協議の場を持つこと 学期ごとに協議する場を設定し ーの確定，委員長・副委員長を選出の上，協議を開始した。
により，共同研究や連携・協働 協議を行う。
の機能を強化する。

・教育学部附属教育実践総合セン ・教育学部附属教育実践総合セン ・附属教育実践総合センターと附属学校４校園の定期的協議を実施し，教育実
（ ， ， ） ， ， ，ターと附属学校４校園が定期的 ターと附属学校４校園の定期的 地研究 観察参加 事前指導 教育実習 並びに算数・数学 音楽 家庭科

に協議し，教員養成及び教育実 協議を継続し，教科の授業研究 体育の授業研究について共同研究し，報告書を作成した。
践に関わる共同研究の活性化を と教育実地研究について共同研
図る。 究を行う。

・教育学部教員と附属学校４校園 ・教育学部教員と附属学校４校園 ・教育学部と附属学校４校園の共同研究代表者による協議の結果，平成１６年
教員との交流をさらに深め，連 教員との日常における交流を更 度教科の授業研究については，算数・数学科，音楽科，保健体育科，家庭科
携機能の活性化を図る。 に深め，教育学部学生の指導や の４教科について共同研究を実施することとし，グループごとに授業研究に

援助，附属学校４校園における 取り組んだ。
カリキュラムの編成，学習指導 ・附属学校４校園の公開研究発表会，保育研究協議会の実施に当たり，授業計
法の改善，学習材の開発，教育 画や保育実践の案作りの段階から学部教員に参画してもらい，指導助言を受
相談や発達相談，特別活動，特 けた。
別支援教育等に関わる共同研究 ・教育実地研究については，新カリキュラムにおけるその在り方について研究
を推進する。 を進めた。

○学校運営の改善に関する具体的 ○学校運営の改善に関する具体的 ○学校運営の改善に関する具体的方策
方策 方策

， 。・保護者や地域社会の意見や要望 ・学校評価，育友会，学校評議員 ・保護者や地域社会の意見や要望を学校運営に生かすため 次の事項を行った
を生かす学校運営を行う。 会，学校公開を積極的に活用し ①学校評価は，４校園全てにおいて，教員による評価と保護者による評価を

て，保護者や地域社会の意見や 実施した。
要望を学校運営に生かす努力を ②学校評議員会を附属中学校と附属養護学校においては年１回，附属幼稚園
する。 と附属小学校においては年２回開催した。

③学校公開，公開講座，園庭開放を実施することにより，地域社会へ貢献す
るとともに附属学校園に対する理解を深めることに努めた。

・附属幼稚園内研究での保健指導 ・附属幼稚園における養護教員を配置し，研究保育において幼児教育研究協議
を新たに実施する。 会に保健指導部会を設け，幼稚園教員の計画的な保健指導について研究報告

を行った。

・保育研究協議会において養護部 ・配置された養護教員を中心に，保健指導の実践・研究を計画的に推進し，保
会（仮称）を開催し，幼稚園に 育研究協議会での「健康」分科会では幼稚園のみならず，保育所，小学校，
おける幼児保健教育の指導的役 中学校からの参加者も加わり活発な意見交換を行った。
割を目指した活動に着手する。

○附属学校の目標を達成するため ○附属学校の目標を達成するため ○附属学校の目標を達成するための入学者選抜の改善に関する具体的方策
の入学者選抜の改善に関する具 の入学者選抜の改善に関する具

長崎大学
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体的方策 体的方策

・今後の入学者（入園者）選考の ・今後の入学者（入園者）選考の ・４附属学校園協議会において，今後の入学者（入園者）選考の在り方につい
あり方について，附属学校４校 在り方について，附属学校４校 て適宜検討した。附属中学校においては平成１６年度入学選考における試験
園と教育学部で協議する。 園で検討を行う。 科目数減を行った。

○公立学校との人事交流に対応し ○公立学校との人事交流に対応し ○公立学校との人事交流に対応した体系的な教職員研修に関する具体的方策
た体系的な教職員研修に関する た体系的な教職員研修に関する
具体的方策 具体的方策

・附属学校における研修実施協議 ・公立学校教員と同等の教職員研 ・公立学校教員と同等の研修を実施した。実施された研修は初任者研修と１０
， 。会及び研修実施運営委員会を創 修実施に着手し，研修実施協議 年経過教員研修であり 各附属学校園に所属する該当教員を対象に実施した

設し，公立学校教員と同等の教 会及び研修実施運営委員会の機 ・１０年経過教員研修を円滑に実施するための研修実施協議会及び研修実施運
職員研修を実施する。 能を整備する。 営委員会の組織及び検討内容等について，長崎県公立学校教職員研修実施要

領にならい改訂した。

， ，・校内における現職教育研修を充 ・校内における現職教育研修につ ・附属学校４校園各校において 現行の現職教員研修の在り方について検討し
実する。 いて，附属学校４校園で現行の 外部講師の招聘による研修の充実，地域の公立学校との交流の促進，公開研

現職教育研修を検討し，必要な 究発表会の工夫等の改善を行った。
改善を行う。

長崎大学
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長崎大学

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する特記事項

本年度は，初年次教育シンポジウムの開催や教育用ビデオコンテンツの制作等により① 教育研究の高度化，個性豊かな大学づくりなどを目指した，教育研究活動面における
それぞれの初年次教育の効果を高めるとともに 「リメディアル教育の効果測定のた特色ある取り組み ，

Ⅰ めの学生個人のポートフォリオの導入 「オンライン授業評価システム及びオンライ教育・研究の更なる高度化，個性化を図るための戦略的な教育研究企画の推進及び地 」，
ンＦＤシステムの整備」等により，マネジメントサイクルを一層充実させた 【平成域社会，国際社会への貢献のための取組 。

（１ 「２１世紀ＣＯＥプログラム」を軸とした研究の高度化 １５年度特色ある大学教育支援プログラム（以下「特色ＧＰ ：特色ある初年次教育） 」）
（１）－１ ２１世紀ＣＯＥプログラム「放射線医療科学国際コンソーシアム」による の実践と改善 ～教育マネジメントサイクルの構築～】

研究を展開している。現在までに，旧ソ連邦核汚染国を対象としたＥＵ・ＮＣＩ・Ｗ （３）－２ 平成６年度から，長崎大学，新潟大学，富山大学の３工学部で行ってきた
ＨＯ（日本を含む）共同運営によるチェルノブイリ事故後の甲状腺ティシューバンク 専門高校卒業生に対する補習教育の組織的・継続的連携を基礎に，３大学工学部が，
旧ソ連邦の医療センターに設けた甲状腺癌に関するデータバンク の構想が実現し ものづくりを支える工学力教育の拠点形成の取組を展開している。今年度は，本取組（ ） ，
旧ソ連邦のうちベラルーシ・ウクライナ・ロシア３国の約２万人検診から，小児甲状 により設置された「創造工学センター」の整備を進めるとともに 「第２回学生もの，
腺癌組織６９７検体及び思春期甲状腺癌組織２４８検体の収集を終えた。このバンク づくり・アイディア展ｉｎ 長崎」を開催した。
設立は小児甲状腺癌の遺伝子変異発見につながり，難治癌の分子標的治療法の開発に なお，アイディア展では，学生が出展した作品のコンテスト及び講演・パネルディス

， 。期待が高まっている。 カッションを行い ３大学・地域社会で連携した創造性教育を展開することができた
また，本プログラムのメンバーである現職教授をＷＨＯ本部（ジュネーブ）に放射 【平成１５年度特色ＧＰ：ものづくりを支える工学力教育の拠点形成 ～創造性豊か

線医療領域責任者として派遣するなど，国際機関との連携体制も確立している。チェ な技術者を志す学生の連携による教育プログラム～】
ルノブイリなど旧ソ連邦における国際被ばく者医療協力及び共同研究が高く評価さ

Ⅱ 「学生顧客主義」の標語の下，教育に限らず学生生活全般にわたる支援体制を強化すれ，中間評価では最高評価（Ａランク）を受けた 【２１世紀ＣＯＥプログラム：放。
ること，及び，知的財産と人的・物的資源を活用した地域連携による教育・研究成果の射線医療科学国際コンソーシアム】
社会還元を推進するための取組（ ） 「 」１ －２ ２１世紀ＣＯＥプログラム 熱帯病・新興感染症の地球規模制御戦略拠点

では，ウイルスワクチンなどの研究開発に加え，熱帯感染症専門医師養成プログラム （４ 「特色ある地域連携型教育プログラム」）
長崎県は全国一の離島振興法指定有人島数（５５島）を抱える離島県である。本学は，としてチェンマイ大学（タイ）とセントルークス医療センター（フィリピン）に全国

地域に根ざす大学として，離島を教育のフィールドに地域と連携した特色ある２つの教育公募で２０名の日本人医師を派遣するなど，人材の育成にも力を注いでいる。新たな
， ，展開として，ケニアとベトナムの２ヶ所に，本学が主宰・運営することになる本格的 プログラムを推進するとともに 長崎の歴史に基づいた国際連携教育プログラムを展開し

それらの教育を通じて地域振興にも貢献している。（常駐型）海外感染症拠点の形成に向けた具体的準備を開始した。国際感染症対策の
重要性の高まりの中で，このようなネットワークの拡大は，新たな国内外での連携研 （４）－１ 五島列島で離島医療・保健実習をスタートさせた。海外から医療倫理の専
究の枠組みの拡大にもつながるものである。 門家を招聘して集中講義を行い全人的医療の理論的背景を理解させるとともに，医学

なお，昨年末に発生したスマトラ沖地震津波災害では，熱帯医学研究所の教授をリ 部５年生全員を１４班に分けて各１週間ずつの実習を行った。本実習のアンケート調
ーダーとするプロジェクトチームを災害発生１週間後に結成し，感染症流行対策とし 査では，離島医療に対する関心，将来的な離島医療への関わりなどの点が実習後に大
て平成１６年度科学研究費補助金 特別研究促進費 による現地先遣調査を実施した きくなっており，実習の効果が示唆された 【平成１６年度特色ＧＰ：地域と連携し（ ） 。 。
【２１世紀ＣＯＥプログラム：熱帯病・新興感染症の地球規模制御戦略拠点】 た実践型医学教育プログラム ～現代版「赤ひげ」の育成を目指した長崎県五島列島

における包括的保健・全人的医療教育の実践～】
（２）特色ある研究活動の展開 （４）－２ 附属小学校に複式学級を開設するなど離島における学校教育の改善・充実

（２）－１ 東シナ海海域及びその周辺海域などの海洋環境保全・修復や水産資源育成 を図るとともに，離島振興の人材育成と新しい時代の要請に応える教育の革新を目指
に関する学際的研究を開始した。本プログラムも国境を越えた取組が必須であり，日 した活動が開始された。この一環として，平成１７年１月に長崎大学教育学部，鹿児
中韓３国間の国際連携研究ネットワーク構築を開始している【平成１７年度特別教育 島大学教育学部，琉球大学教育学部間で「離島・へき地教育革新への三大学教育学部
研究経費(連携融合事業)採択：環東シナ海海洋環境と資源の保全】 連携協力に関する協定書」を締結した 【平成１７年度特別教育改善経費採択：新し。

（２）－２ 本学の「国際ヒバクシャ医療センタ－」で，①在外ヒバクシャ支援事業の い時代の要請に応える離島教育の革新】
一環として，被爆者の健診及び健康相談を行った（２６２名：韓国，ブラジル，ボリ （４）－３ 「日蘭交流の歴史発掘を軸とした国際地域連携教育プログラム」を展開し
ビア，パラグアイ，ペル－，アルゼンチン）ほか，在外被爆者の入院治療を１０名実 ている。この事業では，長崎大学・ライデン大学・長崎歴史文化博物館３者の連携事
施した。さらに，②２１世紀ＣＯＥプログラムの被ばく関連国際共同研究の一環とし 業として，オランダ・ライデン大学より受け入れた留学生を中核にした新カリキュラ
て，研究者受入（研究打合せ）を行うとともに（イギリス，カザフスタン，ベラル－ ム「長崎蘭学」を平成１７年４月開講を目指して企画立案した。この事業は，長崎の
シ，ロシア ，③被ばく医療関連研修のため，海外から医療関係者の研修生２２名を 歴史と地域に根ざしたきわめて特色ある取組である。）
受け入れたほか，緊急被ばく医療に関する長崎フォ－ラムを開催するなど国際的な共
同研究及びヒバクシャ医療に貢献した。 （５）全学部におけるＡＯ入試の実施

（５）－１ 平成１４年度入試（平成１３年度実施）より，３学部においてＡＯ入試を
（３）特色ある教育活動の展開 導入した。平成１５年度入試からは，全８学部でＡＯ入試を導入し，第１次選考（書

３ －１ 学部混在型教養セミナー 全学教育 文理融合型初年次専門共通科目 環 類選考等）と第２次選考（課題論文，面接，プレゼンテーション等）という選抜方法（ ） （ ）， （
境科学部 ，リメディアル教育（工学部）などの特色ある初年次教育を行っている。 を採っている。平成１７年度のＡＯ入試（平成１６年度実施）では，募集人員８４人）
これらに大学教育機能開発センターが参画することにより，授業実践，授業評価，Ｆ （本学の総入学定員の５．１％）に対して，４６５人の志願者があり(志願倍率５．
Ｄ 授業改善から構成される初年次教育新マネジメントサイクルの創成を進めている ５倍)，８５人が合格した。募集人員は平成１４年度１５人，平成１５年度７０人，， 。
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② 各国立大学法人等の置かれている状況や条件等を踏まえた，教育研究活動を円滑に進平成１６年度７４人と着実に増加している。本学では，多様な能力を有する学生の選
めるための様々な工夫抜に努めるとともに，アドミッションセンターを中心にして，ペーパーテストでは測

定不可能な広義の学力や能力を測るための選抜技法の開発研究に着手し，ＡＯ入試を （１）戦略的施設の創設
優れた入学者選抜方式のひとつとして定着する努力を行っている。 （１）－１ 「国際連携研究戦略本部」を創設した 「熱帯病・感染症 「放射線医療。 」，

科学 「海洋環境資源保全」の重点３分野はいずれも地球規模の拡がりをもつ課題で」，
（６）学生参加型の学生支援 あり，研究進展には大学としての国際戦略が不可欠である。そのため新たに国際戦略

（６）－１ 全学生を対象とした学生生活調査とそれに基づく学生支援の重点方策を策 に特化したワンストップ機能を有する「国際連携研究戦略本部」を学内組織として創
定した。法人化後の中期計画の基礎資料を得るために，平成１６年１月に学生生活調 設し，その国際戦略マネジメント機能充実のために最大の支援を行うことを決定した
査を実施した 調査に当たっては 大学改革に学生の考え方を有効に取り入れるべく （平成１７年４月１日発足 。これら突出した３分野の成果をドライビングフォース。 ， ， ）
従来の抽出調査から全学生を対象とする方式に変更した。平成１６年６月には速報と とし，当該研究の学内他分野への学際的拡大を図るとともに，地域貢献・産学官連携
して『第９回学生生活調査の調査結果』で単純集計結果を報告し，さらに１０月には 分野における新たな研究戦略構築にもつなげる計画である。
報告内容を絞り，イラストを配するなど学生にも親しみやすいよう工夫した『第９回 （１）－２ 「水産学部附属海洋資源教育研究センター」を 「環東シナ海海洋環境資，
学生生活調査報告書 ＳＴＵＤＥＮＴ ＬＩＦＥ ＮＯＷ』を刊行した。 源研究センター（学内共同教育研究施設 」へ改組することを決定した（平成１７年）
１１月には学生による学園祭企画として開催された「学長と学生の懇談会」において ４月１日発足 。本センターは，国際的連携の下で，河口域という共通の特性を持つ）
調査結果を基に学生の意見を聴き，１２月には学長外多数の教職員が参加して「長崎 東シナ海沿岸域の環境と資源の保全・回復を目指す国際連携研究ネットワークの拠点
大学学生生活研究会」を開催し，調査結果の報告・検討を行った。さらに，大学全体 としての機能を充実させる計画である。
として取り組むべき課題を学生委員会において抽出・検討し，学生の声を反映した重 （１）－３ 「心の教育総合支援センター」の創設を決定した。このセンターは，地域
点支援方策を打ち出している。 の重要な課題である「心の教育総合支援事業」を本学が中核となって展開するため，
６ －２ 平成１１年度より 学生提案型の大学活性化計画 学生の夢 を 夢大賞 平成１７年度特別教育研究経費連携融合事業として採択された心の教育総合支援事業（ ） ， （ ） 「 」
として募集し，夢実現の支援を通じてキャンパスライフの活性化を推進している。平 （教育危機対応プロジェクト）を，地域の教育機関と連携して実施するために創設さ
成１６年度には 「ここが変だよ，長崎大学！ ～長大生による大学評価プロジェク れるものである。，
ト～」を夢大賞として採択した。このグループは，学生の立場から長崎大学を評価し
て大学改革を促進するために，現在アンケート調査のための資料収集を行っている。 （２）学長裁量経費による萌芽的研究支援
大学としては，活動への資金援助を行うなどして活動を支援している。 （２）－１ 将来の新たな教育と研究展開を見据え，基礎的・萌芽的研究と若手研究者
さらに，準夢大賞として５件の提案を採択した。このような活動を通じて，平成１６ への支援にも力を注いでおり，部局への基盤的研究経費の確保とともに，学長裁量経
年度までにすでに７つの全学サークルが結成された。その中には，準夢大賞「よさこ 費を活用して萌芽的研究支援のため，競争的配分を行った。
いで長崎に夢を･･･」の企画により結成され,各種イベントで活躍する「突風 ，長崎」
の地域社会に溶け込む「ペーロンサークル ，長崎大学の留学生を組織化した「長崎 （３ 「留学生センター交換留学生プログラム」の開設」 ）
大学留学生協会 ，学生の立場からの情報発信拠点を作った「長崎大学学生情報局」 （３）－１ 学術交流協定に基づき，外国の大学に在籍する学生を留学生センターで短」
などが含まれており，夢の実現を通した大学活性化を窺うことができる。 期間（最長１年間）受け入れ，日本語・日本文化を学習させる「留学生センター交換

留学生プログラム」を開設した。本プログラムは，留学生センターで留学生を受け入
（７）情報発信 れる最初のプログラムであり，また，同様の希望を持つ他の協定締結校からの道を拓

（７）－１ 学内貴重資料等の電子情報化の推進と公開を進めている。長崎大学附属図 き，文化的背景の異なる学生の交流を通じて，学生間の相互理解を深めることも期待
書館所蔵の「幕末・明治期日本古写真コレクション 「グラバー図譜 「武藤文庫」 される。なお，留学生センターによる「短期留学プログラム」の導入や 「大学院特」， 」， ，
等の貴重資料コレクションを電子化し 「長崎学デジタルアーカイブズ」としてイン 別コース」などにより留学生が増加し，平成１６年１１月の段階で３００名を突破し，
ターネット上に公開を進めている。本年度は，そのコンテンツとして 「近代医学史 た。，
デジタルアーカイブズ」を新たに追加した。また，幕末から明治中期にかけての都市

③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あるいは，変・風景・風俗等に関する膨大な情報が埋め込まれている「幕末・明治期日本古写真デ
更について検討する必要があると考えられる場合は，その状況ータベース」を更新し「幕末・明治期日本古写真メタデータ・データベース」を構築

した。古写真データベースは英語版を有し，１年間の海外からのアクセス数は６万件 なし
を超え，研究者からの資料利用の申し込みが多い貴重資料となっている。

（ ） ，（７）－２ 市民（特に高校生を中心とした若者）を対象とした研究成果の公開を進め ④ 中期目標の達成に向けて支障の生じている あるいは生じるおそれがある 場合には
その状況，理由（外的要因含む）た。日本学術会議との共催で 「２１世紀の日本と長崎の科学研究～最前線の科学者，

から若者たちへ～」と題する学術講演会を，研究企画推進委員会の企画により開催し なし
た。本学の重点５研究プロジェクトを学術会議委員及び市民（特に高校生を主体）に
紹介し対話をするという画期的な企画で，地域メデ アが特集（番組）を組むなどのイ

大きな反響を得た （高校生を対象とした日本学術会議の講演会としては今回が初め。
ての試みである ）。

長崎大学
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
１ 運営体制の改善に関する目標

・学長のリーダーシップの下で，機動的な大学運営を遂行できる運営体制を構築する。
・高度で個性的な教育研究を発展させるために，弾力的かつ柔軟な人材の配置と，資源の重点配分を推進する。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○全学的な経営戦略の確立に関す ○全学的な経営戦略の確立に関す ○全学的な経営戦略の確立に関する具体的方策
る具体的方策 る具体的方策

・学長を中心に役員会，経営協議 ・学長を中心に役員会，経営協議 Ⅲ ・学長を議長とする運営会議（学長，理事，学長補佐，事務局部長
会 教育研究評議会が連携して 会 教育研究評議会が連携して を構成員とする）において，中期計画実施に向けての年度計画や， ， ， ，
教育研究，産学官連携，地域連 教育研究，産学官連携，地域連 重点的施策を立案した。
携，国際連携における重点的施 携，国際連携における重点的施
策を明確化し，その実現のため 策の明確化とその実現のための
の経営戦略の立案を図る。 経営戦略の立案を図る。

○運営組織の効果的・機動的な運 ○運営組織の効果的・機動的な運 ○運営組織の効果的・機動的な運営に関する具体的方策
営に関する具体的方策 営に関する具体的方策

・学長を中心にした最終意思決定 ・学長を中心にした最終意思決定 Ⅲ ・大学運営における役員会，経営協議会，教育研究評議会での審議
機関の役員会及び審議機関とし 機関の役員会及び審議機関とし 事項を精選し，それぞれの機能を有効かつ効率的に活用するよう
ての経営協議会と教育研究評議 ての経営協議会と教育研究評議 にした。
会の機能的・機動的な役割分担 会の機能的・機動的な役割分担 ・学内のコンセンサスを確保するとともに大学運営を機能的・機動
を確立し，さらに学内コンセン を確立し，さらに学内コンセン 的に行うため，全学委員会の役割と設置目的を見直し，適切な体
サスの確保のために，全学委員 サスの確保のために，全学委員 制に改編した。
会の見直し，充実を図るととも 会の見直し，充実を進めるとと ・大学本部と各部局，また各部局間での連絡調整を図る場として連
に，部局間の連絡調整会議的な もに，部局間の連絡調整会議的 絡調整会議を設置した。
機能をもたせた組織の改善を図 な機能をもたせた組織を設置す
る。 る。

・学長のリーダーシップ機能発揮 ・学長のリーダーシップ機能の発 Ⅲ ・経営・財政分野に造詣の深い人材を経営協議会学外委員及び学長
のために，経営感覚に優れた人 揮に必要な経営・財政基盤の確 補佐に登用した。
材の登用と財務システムの活用 立のため，経営感覚に優れた人
により経営・財政基盤を確立す 材を登用する。
る。

・役員会を中心とした職能別の運 （平成１７年度から実施のため，
営と学部等を中心とした教育研 １６年度は年度計画なし）
究分野別の運営との効果的な仕
組みを確立する。

（ ，・機能的な大学運営体制を構築す 平成１７年度以降に実施のため
るため，経営協議会と教育研究 １６年度は年度計画なし）
評議会の両方にまたがる重要事
項を審議する機関として必要に
応じて合同委員会を設置する。

○学部長等を中心とした機動的・ ○学部長等を中心とした機動的・ ○学部長等を中心とした機動的・戦略的な学部等運営に関する具体
戦略的な学部等運営に関する具 戦略的な学部等運営に関する具 的方策
体的方策 体的方策

・副学部長の設置を含めた学部長 ・学部長等補佐体制を充実すると Ⅲ ・６学部（教育学部，経済学部，歯学部，薬学部，工学部，環境科
等補佐体制の充実を図るととも ともに，教授会における審議事 学部）２研究科（生産科学研究科，医歯薬学総合研究科）に副学
に，教授会における審議事項の 項の精選を進める。 部長や副研究科長制度を導入して学部長等補佐体制を強化した。

長崎大学
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精選を進める。 ・各部局において，代議員制・講座主任会議等を活用し，教授会の
審議事項の精選，意思決定の迅速化を図るなど教授会運営の改善
を行った。

○教員・事務職員等による一体的 ○教員・事務職員等による一体的 ○教員・事務職員等による一体的な運営に関する具体的方策
な運営に関する具体的方策 な運営に関する具体的方策

・教員と事務職員等の役割分担を ・教員と事務職員等による一体的 Ⅲ ・総務部長を室長とし，事務局各部長及び各連絡担当課長を室員と
明確にする一方，教員と事務職 な運営を確保するため，事務局 する役員支援室を設置した。
員等が共同で大学・学部運営の に役員支援室を設置するととも ・全学委員会及び各学部等の各種委員会に事務職員が参画できる体

， 。企画・立案等に参画し得るよう に，大学・学部等の各種委員会 制を整備し 教員と事務職員が一体となって大学運営に関わった
。にシステム作りを進める。 への事務職員等の参画を進める

○全学的視点からの戦略的な学内 ○全学的視点からの戦略的な学内 ○全学的視点からの戦略的な学内資源配分に関する具体的方策
資源配分に関する具体的方策 資源配分に関する具体的方策

・適切な教育改善と育成すべき研 ・適切な教育改善と育成すべき研 Ⅲ ・学長のリーダーシップの下で教務委員会，研究企画推進委員会及
究を推進するために，重点的資 究を推進するために，重点的資 び財務委員会での議論を踏まえつつ，役員会で平成１６年度重点
源配分を行う全学的体制作りを 源配分を行う全学的体制作りを 的資源配分の基本方針を策定するとともに，学長裁量経費を確保
進める。 進める。 し，全学的視点から戦略的な資源配分を行った。

学長のリーダーシップの下で大 学長のリーダーシップの下で大 Ⅲ ・教職員の定数については法人化前のように部局に固定したものと・ ・
学運営を機動的・戦略的に進め 学運営を機動的・戦略的に進め はせず，全学の定数として学長のリーダーシップの下に全学的視
るために一定の教員数を学長の るために一定の教員数を学長の 野から管理し，学長裁量定数を確保するとともに，補充人事につ
下に確保する。 下に確保する。 いては人事担当理事を通した再配置を検討するシステムを導入し

た。

○学外の有識者・専門家の登用に ○学外の有識者・専門家の登用に ○学外の有識者・専門家の登用に関する具体的方策
関する具体的方策 関する具体的方策

， ， ， ，・役員会，経営協議会，監事に起 ・役員会，経営協議会，監事に起 Ⅲ ・役員会 経営協議会 監事に起用する学外者については 産業界
用する学外者については，産業 用する学外者については，産業 行政，学界，地域社会などから幅広くそれぞれの職務に見識のあ
界，行政，学界，地域社会など 界，行政，学界，地域社会など る人材を適切に登用した。
から幅広く有識者や専門家を登 から幅広く有識者や専門家を登
用する。 用する。

・大学全体や学部等の運営に学外 ・学部等の運営に学外からの意見 Ⅲ ・研究所，附属病院，学内共同教育研究施設等の運営委員会等に学
からの意見を反映させる仕組み を反映させる仕組みを検討する 外有識者を委員として委嘱することを可能とした。。
を検討する。

○内部監査機能の充実に関する具 ○内部監査機能の充実に関する具 ○内部監査機能の充実に関する具体的方策
体的方策 体的方策

・内部監査機能の充実を図るため ・内部監査機能の充実を図るため Ⅱ ・内部監査の充実を図るため監査室を設置し，規程を整備し，監査
に，監査部門を設置して定期的 に，監査部門を設置して定期的 を実施した。
に業務監査等を実施する。 に業務監査等を実施する。

○国立大学法人間の自主的な連携 ○国立大学法人間の自主的な連携 ○国立大学法人間の自主的な連携・協力体制に関する具体的方策
・協力体制に関する具体的方策 ・協力体制に関する具体的方策

・大学運営の効率化を図るため， ・大学運営の効率化を図るため， Ⅲ ・国立大学協会，同九州支部及び国立六大学学長会議に所属し，大
国立大学法人間の全国組織及び 国立大学法人間の全国組織及び 学法人の運営に関わる各種情報の交換や提言を行った。
地域ブロックでの活動を通じて 地域ブロックでの活動を通じて ・九州地区国立大学法人等での事務・技術系職員採用に関しての共， ，
自主的な連携・協力体制を整備 自主的な連携・協力体制を整備 同業務に参加した。
充実する。 充実する。

ウェイト小計

長崎大学
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
２ 教育研究組織の見直しに関する目標

・教育研究の進展や社会的要請等に適切に対応し，教育研究の高度化を図る視点から大学院に重点をおいた大学を目指すとともに既存学部等の在り方について検討する。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○教育研究組織の構成・見直しの ○教育研究組織の構成・見直しの ○教育研究組織の構成・見直しのシステムに関する具体的方策
システムに関する具体的方策 システムに関する具体的方策

・教育研究組織の見直しについて ・教育研究組織の見直しのための Ⅲ ・教育研究組織見直しのための組織について役員会で検討を行い，
は，教育研究評議会・経営協議 組織について検討を開始する。 適切な規模と構成のプロジェクトチーム，準備委員会等の弾力的
会等で検討し，役員会の議を経 な組織で対応するという方向性を出した。なお，平成１６年度に
る。 ついては，必要に応じて当該部局長を交え役員懇談会等で意見交

換を行った。

○教育研究組織の見直しの方向性 ○教育研究組織の見直しの方向性 ○教育研究組織の見直しの方向性

・医歯薬学総合研究科，生産科学 （平成１７年度から実施のため，
研究科，経済学研究科への再編 １６年度は年度計画なし）
に伴い，研究科の基礎となる学
部の再編，統合について検討す
る。また，教育学部は，教員養
成学部として特化する。

・学内共同教育研究施設等は，組 ・教育研究の高度化を図るため， Ⅳ ・地域共同研究センター，機器分析センター，環境保全センターを
織の見直しを進めるとともに， 学内共同教育研究施設を再編・ 統合し，共同研究交流センターを設置した。
その役割を見据え再編・統合を 統合し，共同研究交流センター ・総合情報処理センターの組織を見直し，情報メディア基盤センタ
進める。 （仮称）を設置する。 ーに改組・整備した。

・教育研究の高度化を図るため，学内共同教育研究施設としての環
。東シナ海海洋環境資源研究センターの設置に向けて準備を進めた

ウェイト小計

長崎大学
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
３ 人事の適正化に関する目標

・人事評価システムの整備，活用を図るとともに柔軟で多様な人事制度の構築に努める。また，人事の流動性の向上に努めるとともに適切な人員管理を図る。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○人事評価システムの整備・活用 ○人事評価システムの整備・活用 ○人事評価システムの整備・活用に関する具体的方策
に関する具体的方策 に関する具体的方策

・教員，事務系職員の個人評価を ・教員については，平成１９年に Ⅲ ・教員については，平成１５年度に個人評価基準の見直しを行い，
確実に実行する。特に教員につ 実施する予定である個人評価の 平成１９年に実施予定である個人評価のためにデータを継続的に
いては，平成９－１８年の個人 ためのデータを蓄積する。事務 蓄積した。
評価結果を踏まえて，平成２０ 系職員については，勤務評定を ・事務系職員については，事務局長が指名する関係部課長等で構成
年を目途に，評価法を改定し， 実行しつつ，評価方法の検討を する人事評価基準作成プロジェクトチームを立ち上げ検討を開始
評価システムを充実させる。 進める。 した。

・大学への貢献に応じたインセン ・大学への貢献に応じたインセン Ⅲ ・勤勉手当加算率の運用基準を明確化した。
ティブの内容を検討するととも ティブの内容を検討する。 ・特別昇給を新たな実施基準で実施した。
に，優れた業績をインセンティ
ブに反映させるシステムを整備
・充実させる。

○柔軟で多様な人事制度の構築に ○柔軟で多様な人事制度の構築に ○柔軟で多様な人事制度の構築に関する具体的方策
関する具体的方策 関する具体的方策

・柔軟な人事制度を検討する組織 ・人事委員会及び人事制度検討専 Ⅳ ・人事委員会及び人事制度検討専門部会を設置した。
を整備する。 門部会を設け，柔軟な人事制度 ・平成１６年度から教員に対してフレックスタイム制を導入すると

を検討する。 ともに，１月単位の変形労働時間制，育児のための始業・終業時
刻の変更制度等柔軟な人事制度を導入した。

・１年単位の変形労働時間制及び給与面での自由度を持たせた教職
員採用を外部資金により可能とする有期労働契約による雇用制度
について，平成１７年度からの導入を決定した。

・外部資金等を活用した教職員の ・変形労働時間制，裁量労働制， Ⅲ ・１月単位の変形労働時間制，フレックスタイム制及び社会貢献を
採用も含めて多様な採用形態に 社会貢献を容易にする兼業制度 容易にするために代替職員を雇用できる休職制度を導入した。

。ついて検討するとともに，社会 等を検討し，可能な制度につい ・兼業の許可基準について人事制度検討専門部会で検討を開始した
貢献活動を容易にするために人 ては導入する。
事制度，変形労働時間制等を検
討し，柔軟な人事制度を構築す
る。

○任期制・公募制の導入など教員 ○任期制・公募制の導入など教員 ○任期制・公募制の導入など教員の流動性向上に関する具体的方策
の流動性向上に関する具体的方 の流動性向上に関する具体的方
策 策

・任期制をとる組織では，再任の ・任期制をとる組織では，再任の Ⅲ ・すでに任期制を導入している医歯薬学総合研究科及び熱帯医学研
条件・期間について引き続き検 条件を決定する。他の組織にお 究所では再任条件を決定した。
討する。他の組織においては任 いては任期付き教員の採用・任 ・平成１６年度から次の部局で任期制を導入した。
期付き教員の採用・任期制の導 期制の導入の必要性とそのため 医学部・歯学部附属病院，知的財産本部，アドミッションセンタ
入の必要性とそのための条件の の条件の検討を行う。 ー実施部門，大学教育機能開発センター初年次教育研究開発部門
検討を行い，可能な組織等から ・平成１７年度の任期制の導入に向けて生産科学研究科，環東シナ
導入する。 海海洋環境資源研究センターで検討した。

長崎大学
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・民間，公私立大学，他の国立大 ・民間，公私立大学，他の国立大 Ⅲ ・平成１６年度の採用教員（講師以上）３８名のうち，２０名を公
学法人等からの多様な人材を採 学法人等からの多様な人材を採 募により採用した。
用するために公募制による教員 用するために公募制による教員 ・公募によらない場合には，その理由を人事担当理事に報告した。
選考を積極的に推進するととも 選考を積極的に推進する。
に，人事交流を容易にする人事
制度を整備する。

○外国人・女性等の教職員採用の ○外国人・女性等の教職員採用の ○外国人・女性等の教職員採用の促進に関する具体的方策
促進に関する具体的方策 促進に関する具体的方策

・職種に応じて広く世界から優れ プロジェクト型職員採用の柔軟 Ⅳ ・給与面での自由度を持たせた教職員採用を外部資金により可能と・
た人材の採用を容易にする環境 化を進めるとともに，外国人教 する有期労働契約による雇用制度について，平成１７年度からの
を整えるとともに，プロジェク 師・研究員制度について検討を 導入を決定した。
ト型職員採用の柔軟化を進める 加える。 ・プロジェクト研究員取扱い規程を設けて，その取扱いを明確にす。

るとともに，平成１７年度から外国人教師制度を廃止して「国際
」 。教育教員 として有期労働契約の制度に変更することを決定した

・就業規則等の整備を通じて，女 ・女性の働きやすい環境を確保す Ⅲ ・小学校就学前の子を有する職員に対し，始業，終業の時刻を繰り
性の働きやすい環境を整備する るために 就業規則を整備する 上げ又は繰り下げる時差出勤の制度を導入した。。 ， 。

・育児休業を取れる範囲を法律の枠を超えて整備した。

・障害者の採用に努めるとともに ・障害者の採用を容易にするため Ⅲ ・保健管理センターの既存施設に，スロープ・多目的便所・自動扉，
バリアフリー等の働きやすい環 に，バリアフリー等の働きやす を設置し，全ての学生・教職員が快適に利用できるようにバリア
境を整備する。 い環境を整備する。 フリー化を推進した。

○事務職員等の採用・養成・人事 ○事務職員等の採用・養成・人事 ○事務職員等の採用・養成・人事交流に関する具体的方策
交流に関する具体的方策 交流に関する具体的方策

・事務職員等の採用に当たっては ・事務職員等の採用に当たって， Ⅱ ・ 長崎大学事務系職員の選考に関する規程」の検討を開始した。， 「
地区単位の統一試験の利用を原 大学独自の選考基準についても
則としつつ，専門的知識を必要 検討する。
とする職種については，大学独
自の選考基準で採用する制度を
検討する。

・事務職員等の養成については， ・事務職員等の養成については， Ⅲ ・研修制度を充実させ，安全衛生関係，労務実務関係及び管理者の
その職務に応じた研修制度の充 その職務に応じた研修制度を充 意識啓発関係の研修を１６回開催した。
実を図る。 実させる。 ・事務系職員の長期研修（１年以上）への参加を促すため 「事務，

系職員の長期研修に伴う代替職員の取扱いについて」を制定し，
研修参加者の代替職員を雇用できる制度を設けた。

・人事交流については，職員の資 ・人事交流については，職員の資 Ⅲ ・ 九州地区国立大学法人等職員人事交流協定」を締結し，九州大「
質向上を図るため，国立大学法 質向上を図るため，国立大学法 学，佐賀大学，佐世保工業高等専門学校及び諫早少年自然の家と
人等と連携して計画的な人事交 人等と連携して計画的な人事交 の人事交流を実施した。
流制度を構築する。 流制度を構築する。

○中長期的な観点に立った適切な ○中長期的な観点に立った適切な ○中長期的な観点に立った適切な人員（人件費）管理に関する具体
人員（人件費）管理に関する具 人員（人件費）管理に関する具 的な方策
体的な方策 体的な方策

・教育研究の専門性や社会のニー ・教育研究の専門性や社会のニー Ⅲ ・教職員の定数を学長のリーダーシップの下に全学的視野から管理
ズに対応して，中長期的な視野 ズに対応して，中長期的な視野 するとともに，今後の適切な教職員の配置のために，役員会にお
に立った適切な教職員の配置を に立った適切な教職員の配置を いて，学部，研究科の将来構想と専門性・社会的ニーズの関係に
進めるための仕組みを構築する 進めるための仕組みについて検 ついてのヒアリングを行った。
とともに，適正な事務組織の再 討を開始する。 ・人件費がシミュレーションできるシステムの検討を開始した。
編を行い，全体的な人件費を適 ・人事，財務担当理事の下，総務部長，財務部長，人事課長及び財
切に管理する。 務課長で中長期的視野に立った適切な人員配置の検討組織を作り

検討体制を整備した。

・法人化後の状況を踏まえて，適 Ⅲ ・事務局６組織（役員支援室，学生支援センター，施設マネジメン
正な事務組織の再編を検討する ト室，施設技術相談室，監査室，業務改善プロジェクトチーム）。

の設置と２組織（図書館部，総務部企画課）の再編を行った。
・事務局及び附属病院事務部において班体制を導入する等，限られ

た人数内での効率的人材利用体制を整えた。
・附属病院事務部においても５組織に改組し法人化後の体制を整え

た。

ウェイト小計

長崎大学
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化
４ 事務等の効率化・合理化に関する目標

・大学運営を円滑に推進できるよう事務組織全般にわたり業務を精査するとともに，教育研究組織と連携して事務組織の見直しを行う。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○事務組織の機能・編成の見直し ○事務組織の機能・編成の見直し ○事務組織の機能・編成の見直しに関する具体的方策
に関する具体的方策 に関する具体的方策

・事務の効率化や新たなニーズに ・プロジェクトチームを設置し， Ⅲ ・法人化後の事務組織を見直すために事務局各部に業務改善プロジ
適切に対応できるような また 事務組織の機能・編成等の更な ェクトチームを設置し，業務内容の検討を開始した。， ，
大学運営の企画立案等に参画で る見直しを検討する。 ・事務局及び附属病院事務部において，職員一人一人が柔軟に幅広
きるような事務組織の構築を図 い範囲で業務を担当できるように事務組織を係体制から班体制に
る視点から，必要に応じ見直し 改編した。
を行う。

・学生の支援に関する事務につい ・学生の支援に関する事務の充実 Ⅲ ・学生に対する生活支援，就職支援，課外活動支援等を一体的に行
て，組織の改善・充実を図る。 のため，新たに学生支援センタ うため学生支援センターを設置した。

ーを設置する。

○複数大学による共同業務処理に ○複数大学による共同業務処理に ○複数大学による共同業務処理に関する具体的方策
関する具体的方策 関する具体的方策

・国立大学法人等間において，共 ・国立大学法人等間において，共 Ⅲ ・九州地区国立大学法人等での事務・技術系職員採用に関しての共
同して業務処理を行うことが適 同して業務処理を行うことが適 同業務に参加した。
切な事務事業を検討し，当該業 切な事務事業を検討し，当該業
務処理の協力体制を構築する。 務処理の協力体制を構築する。

○業務のアウトソーシング等に関 ○業務のアウトソーシング等に関 ○業務のアウトソーシング等に関する具体的方策
する具体的方策 する具体的方策

・必要な業務を精選するとともに ・プロジェクトチームを設置し， Ⅱ ・業務改善プロジェクトチームを中心にアウトソーシング等が適切
アウトソーシング可能な業務に 必要な業務の精選やアウトソー であると判断する業務の選別作業を開始した。
ついては，民間委託を進め，業 シング可能な業務について検討
務の効率的な運用を行う。 する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

長崎大学
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Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項

（３）経営体制の確立及び運営の効率化① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織，人事な
（３）－１ 学外の経営協議会委員の経験を本学の経営に生かすため，理事等に対してどの面での特色ある取り組み

（１）全学的な経営戦略の確立 学外委員による経営セミナーを実施した。
（１）－１ 学長を中心とするリーダーシップを保証するため，各理事は担当業務に関 （３）－２ 学内の主要な委員会に事務職員が委員として参加し，事務的な見地からの

する全学委員会の委員長を務め全学的な経営戦略を全教職員に周知するよう組織設計 意見が大学運営に反映されるよう配慮した。
するとともに，部局等からの意見の集約にも配慮した。 （３）－３ 部局選出の評議員を廃止し，教育研究評議会の評議員は部局長及び学長の

（１）－２ 学長及び理事を補佐するために複数の学長補佐を任命し，重要事項につい 指名する評議員から構成されるように変更した。これによって部局長の責任を明確に
て学長，理事，学長補佐及び事務局各部長で構成する運営会議を設置し，毎月２回開 するとともに，部局長が主体的に責任をもつ運営体制を確立した。
催した。 （３）－４ 全学委員会等では会議に要する時間を事前に明示し，議事の効率的運営に

（１）－３ 年度計画を大学の短期戦略と位置付けて，担当理事を中心に学長補佐と連 配慮した。
携して策定し，全学委員会を通じて学部からの意見を収集するとともに，学内へ情報 （３）－５ 教育研究組織を戦略的・機動的に見直した成果として，時限を設定した教
を還元した。 育研究施設等（心の教育総合支援センター，大学教育機能開発センター・初年次教育

（１）－４ 年度評価や第三者評価の結果を大学運営にフィードバックするために，学 研究開発部門等）の設置を決定した。
長を本部長とし，理事，学長補佐，病院長及び事務局各部長をメンバーとする「計画 （３）－６ 財務担当理事の下，病院長が管理運営及び業務を統括し 「経営会議」と，
・評価本部」を設置することを決定した （平成１７年４月１日設置） 「病院運営会議」を設置した。経営会議は病院の個別部門から情報を収集・分析する。

（１）－５ 学長と学長補佐の意思疎通を図るためランチミーティングを定期的に開催 経営企画部をスタッフとして，病院の経営戦略の立案，予算及び決算案を策定する。
した。 また構成員に外部専門家を加え，経営の透明性を確保した。病院運営会議は病院長，

（１）－６ 大学が戦略的に設置した組織の責任者を理事が務め，大学の戦略を具現化 各部門長を構成員とし，病院の管理運営の重要事項を審議するとともに診療連絡会を
する特色ある教育・研究を進める体制を採用した。具体的には，知的財産本部長を社 通じて各部門への情報提供と連絡調整を効率的に行った。
会貢献担当理事が，大学教育機能開発センター長及びアドミッションセンター長を教 （３）－７ 病院の経営改善を計るための具体的方策として，バランスト・スコア・カ

「 」 ， 。育担当理事が務めた。また，平成１７年度に新設する国際連携研究戦略本部長を研究 ードの考え方を用いた 附属病院の経営改善に関する行動計画 を策定し 公表した
・国際交流担当理事が，環東シナ海海洋環境資源研究センター長を企画担当理事が務
めることを決定した。 （４）経営の透明性の確保

（４）－１ 経営協議会学外委員の８０％以上を民間企業等の経営責任者が占め，民間
（２）戦略的な学内資源配分 企業等の外部有識者の意見を法人経営に反映するよう配慮している。

（２）－１ 将来の新たな教育と研究展開を見据え，基礎的・萌芽的研究と若手研究者 （４）－２ 監事として金融機関の監査役経験者を選任し，民間の視点を取り入れた監
への支援にも力を注いでおり，部局への基盤的研究経費の確保とともに，学長裁量経 査が適正に実施されるよう配慮している。
費を活用して萌芽的研究支援のため，競争的配分を行った。

（２）－２ 教育研究特別経費や２つのＧＰ（特色ある大学教育支援プログラム，現代 （５）戦略的人事管理
，的教育ニーズ取組支援プログラム 学長裁量経費の申請については学内から公募し ５ －１ 有期労働契約による教職員の雇用制度を導入し 国際連携研究戦略本部）， ， （ ） ，「 」

部局等間の競争的なプロセスを導入した 学長 理事 学長補佐が申請書類を審査し 「心の教育総合支援センター 「医歯薬学総合研究科離島・へき地医療学講座」にお。 ， ， ， 」，
公開のプレゼンテーションを課して最終選考を行った。さらに学内で採用されたプロ いて教員の採用を計画した（平成１７年度実施 。また法人化前の外国人教師制度を）
ジェクトは学長，理事，学長補佐が中心となり申請書の再吟味を行うシステムを確立 廃止し，平成１７年度より「国際教育教員」とし，新たに有期労働契約を結ぶことと
した。これらの学内での選考結果を公表し，不採用の理由をフィードバックすること した。
で，次の計画策定に生かすよう配慮した。 （５）－２ 先端的・総合的な教育・研究組織への任期制導入を進め，医歯薬学総合研

， ， ， ，（２）－３ 年度計画の個別項目のうち経費が必要なものを学長及び理事が選別し，そ 究科 医学部・歯学部附属病院 知的財産本部 アドミッションセンター・実施部門
れぞれについて個別具体的に予算額を配分し，年度ごとの経営戦略が達成できるよう 大学教育機能開発センター・初年次教育研究開発部門に任期制を導入した。
特別に配慮した。

（２）－４ 教職員の定数については法人化前のように部局に固定したものとはせず， （６）柔軟な人事制度
全学の定数として学長のリーダーシップの下に全学的視野から管理するとともに，補 （６）－１ 本学においては，柔軟な人事制度の構築を進める観点から，法人化直後か
充人事については人事担当理事を中心に全学的見地から再配置を検討するシステムを ら全教員にフレックスタイム制を導入するとともに，フレックスタイム制が適用され
導入した。 ない職員については，育児のために始業・終業時刻を繰上げ又は繰下げができる時差
１）知的財産本部に助教授を配置し，運営体制の強化を図った。 出勤を可能とした。また，法人化に際して１月単位の変形労働時間制を導入するとと
２）留学生センターに助教授を配置し，留学生支援体制の充実を図った。 もに，平成１７年度からは，附属学校を対象に１年単位の変形労働時間制を導入する
３）水産学部附属練習船鶴洋丸及び実習船鶴水の減船に伴い教職員の配置を見直し， ことを決定した。

長崎大学としての将来構想（中期目標・計画）に基づき学内共同教育研究施設と （６）－２ 教職員の研修，社会貢献を容易にするための制度も整備した。教員につい
して設置予定の環東シナ海海洋環境資源研究センターに再配置した。 ては 「研究休職制度の運用方針について ，事務系職員については「事務系職員の長， 」

４）情報メディア基盤センターの運営体制の強化を図るため教授ポストを配置した。 期研修に伴う代替職員の取り扱いについて」を定め，研究休職及び長期研修を行う教
職員の代替職員の採用を一定の枠内で認める制度を設けた。

長崎大学
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② 各国立大学法人等の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進める
ための様々な工夫
（１）教育研究評議会が開催される１週間前に，学長，理事，部局長及び学内共同教育

研究施設等代表者から構成される連絡調整会議を開き，部局の意見を大学の意思
決定に反映できるよう配慮した。

（２）学長や各理事間の情報共有化を図るため役員懇談会を随時開催している。
（３）事務局及び附属病院事務部において，職員一人一人が柔軟に幅広い範囲で業務を

， 。担当できるように事務組織を係体制から班体制に改編し 業務の効率化を図った
（４）本学の基本的な目標である「学生顧客主義」の下で学生支援を充実させるために

学生支援センターを設置するとともに，全学的に良好な教育研究環境を維持し，
それを向上する方途を検討する「施設マネジメント室」や，利用者からの要望に
臨機応変に対応するために「施設技術相談室」を事務局施設部に設置した。

（５）事務運営の改善及び効率化を図るため，業務改善プロジェクトチームを事務局内
に設置し，中期計画期間中の行動計画案の策定に着手した。

（６）本学の危機管理体制の充実強化を図るため，従来の危機事象に対する学内関係規
， ，程や緊急時の対応マニュアル等による対処を踏まえ 更に大学全体として総合的

体系的な体制を検討する危機管理体制検討プロジェクトチームを事務局に設置
し，学内の潜在リスク等の基礎調査をもとに検討を開始した。

（７）地域共同研究センター，機器分析センター，そして環境保全センターを共同研究
交流センターへと改組し，共同研究を通じた地域貢献，先端科学研究の支援，環
境保全と安全のマネジメントを一体的に推進する体制を整備した。

③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あるいは，変
更について検討する必要があると考えられる場合は，その状況

なし

（ ） ，④ 中期目標の達成に向けて支障の生じている あるいは生じるおそれがある 場合には
その状況，理由（外的要因含む）
なし

長崎大学
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Ⅲ 財務内容の改善
１ 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

・科学研究費補助金・各種民間研究助成金などの外部資金の獲得に努めるとともに，収入を伴う事業の拡充を図る。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○科学研究費補助金，受託研究， ○科学研究費補助金，受託研究， ○科学研究費補助金，受託研究，奨学寄附金等外部資金増加に関す
奨学寄附金等外部資金増加に関 奨学寄附金等外部資金増加に関 る具体的方策
する具体的方策 する具体的方策

・企業情報の収集に努めるととも ・企業情報の収集に努めるととも Ⅲ ・受託，共同研究と奨学寄附金の総額は1,417,232千円であり前年
に研究情報及び成果を公開する に研究情報及び成果を公開する 度（1,311,582千円）に比し約８％の増収を達成した。共同研究，

， 。こと等により，産学官の連携を こと等により，産学官の連携を 寄附金獲得額がほぼ横ばいの中で 受託研究獲得が著増している
推進させ，受託研究と奨学寄附 図り，受託研究と奨学寄附金等 官公庁及び関連財団関係の競争的補助金獲得の伸びが大きく貢
金等の増加に努める。 の増加に努める。 献した。

金額単位：千円
区 分 平成15年度 平成16年度 増△減 増 減 率

％
受託研究 件数 97 100 3 3.1

金額 327,611 412,193 84,582 25.8
共同研究 件数 117 108 △9 △7.7

金額 150,460 146,313 △4,147 △2.8
寄附金 件数 1,638 1,871 233 14.2

金額 833,511 858,726 25,215 3.0
間接経費 金額 139,376 151,981 12,605 9.0

・科学研究費補助金への全教員の ・科学研究費補助金への全教員の Ⅲ ・平成１７年度分応募件数1,215件であり，前年度（1,059件）に比
応募と採択件数・交付金額の増 応募と採択件数・交付金額の増 し14.7％の増加を達成した。教員（常勤）の応募率91％も前年度
加を目指す。 加を目指す。 実績（83％）を上回った。

・平成１７年度応募にあっては，申請事務に携わるパート職員の短
期雇用，部局事務部との協力など事務処理体制の見直しを行い，
学内締切を延長することにより申請件数の増加を図った。また学
内説明会を開催し，意識向上を図った。このような改善方策が応
募件数増加に奏功したと考えられる。

金額単位：千円
区 分 平成15年度 平成16年度 前年比
採択件数 373 385 3.2％増
交付金額 1,010,910 1,051,240 4.0％増

・卒業生，研究生，産学官連携の ・卒業生，研究生，産学官連携の Ⅲ ・学長のリーダーシップの下，本学の連合した同窓会組織の来年度
パートナー，地域の個人・企業 パートナー，地域の個人・企業 発足に向けて，各学部ごとに設立されている同窓会に規約等の整
など，広い意味で長崎大学に関 など，広い意味で長崎大学に関 備を要請した。
係ある個人・機関との連携を維 係ある個人・機関との連携を維 ・工学部の研究シーズの発表と企業等との交流を目的として，東京
持・発展させる活動を強化し， 持・発展させる活動を強化する と長崎でコラボ産学交流会２００４を開催し，約１００名の企業。
長崎大学を支援する組織の構築 参加者があった。
を図る。 ・長崎ＴＬＯへの出資及び会員制に関して，県内高等教育機関に説

明し，各機関の構成員などの出資希望者数の調査を依頼するとと
もに，県内高等教育機関，大企業，中小企業などに会員参加を呼
びかけた。

長崎大学
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・科学研究費補助金や共同研究， ・科学研究費補助金や共同研究， Ⅲ ・科学研究費補助金，共同研究，受託研究，寄附金の全てにおいて
受託研究，その他の外部資金の 受託研究，その他の外部資金の （共同研究受託額の微減を除く ，件数，金額とも過去３ヵ年平）
受入れを中期目標期間中に１０ 受入れを過去３ヵ年平均以上確 均を上回った。
％以上増加させる。 保するよう努める。

金額単位：千円
区 分 過去３ヵ年 平成16年度 増△減 増 減 率

平 均 ％
科学研究費 件数 378 385 7 1.9
補助金 金額 984,437 1,051,240 66,803 6.8
共同研究 件数 98 108 10 10.2

金額 146,405 146,313 △92 △0.06
受託研究 件数 86 100 14 16.3

金額 224,872 412,193 187,321 83.3
寄附金 件数 1,753 1,871 118 6.7

金額 842,448 858,726 16,278 1.9

・国際協力プロジェクトに関連し Ⅳ ・国際協力プロジェクトの推進と円滑な遂行に資するべく「国際連
た外部資金の獲得と迅速な事務 携研究戦略本部（ワンストップセンター 」を創設することを決）
手続きを可能とするため，ワン 定した。
ストップセンターの設置の検討
に着手する。

○収入を伴う事業の実施に関する ○収入を伴う事業の実施に関する ○収入を伴う事業の実施に関する具体的方策
具体的方策 具体的方策

・施設の効果的な運用を図り，外 ・施設の効果的な運用を図り，外 Ⅲ ・外部への積極的な貸し出しを行い，平成１６年度は下記のとおり
部への積極的な貸し出しを行う 部への積極的な貸し出しを行う 増収となった。。 。

金額単位：千円
区 分 平成15年度 平成16年度 増収額 増 収 率

％
土地・建物等
貸付料 16,845 28,217 11,372 67.5

・自己収入増大のため，予算配分や収入増に対する還元についてイ
ンセンティブの仕組みを導入し，積極的な取組の推進を図った。

， 。・知的財産本部などの技術管理部 ・知的財産本部などの技術管理部 Ⅲ ・特許料等の収入増を図るために 機関活用発明の出願を推進した
門を中心に特許料等の収入増を 門を中心に特許料等の収入増を
図る。 図る。

ウェイト小計

長崎大学
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Ⅲ 財務内容の改善
経費の抑制に関する目標２

・事務の合理化，効率的な施設運営等を進めることにより，管理的経費の節減を図る。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○管理的経費の抑制に関する具体 ○管理的経費の抑制に関する具体 ○管理的経費の抑制に関する具体的方策
的方策 的方策

・柔軟な人員配置を行うなどして ・柔軟な人員配置を行うなどして Ⅳ ・新たな業務等に対応するため定員削減を行い，削減した人員の範， ，
人件費の更なる適正化を図る。 人件費の更なる適正化を図る。 囲内で①国際連携研究戦略本部の設置②長期研修者への対応③新

たなニーズへの対応④繁忙部局や病気休職者への対応に人員配置
を行った。また，人件費の更なる適正化を図るため，下記のとお
り見直し等を実施し，人件費抑制に努めた。
①特別昇給は，定員の１５％から１２％とし，実施時期を７月１

日から１０月１日に繰り延べた。
②指定職については，学部長等を適用除外とした。
③外国人教師制度を廃止し，教員給与体系を適用した有期雇用契

約に切り替えた。
④非常勤職員（パート）の時給単価を定額制とした。
⑤非常勤職員（日々雇用）の退職手当を廃止した。
⑥通勤手当について，１ヶ月定期券から６ヶ月（３ヶ月）定期券

の額とした。

・情報のデータベース化と既存書 ・情報のデータベース化と既存書 Ⅲ ・今年度は下記のとおりシステム等の導入を行い，情報のデータベ
類の電子化を行い，ペーパーレ 類の電子化を推進する。 ース化と既存書類の電子化を推進した。
ス化を推進する。 ①役員・事務局在席管理システム （平成１６年 ４月）

②医学部・歯学部附属病院における物品請求システム
（平成１６年 ４月）

③現行法令検索システム （平成１６年 ６月）
④長崎大学規則集管理システム （平成１６年１０月）
⑤休講情報の携帯電話での確認サービス （平成１６年１２月）

・なお，上記のシステム導入に伴い5,175千円のコスト削減が図ら
れた。

・業務の見直し及び効率化により ・業務の見直し及び効率化を進め Ⅲ ・業務の見直し及び効率化を進めるとともに 省エネルギー対策 １， ， （
光熱水料等管理費の低減を図る るとともに，光熱水料等管理費 ％省エネ運動及び執務室での軽装）を実施し，下記のとおり光熱。

の低減を図る。 水料を低減した。

金額単位：千円
区 分 平成15年度 平成16年度 増△減額

電 気 料 565,714 529,937 △35,777
ガ ス 料 52,987 51,583 △ 1,404
上 水 料 8,033 6,151 △ 1,882
下 水 料 151,405 134,572 △16,833

計 778,139 722,243 △55,896

・なお，経費削減対策を策定し，公用車（普通車１台・大型バス１
台）を削減，外国旅費の「支度料」を廃止した。

ウェイト小計

長崎大学
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Ⅲ 財務内容の改善
資産の運用管理の改善に関する目標３

・土地，施設，知的財産を適正に管理し，学内外で有効活用が可能となるように運用の改善を図る。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○資産の効率的・効果的運用を図 ○資産の効率的・効果的運用を図 ○資産の効率的・効果的運用を図るための具体的方策
るための具体的方策 るための具体的方策

・全学的な視点に立って，施設の ・施設データベース等により施設 Ⅲ ・時間割表に基づいた全学の講義室の稼働率調査を実施した。
管理・利用状況を定期的に点検 の管理・利用状況等を定期的に ・施設データベース集計として，稼働率，狭隘度，共用率について
し，オープンラボ等共用スペー 点検し，施設の利用実態・諸室 集計した情報を施設部のホームページ上で公開した。
スとして２０％を確保するなど の稼働率の把握を行い，施設の ・施設利用者の施設有効活用に関する意識の啓発を図るため，教職
その有効利用に努める。 利用状況等を公開し，施設利用 員を対象とした施設マネジメントセミナーを２回実施した。

者の施設有効活用に関する意識
の啓発に努める。

・施設の資産については良好な状 ・施設の資産については，施設の Ⅲ ・文教キャンパスの３３施設について施設安全点検パトロールを実
態で長期使用を可能とするため 機能面での不具合だけの点検で 施した。，
計画的な維持保全に努める。 はなく，総合的な施設安全点検 ・施設技術相談室を設置し，修繕等を効果的に実施した。

パトロールを行い，予防的な施
設の点検・保守・修繕等を効果
的に実施し，長期にわたる施設
の有効活用を図る。

・学内における交通安全のため車 Ⅲ ・文教キャンパスにおける駐車場の現況調査を行い，文教キャンパ
の動線の見直しを行うとともに ス駐車場整備計画の基本方針について検討した。，
入構規制による駐車整理の検討
を開始する。

・知的財産の社会での活用を促進 ・知的財産の社会での活用を促進 Ⅲ ・各部局に出向き，知財説明会を実施した後に，知的財産情報収集
するために，それらに関するデ するために，それらに関するデ を目的として，各部局の研究室単位のヒアリングを開始した。
ータ収集方法や公開方法を再構 ータ収集方法や公開方法の検討 ・シーズ情報の公開方法として，知的財産本部のホームページを立
築する。 に着手する。 ち上げた。

・共同研究交流センター産学連携部門の研究情報データベースへの
登録を推進した。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

長崎大学
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Ⅲ 財務内容の改善に関する特記事項

① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織，人事な ② 各国立大学法人等の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進める
どの面での特色ある取り組み ための様々な工夫

（１）財務会計面 （１）財務会計面
（１）－１ 教育研究基盤経費等の中から学長裁量経費を確保し，優れた教育研究プロ （１）－１ 法人化初年度として収入・支出業務，月次決算，棚卸実施，調達業務，業

ジェクト（ 公募型教育研究改革プロジェクト経費」の実施等）に対して支援を行う 務費等目的経理処理等の財務運営マニュアルを作成し，適切かつ円滑な財務会計シス「
など，戦略的・効率的な財務運営を進めた。 テムへの対応を図った。

（１）－２ 予算執行面では，法人化を契機に以下の取組を行い経費の削減を図るとと （１）－２ 「経費節減及び自己収入増方策」を取りまとめるなど，一般管理経費等の
もに，柔軟な会計システムの導入を進めた。 削減に向けた全学的な取組を推進し，管理的な経費の抑制に当たっては，省エネルギ
１）随意契約範囲の引き上げ，複数年契約の一部導入及びリース契約の導入 ー対策（１％省エネ運動と執務室での軽装等）や，情報データベース，既存資料の電
２）ファームバンキングシステムの導入 子化を進め，コストの削減の徹底を図った。併せて 「自己収入の増及び経費節減の，
３ 「宿舎管理業務」等の外注化（事務体制の効率化） ためのインセンティブ方策」を取りまとめ，外部資金等の獲得努力に応じた研究資金）
４）外国旅費における「支度料」の全廃 の配分を導入するなど，自己収入増大のためのインセンティブの仕組みを導入するこ
５）科学研究費補助金等が支給されるまでの間の学内立替制度の創設 等 ととした。その結果，一般管理費については，当初の支出予算額より３６５百万円の

削減が図られた。なお，平成１７年度以降については，平成１６年度の取組を踏まえ
（２）人事管理面 つつ，各部局等において数値目標等も盛り込み，経費削減のための「行動計画」を策

（２）－１ 人件費予算は，適切な管理と増大の抑制を図るとともに，戦略的な取組に 定の上取り組むことととし，その組織的な取組を徹底していくこととする。
円滑に対応するため，部局への配分を行わず事務局で全額を一括管理とした。 （１）－３ 附属病院においては，経営改善を図るための具体的方策として，バランス

（２）－２ 人件費抑制のため以下のことを実施した。 ト・スコア・カードの考え方を用いた「附属病院の経営改善に関する行動計画」を策
１）特別昇給は，定員の１５％から１２％とし，実施時期を７月１日から１０月 定し，公表するなど，病院全体として組織的・計画的な取組を行った。その結果，当

１日に繰り延べた。 初の収入予算額より９９８百万円の増収があった。
２）指定職については，学部長等を適用除外とした。
３ 「外国人教師制度」を廃止し，教員給与体系を適用した有期労働契約に切り替え （２）施設管理面）

た。 （２）－１ 大学運営における施設管理等の重要性について教職員の意識啓発を図るた
４）非常勤職員（パート）の時給単価を定額制とし，非常勤職員（日々雇用）の退職 め 「施設マネジメントセミナー」を実施したほか，施設を長期にわたり良好な状態，

手当を廃止した。 で維持し，活用するために「施設安全点検パトロール」を進め，適切な施設の維持管
理への全学教職員による取組の推進に努めた。

（３）組織
（３）－１ 部局及び事務局から独立したワンストップ機能を有するトップダウン組織 （３）その他

として 「国際連携研究戦略本部（本部長：研究・国際交流担当理事 」を新たに設置 （３）－１ 外部資金の増大に向け，科学研究費補助金について，全教員最低１人１件， ）
（文部科学省「大学国際戦略強化事業」に採択）し，国際研究の戦略体制並びに，Ｊ の申請を行うよう全学的に要請するとともに，説明会の開催，申請書の学内提出期限
ＩＣＡなどからの資金の受入れや業務運営・経費執行面の手続処理の一元化を行い， の延長を図ったほか，その他の競争的資金については，ホームページに外部資金情報

， ，今後のこれら国際的な研究資金受入れの拡大に向けた体制の強化を行った。 サイトを特設し 外部資金情報はその都度迅速にメールで全教職員に情報提供を行い
各種外部資金の応募率の向上，採択の向上を図った。

（４）その他 ○平成１６年度 応募件数 １，２１５件（前年度１，０５９件）
（４）－１ 長崎大学教育研究共用スペース（オープンスペースラボ）制度を導入し， 教員応募率 ９１％（前年度 ８３％）

競争的な環境で優れたプロジェクト事業を採択して教育研究スペースを配分すること
③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あるいは，変とし，競争環境の活性化を図るとともに，施設の効率的・効果的な運用の促進を図っ
更について検討する必要があると考えられる場合は，その状況た。

（４）－２ 本学の所有する各種「古写真」や「グラバー図譜」等の資産を積極的に貸 なし
し出し，資産の有効活用を図った。

（ ） ，④ 中期目標の達成に向けて支障の生じている あるいは生じるおそれがある 場合には
その状況，理由（外的要因含む）

なし

長崎大学
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
１ 評価の充実に関する目標

○自己点検・評価の実施の基本方針
・組織等評価及び個人評価を定期的に実施し，その結果を公表するとともに，指摘された問題点については改善に要する一定の期間を設け，その達成状況を確認して結果を公表する。中
なお，必要に応じ外部評価を実施する。

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○自己点検・評価の改善に関する ○自己点検・評価の改善に関する ○自己点検・評価の改善に関する具体的方策
具体的方策 具体的方策

・全学的評価委員会である長崎大 ・全学的評価委員会である長崎大 Ⅲ ・大学評価委員会の在り方を見直し，教員の個人評価に特化させる
学大学評価委員会の在り方を見 学大学評価委員会の在り方を見 とともに，法人評価及び認証評価への対応を行うため，学長を本
直すとともに必要に応じ評価項 直すとともに必要に応じ評価項 部長とした計画・評価本部を設置することを決定した。
目の見直しを行う。 目の見直しを行う。 ・評価項目については，法人評価及び認証評価に対応した評価項目

の見直しを開始した。

・各部局においては全学的評価委 （平成１７年度から実施のため，
員会との緊密な連携の下に適切 １６年度は年度計画なし）
な評価が実施できる体制の整備
・充実を図る。

○評価結果を大学運営の改善に活 ○評価結果を大学運営の改善に活 ○評価結果を大学運営の改善に活用するための具体的方策
用するための具体的方策 用するための具体的方策

（ ，・組織等評価の結果を適切な方法 平成１７年度以降に実施のため
で公表する。また改善項目及び １６年度は年度計画なし）
改善方策について，一定の期間

， ，を設け その達成状況を確認し
その結果を更に公表する等して
実効性を担保する。

（ ，・教員の個人評価については，全 平成１９年度に実施予定のため
学的見地から総合的に分析し， １６年度は年度計画なし）
その分析結果を公表する。
また，評価結果に基づいて学部
等は適切な措置・指導助言を行
う。

○外部評価等 ○外部評価等 ○外部評価等

・自己点検・評価に当たっては， ・大学評価委員会において外部評 Ⅲ ・法人評価及び認証評価への対応体制を中心に検討を行い，大学評
国立大学法人評価委員会による 価の実施に向けた検討を進める 価委員会を見直し，学長を本部長とした計画・評価本部を設置す。
評価のほか ＪＡＢＥＥ評価等 ることを決定した。， ，
外部の機関，有識者による評価
を必要に応じて実施する。

ウェイト小計

長崎大学
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
２ 情報公開等の推進に関する目標

○教育及び研究並びに組織及び運営についての学外に対する積極的な情報発信の基本方針
・教育研究，社会貢献など，諸活動に対する自己評価や第三者評価の結果を含め大学が有する各種情報を積極的に社会に公表する。特に学術情報については，そのデータベース化を図る。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○大学情報の積極的な公開・提供 ○大学情報の積極的な公開・提供 ○大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する具体的方策
及び広報に関する具体的方策 及び広報に関する具体的方策

・大学の有する情報を広報誌等紙 ・大学ホームページの英語版を充 Ⅲ ・平成１６年度内に大学ホームページの英語版を充実し，中国語版
媒体の他，速報性をもって積極 実するとともに，新たに中国語 並びに韓国語版についてもこれらを開設した。
的に社会に公開するための電子 版，韓国語版を開設する。
情報化を図る。その際英語版の
充実や中国語版，韓国語版等を
開設する。

・情報公開に当たっては，個人情 ・大学ホームページの維持管理体 Ⅲ ・広報企画委員会等において大学各部局版ホームページの運用並び
報等の適正管理を図りつつ，社 制を更に充実させる。 に維持管理体制について再検討を開始した。
会の求めに応じて適切に提供す
る。

○学外に対する情報提供事項のデ ○学外に対する情報提供事項のデ ○学外に対する情報提供事項のデータベース化の推進計画とそのた
ータベース化の推進計画とその ータベース化の推進計画とその めの体制整備
ための体制整備 ための体制整備

・国内外に学術情報を発信するた ・既存の学位論文及び科研費報告 Ⅲ ・データベースの初期データとするために，学位論文（1984年～
め，各分野にわたる既存の学術 書の書誌情報のデータベース化 2001年の1,864件）及び科学研究費補助金報告書（1985年～2001
情報を整理するとともに，国際 に着手する。 年の3,741件）について，書誌情報を整理した。
共同研究を推進していく過程等
で得られた学術情報を国際的に
活用できるよう附属図書館を中
心に学内組織を整備し，データ
ベースを構築する。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

長崎大学
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Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項

① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織，人事な
どの面での特色ある取り組み
（１）今後実施予定の評価のための基礎データを蓄積する目的でデータベースの構築準

備を開始し，学長や理事の他，部局長もそのデータを利用することが可能となるルー
ルを制定し，大学全体とともに部局でも自己評価が容易に実施できるよう配慮した。

（２）評価を行うためのデータ項目は，大学の運営方針と実施過程が適切に評価できる
ことを重視して，大学評価委員会を通じて部局等の意見を踏まえつつ，学長を議長と
する運営会議において選定した。

（３）全国に先駆けて 「教育 「学術・研究 「社会貢献」及び「組織運営」の４領， 」， 」，
域において，平成９年から平成１３年までの５年間の業績に基づき，平成１４年に第
１回目の教員の個人評価を実施した。その評価結果については，個人評価実施報告書
としてまとめるとともに，実施基準を含めホームページにおいて公表した。また，平
成１５年度には，第１回目の個人評価の実施結果を踏まえ実施基準の見直しを行い，
現在は第２回目（平成１９年予定）の実施に向けて平成１５年以降のデータを蓄積し
ている状況である。

（４）国立大学法人長崎大学としての新たなスタートを機に，大学構成員の大学発展へ
の連帯意識を高め，社会へ大学をアピールするために，従来から使用してきたマーク
を精緻化し正式ロゴマークとするとともに，新たに略式ロゴマーク，ロゴタイプ及び
スクールカラーを決定し，平成１７年４月１日付けで制定した。なお，本学知的財産
本部を通じて商標登録の出願を行った。併せて，昭和３７年に制定された「長崎大学
学歌」のＣＤ（本学教員及び学生合唱団の演奏）を制作し公表した。

② 各国立大学法人等の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進める
ための様々な工夫
（１）大学評価の重要性を再検討する過程で，従前の全学委員会「大学評価委員会」を

再編成し，学長を本部長とした「計画・評価本部」の設置を決定した。その中に，評
価業務の円滑な遂行とノウハウの蓄積を図るために教員と事務職員を室員とする「計
画・評価室」を設けることとした。

（２）留学生センターによる新たな留学生プログラムの導入や各部局の努力の結果，留
学生数の増を図り，平成１６年１１月段階で留学生総数は３００人を突破した。国別
の留学生数を見ると，中国からの留学生が圧倒的に多く，韓国からの留学生がこれに
続く。このような留学生の傾向に対応して，さらに東アジア２ヶ国の留学希望者に本
学の情報を公開するために，ホームページに中国語版及び韓国語版を開設するととも
に英語版の充実を図った。

（３）年４回発行の広報誌「ＣＨＯＨＯ」において長崎大学の特色あるプロジェクト等
を特集として取り上げ，さらに，一般市民や高校生等が理解し易いように，図や写真
を増やすとともに，掲載内容も分かり易くなるように工夫して情報発信した。

（４）大学の公式ホームページにおいて，学内の様々な教育研究活動等をタイムリーに
情報発信するため，従来から冊子体で発行していた「学報」を廃止し，その内容を主
にホームページへ移行することとした。

③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あるいは，変
更について検討する必要があると考えられる場合は，その状況

なし

（ ） ，④ 中期目標の達成に向けて支障の生じている あるいは生じるおそれがある 場合には
その状況，理由（外的要因含む）
なし

長崎大学
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
１ 施設設備の整備・活用等に関する目標

・教育研究の活性化や学生支援，社会貢献及び国際交流の充実・強化に資するため，計画的な施設・設備の整備を行う。
・施設全体を効率的に活用するとともに，施設の維持管理，敷地の有効活用に関する管理等を効率的に行う。中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○施設等の整備に関する具体的方 ○施設等の整備に関する具体的方 ○施設等の整備に関する具体的方策
策 策

・施設の老朽化・狭隘化を解消し ・病院施設の老朽化・狭隘化等を Ⅲ ・新病棟・診療棟の実施設計を行い（平成１６年１２月完了）平成，
教育研究の活性化を図るため， 解消し，長崎県における中核医 １７年２月２２日に電子入札による一般競争入札を実施し，工事
施設整備計画を策定し，既存施 療機関としての役割，先端医療 に着手した。
設の有効利用を図りつつ，施設 の先駆的役割を果たすため，機

，の新増築や大規模改修を計画的 能的で先端的な医療が提供でき
に実施するとともに，再配置に かつ患者の住環境改善に配慮し
ついても検討する。 た新病棟・診療棟の実施設計を

行い，工事に着手する。

・現「鶴洋丸」及び「鶴水」の代 Ⅲ ・新「鶴洋丸」の建造を行った。
船として新「鶴洋丸」を建造す 主要目 総トン数 １５５トン 最大とう載人員 ３６名
る。 竣工年月日 平成１６年１２月７日

建造経費 1,318,764千円

・施設等の整備に当たっては，一 ・新病棟・診療棟の実施設計にあ Ⅲ ・新病棟・診療棟の実施設計に当たり，医療環境の向上や全ての利
層のバリアフリー化を進める。 たり，医療環境の向上や全ての 用者が安全かつ円滑に利用できるようにユニバーサルデザインの

利用者が安全かつ円滑に利用で 考え方に基づき設計を行い，バリアフリー化を推進した。
きるようにユニバーサルデザイ
ンの考え方に基づき，一層のバ
リアフリー化を推進する。

・健康管理のため日常的な利用が Ⅲ ・保健管理センターの既存施設に，スロープ・多目的便所・自動扉
多い保健管理センターの既存施 を設置し，全ての学生・教職員が快適に利用できるようにバリア
設に，スロープ・多目的便所・ フリー化を推進した。
自動扉を設置し，全ての学生・
教職員が快適に利用できるよう
にバリアフリー化を進める。

○施設等の有効活用及び維持管理 ○施設等の有効活用及び維持管理 ○施設等の有効活用及び維持管理に関する具体的方策
に関する具体的方策 に関する具体的方策

・施設データベースを活用して既 ・施設データベースの入力データ Ⅲ ・時間割表に基づいた全学の講義室の稼働率調査を実施した。
存施設の利用状況等を把握し， 率を向上させ，施設の利用実態 ・施設データベースの現システムの見直しを行い，内容等のバージ
大学全体の視点に立った有効活 ・諸室の稼働率の把握を行う。 ョンアップを検討した。
用を促進する。

・施設データベース等により施設 Ⅲ ・施設データベース集計として，稼働率，狭隘度，共用率について
の利用状況等を公開し，施設利 集計した情報を施設部のホームページ上で公開した。
用者の施設有効活用に関する意 ・施設利用者の施設有効活用に関する意識の啓発を図るため，教職
識の啓発に努める。 員を対象とした施設マネジメントセミナーを２回実施した。

・省エネルギー・省資源対策とし Ⅲ ・省エネルギーへの意識啓発のためのポスター作りを行い学内に周
て，学生・教職員に対してエネ 知した。
ルギー使用量の公開や，省エネ ・エネルギー使用量を学内の施設部ホームページに掲載し公開し
ルギーへの意識啓発のためのポ た。
スター作りを行い学内に周知す

長崎大学
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る。

・長期にわたり施設の安全性・信 ・長期にわたり施設の安全性・信 Ⅲ ・文教キャンパスの３３施設について施設安全点検パトロールを実
頼性を確保し，活用するため， 頼性を確保し，有効に活用する 施した。
年１回，定期的な施設の巡回点 ため，定期的な施設の巡回点検
検を実施し，適切な維持管理と を実施する。
予防的保全等を行う。

・文教キャンパスにおける人・車 Ⅲ ・文教キャンパスにおける人・車・サービス動線の見直しを行うと
・サービス動線の見直しを行い ともに，サイン，案内板等設置の整備計画の検討を開始した。，
サイン，案内板等設置の整備計
画の検討を行う。

・教職員・学生の構内環境美化に ・良好なキャンパス環境の維持と Ⅲ ・学生及び教職員で全学的なキャンパス大清掃を行い，美しいキャ，
対する意識の向上を図るため， 構内環境美化に対する意識の向 ンパス作りを推進した。
緑化保全等，美しいキャンパス 上を図るため，学生・教職員に
づくりを推進する。 よる全学的なキャンパス清掃を

行い，美しいキャンパス作りを
推進し，併せて，環境美化に対
する意識の啓発に努める。

ウェイト小計

長崎大学
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Ⅴ その他業務運営に関する重要目標
２ 安全管理に関する目標

・安全管理体制の確立と意識の向上に努める。また，地域社会と一体化した大学となるために，環境マネジメントシステムを構築する。
中

期

目

標

進行 ウェ
中期計画 年度計画 判断理由（実施状況等）

状況 イト
○労働安全衛生法等を踏まえた安 ○労働安全衛生法等を踏まえた安 ○労働安全衛生法等を踏まえた安全管理・事故防止に関する具体的
全管理・事故防止に関する具体 全管理・事故防止に関する具体 方策
的方策 的方策

・労働安全衛生体制を整備すると ・総合安全衛生委員会，衛生委員 Ⅲ ・総合安全衛生管理委員会，衛生委員会，放射性同位元素等安全管
ともに，教職員に対する安全教 会などの労働安全衛生体制を整 理委員会などを設置して労働安全衛生体制を整備した。
育を毎年行う。 備するとともに，安全管理教育 ・文教キャンパス事業場において衛生管理者を１学部１人体制に充

プログラムを構築して，教職員 実させた。
， ，に対する安全教育を行う。 ・安全管理教育プログラムの一環として 衛生管理者実務実践講座

安全衛生講座，衛生管理者養成研修を開催した。

・産業保健スタッフを配置し，教 ・産業保健スタッフを配置して， Ⅲ ・総括安全衛生管理者，作業主任者，産業医，衛生管理者，衛生推
職員の健康管理と健康増進に努 教職員の健康管理と健康増進を 進者の産業保健スタッフを配置した。
める。 図る体制を整備する。

・地域社会と一体化した大学とな ・環境科学部 環境保全センター Ⅲ ・既にＩＳＯ１４００１を取得している組織に限らず，全学的に環， ，
るために，ＩＳＯ１４００１の 機器分析センター，地域共同研 境マネジメントシステムを整備する方策について検討し，平成
取得等環境マネジメントシステ 究センター 保健管理センター １７年度より環境担当副学長を置くこととした。， ，
ムを構築する。 大学教育機能開発センター，先

導生命科学研究支援センター（
）アイソトープリソース開発分野

以外の組織においてもIＳＯ１
４００１取得を検討する。

○学生等の安全確保等に関する具 ○学生等の安全確保等に関する具 ○学生等の安全確保等に関する具体的方策
体的方策 体的方策

（『 』），『 』 ，・災害発生時の対応を含めた安全 ・災害発生時の対応を含めた手引 Ⅲ ・入学生用広報誌 ばってんライフ 学生生活案内 において
の手引きを作成し，オリエンテ きを作成し，オリエンテーショ 安全衛生に関する記載を充実するとともに，オリエンテーション
ーション等において安全・衛生 ン等を通じて周知徹底する。 で徹底した。
管理を徹底する。 ・火災訓練を通じて災害発生時の対応を徹底した。

・附属学校園の幼児，児童，生徒 ・附属学校園の幼児，児童，生徒 Ⅲ ・ガードマンの配置状況，監視カメラの設置状況，さす又の配置状
の安全を確保するため，災害発 の安全を確保するために行った 況を考慮し，避難経路の見直し，改善と危機対応マニュアルの改
生時，不審者侵入時等に対応し 緊急措置に基づき，その適正な 訂を行った。
た体制を整備する。 運用を図る。さらに，キャンパ ・各附属学校園での，あるいは合同の避難訓練を「火災発生 「不」，

スの異なる附属養護学校は単独 審者侵入」を想定してそれぞれ２～４回実施した。その際に消防
で，附属幼稚園・附属小学校・ 署や警察署など関係機関からの協力を得て，確実な危機管理を行
附属中学校では共同しての避難 えるようにした。
訓練，危機管理を検討する。 ・登下校時における児童・生徒の被害が増加していることに鑑み，

関係機関や地域住民との連携により安全管理体制の検討を開始し
た。

○核燃料物質，ＲＩ及び毒劇物等 ○核燃料物質，ＲＩ及び毒劇物等 ○核燃料物質，ＲＩ及び毒劇物等の適切な管理
の適切な管理 の適切な管理

・核燃料物質，ＲＩ，毒劇物及び ・核燃料物質，ＲＩ，毒劇物及び Ⅲ ・核燃料物質，ＲＩについては，大学全体及び部局ごとに管理規定
病原体等の管理体制を確立し， 病原体等の管理体制の整備を進 及び管理の委員会を設け，管理体制を整えている。

長崎大学
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使用状況等を毎年検証するとと め，使用状況等を検証するとと ・核燃料物質，ＲＩ及び毒劇物については，受払簿等により管理す
もに，化学物質の移動・登録に もに，化学物質の移動・登録に るとともに定期的検証を行った。
関する「ＰＲＴＲ法」への対応 関する「ＰＲＴＲ法」への対応 ・共同研究交流センター環境安全マネージメント部門において「Ｐ
を行う。 を行う。 ＲＴＲ法」へ対応した。

・全学の放射線施設の放射線取扱 （平成１７年度から実施のため，
主任者によって構成する協議会 １６年度は年度計画なし）
を作り，全学の放射線施設の放
射線安全管理の調査及び改善・
充実を図る。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕

長崎大学
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Ⅴ その他業務運営に関する特記事項

① 法人化のメリットを活用し，大学運営の活性化などを目指した，財政，組織，人事な
どの面での特色ある取り組み
（１）日常における施設に関する問題点や利用者からの要望を把握し，的確に対応する

ために「施設技術相談室」を設置した。
（２）施設マネジメントを有効に推進するために「施設マネジメント室」を設置した。
（３）本学は，環境科学部を有する唯一の国立大学法人として，すでに，環境科学部，

共同研究交流センター，保健管理センター，大学教育機能開発センター，先導生
命科学研究支援センター（アイソトープリソース開発分野）がＩＳＯ１４００１
の認証を受け，環境への取組を進めている。大学全体として環境マネジメントサ
イクルの構築を一層進めるために，平成１７年度より「環境」担当の副学長を置
くこととした。

② 各国立大学法人等の置かれている状況や条件等を踏まえた，大学運営を円滑に進める
ための様々な工夫
（１）施設マネジメントの一環として，大学運営における施設管理等の重要性について

， 「 」 。の啓発を図るために 教職員を対象に 施設マネジメントセミナー を開催した
（２）本学の教育研究活動の基盤である施設を長期にわたり良好な状態で維持し活用す

るために 「施設安全点検パトロール」を開始した。，
３ 人間性を重視した患者さま本位の医療 を基本理念とする病棟・診療棟新営 軸（ ）「 」 （

Ⅰ）工事を着工した。
（４）安心・安全なキャンパスアメニティの向上を目指し，ユニバーサルデザインの観

点から改善箇所調査に基づく改善計画書を作成し，年次計画による改善工事の推
進を図った。

（５）学生等の安全確保等については，入学生用広報誌『ばってんライフ』を配布し安
全に対する意識を啓発し，また部局等においても安全の手引きを作成配布して万
全を期した。

（６）附属学校園の安全確保等については，ガードマンの配置，監視カメラの設置，さ
す又を常置すると共に，避難経路の見直しや教室への緊急表示システムの設置，
危機対応マニュアルの改訂等を行い万全を期した。

③ 自己点検・評価の過程で，中期目標・中期計画を変更する必要がある，あるいは，変
更について検討する必要があると考えられる場合は，その状況
なし

（ ） ，④ 中期目標の達成に向けて支障の生じている あるいは生じるおそれがある 場合には
その状況，理由（外的要因含む）
（１）施設の整備・充実についてはマスタープランに基づきながら文部科学省に施設整

備費の要求を行い，整備がなされてきた。本学は再開発計画の遅れもあり築後
３０年以上経過した老朽施設が保有面積の３５％もあり，教育研究に機能上支障
をきたしている。しかも本学は 「国立大学等施設緊急整備５か年計画」による整，
備率が１８％しかなく全国平均の５４％を大きく下回っている状況である。

（２）既存施設の老朽化が著しく，耐震化等安心・安全・快適な改修・改築が必要であ
るにもかかわらずそのための資金確保に苦慮しており，法人化以前に改修・改築
が相当進んでいる他大学との格差是正が必要である。なお，早急に必要となった
学生プラザ（S2,373㎡,H15 ，学生支援センター（S1,253㎡,H15）の２棟は，本）
学の理念達成に向けた基本目標の一つである「学生顧客主義」に基づいた学生支
援の一環として学長裁量経費による整備を行ったが自己財源による整備も限界と
なっている。

長崎大学
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長崎大学

Ⅵ 予算 （ 人 件 費 見 積 も り を 含 む 。 ） 、 収 支 計 画 及 び 資 金 計 画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅶ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

実績なし１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額
４４億円 ４４億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により 運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により

緊急に必要となる対策費として借り入れすることも想 緊急に必要となる対策費として借り入れすることも想
定される。 定される。

Ⅷ 重 要 財 産 を 譲 渡 し 、 又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

重要な財産を譲渡する計画
・練習船鶴洋丸及び実習船鶴水は，新規実習船建造に ・練習船鶴洋丸及び実習船鶴水は，新規実習船建造に伴 実績なし

伴い譲渡する。 い譲渡する予定である。

・附属病院の土地の一部（長崎県長崎市坂本１丁目 （平成１７年度以降に実施のため，１６年度は年度計画
８６．７３㎡）を譲渡する。 なし）

重要な財産を担保に供する計画
・附属病院の病棟・診療棟等の整備及び病院特別医療 ・附属病院病棟・診療棟(軸Ⅰ）に必要となる経費の長 附属病院病棟・診療棟（軸Ⅰ）に必要となる経費の長

機械設備に必要となる経費の長期借入れに伴い，本 期借入れに伴い，本学病棟・診療棟の敷地及び建物に 期借入れに伴い，下記のとおり担保に供した。
学附属病院の敷地及び建物について 担保に供する ついて，担保に供する。 ・担保物件の表示， 。

長崎市坂本一丁目４８番１外
宅地86,753.39㎡ 所有者 国立大学法人長崎大学

・附属病院基幹・環境整備に必要となる経費の長期借入 附属病院基幹・環境整備に必要となる経費の長期借入
れに伴い，本学病院の敷地及び建物について，担保に れに伴い，下記のとおり担保に供した。
供する。 ・担保物件の表示

長崎市坂本一丁目４８番１外
宅地86,753.39㎡ 所有者 国立大学法人長崎大学

Ⅸ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

・決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質 ・決算において剰余金が発生した場合は，教育研究の質 該当なし
の向上及び組織運営の改善に充てる。 の向上及び組織運営の改善に充てる。
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長崎大学

Ⅹ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設・設備の内容 予定額 百万円 財 源 施設・設備の内容 予定額 百万円 財 源 施設・設備の内容 決定額 百万円 財 源（ ） （ ） （ ）

総額 施設整備費補助金 附属病院病棟・診療棟 総額 施設整備費補助金 附属病院病棟・診療棟 総額 施設整備費補助金附属病院病棟・診療棟
（ ） (軸Ⅰ） 2,142 （ 326） (軸Ⅰ） 2,114 （ 315）附属病院基幹・環境整備 19,393 2,357

船舶建造費補助金 附属病院基幹・環境整備 船舶建造費補助金 附属病院基幹・環境整備 船舶建造費補助金小規模改修
（ 668） 小規模改修 （ 668） 小規模改修 （ 664）附属実習船鶴洋丸建造

長期借入金 附属実習船鶴洋丸建造 長期借入金 附属実習船鶴洋丸建造 長期借入金
（16,368） （ 1,148） （ 1,135）

国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン 国立大学財務・経営セン
ター施設費交付金 ター施設費交付金 ター施設費交付金

（ 0） （ 0） （ 0）

（注１）金額については見込みであり，中期目標を達成するために必要な （注１）金額は見込みであり，上記のほか，業務の実施状況等を勘案した施
業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整備や老朽度合等を勘 設・設備の整備や，老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が
案した施設・設備の改修等が追加されることもある。 追加されることもあり得る。

（注２）小規模改修について１７年度以降は１６年度同額として試算して
。 ， ， ，いる なお 各事業年度の施設整備費補助金 船舶建造費補助金

国立大学財務・経営センタ－施設費交付金，長期借入金について
は，事業の進展により所要額の変動が予想されるため，具体的な

， 。額については 各事業年度の予算編成過程等において決定される

○ 計画の実施状況等

・附属病院病棟・診療棟(軸Ⅰ)
年度計画を実施した。

・附属病院基幹・環境整備
年度計画を実施した。

・小規模改修
年度計画を実施した。

・附属実習船鶴洋丸建造
年度計画を実施した。

上記以外で，防災対策（耐震補強）並びに老朽化改善を図ることを目的として，研究実験棟等改修が補
正で668百万円予算化されたが，騒音問題対応及び工法等の検討に不測の日数を要したため，666百万円を
繰り越すこととなった。
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長崎大学

Ⅹ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

「Ⅱ業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するための措置」＊ 採用方針 ＊ 採用方針
教員選考に当たっては，民間・公私立大学・他国立大学法人等から 教員選考に当たっては，民間・公私立大学・他国立大学法人等から Ｐ４６～４７参照

の公募等による人材登用，外部資金を活用した採用等を推進し，国内 の公募等による人材登用，外部資金を活用した採用等を推進し，国内 なお，教員の人材育成に関しては，上記記載内容に加えて6回の全学の
外から広く優秀な人材を採用する 事務系職員等の採用に当たっては 外から広く優秀な人材を採用する 事務系職員等の採用に当たっては ファカルティ・ディベロップメント及び各部局のファカルティ・ディベ。 ， 。 ，
地区単位の統一試験の利用を原則としつつ，専門的知識を必要とする 地区単位の統一試験の利用を原則としつつ，専門的知識を必要とする ロップメントを実施し，教育能力の向上を図った。
職種については，大学独自の選考基準で採用する制度を検討する。女 職種については，大学独自の選考基準で採用する制度を検討する。女
性，外国人，障害者に対しては，働きやすい環境・制度の整備を進め 性，外国人，障害者に対しては，働きやすい環境・制度の整備を進め
る。 る。

＊ 雇用方針 ＊ 雇用方針
社会貢献活動を容易にする制度や変形労働時間制等の柔軟な人事制 社会貢献活動を容易にする制度や変形労働時間制等の柔軟な人事制

度の構築，中長期的な視野に立った適切な教職員の配置を進めるため 度，中長期的な視野に立った適切な教職員の配置を進めるための仕組
の仕組みの構築，適正な事務組織の再編等を通じて学内の人的資源を み，大学への貢献度に応じたインセンティブを与えるシステム，適正
有効に活用するとともに，全体的な人件費を適切に管理する。すでに な事務組織の再編等を検討して可能なものから実行する。すでに任期
任期制を実施している組織に加えて，他の組織においてもこの制度採 制を実施している組織に加えて，他の組織においてもこの制度採用の
用の可否を検討し，実施可能な組織については，新たに任期制を導入 可否を検討する。これらの取組を通じて，学内の人的資源の有効活用
する。また，大学への貢献度に応じたインセンティブを与えるシステ と全体的な人件費の適切な管理を進める。
ムを充実させて組織を活性化させる。

＊ 人材育成方針 ＊ 人材育成方針
教員に対する現行の研修制度を維持するとともに，ファカルティ・ 教員に対する現行の研修制度を維持するとともに，ファカルティ・

ディベロップメントを充実して教育能力の向上を図る。事務系職員に ディベロップメントを充実して教育能力の向上を図る。事務系職員に
ついても，職務に応じて法人内，九州地区及び全国的規模の研修を受 ついても，職務に応じて法人内，九州地区及び全国規模の研修を受け
けられる制度を充実させる。 られる制度を整備する。

＊ 人事交流 ＊ 人事交流
， ，事務職員については，他の国立大学法人等と連携して計画的な人事 事務職員については 多様な人材の確保と組織の活性化を図るため

交流が行える制度を構築し 多様な人材の確保と組織の活性化を図る 他の国立大学法人等と連携して計画的な人事交流が行える制度を構築， 。
また 教員については 人事交流を容易にする人事制度を整備する する。， ， 。

（参考）

平成１６年度

（１） 常勤職員数 1,676人

（２） 任期付職員数 500人

（３）① 人件費総額（退職手当を除く） 21,577百万円

② 経常収益に対する人件費の割合 54.76％

③ 外部資金により手当した人件費を除い 21,108百万円
た人件費

④ 外部資金を除いた経常収益に対する上 55.76％
記③の割合

⑤ 標準的な常勤職員の週あたりの勤務時間 40時間00分
として規定されている時間数
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○ 別表 （学部の学科、研究科の専攻等）

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100

（名） （名） （％）

教育学部 学校教育教員養成課程 720 797 110.7

情報文化教育課程 240 259 107.9

経済学部 総合経済学科

・昼間コース 1,450 1,659 114.4

・夜間コース 240 268 111.7

医学部 医学科 590 622 105.4

保健学科 332 331 99.7

歯学部 歯学科 335 343 102.4

薬学部 薬科学科 320 344 107.5

工学部 機械システム工学科 320 380 118.8

電気電子工学科 320 383 119.7

情報システム工学科 200 238 119.0

構造工学科 160 180 112.5

社会開発工学科 200 231 115.5

材料工学科 200 240 120.0

応用化学科 200 243 121.5

各学科共通 40 38 95.0

環境科学部 環境科学科 580 638 110.0

水産学部 水産学科 440 489 111.1

教育学研究科 学校教育専攻 12 20 166.7

教科教育専攻 64 55 85.9

経済学研究科 経済経営政策専攻 30 45 150.0

経営意思決定専攻 3 4 133.3

医学研究科 生理系専攻 12 9 75.0

病理系専攻 10 19 190.0

社会医学系専攻 4 8 200.0

内科系専攻 13 39 300.0

外科系専攻 16 54 337.5

新興感染症病態制御学系専攻 15 36 240.0

歯学研究科 歯学専攻 18 27 150.0

環境科学研究科 環境共生政策学専攻 8 12 150.0

環境保全設計学専攻 17 16 94.1

生産科学研究科 機械システム工学専攻 54 60 111.1

電気情報工学専攻 104 168 161.5

環境システム工学専攻 64 101 157.8

物質工学専攻 54 104 192.6

水産学専攻 84 62 73.8

環境共生政策学専攻 8 13 162.5

環境保全設計学専攻 17 15 88.2

システム科学専攻 35 52 148.6

海洋生産科学専攻 49 39 79.6

物質科学専攻 44 32 72.7

環境科学専攻 8 9 112.5

長崎大学

学部の学科，研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

医歯薬学総合研究科 医療科学専攻 229 185 80.8

新興感染症病態制御学系 66 68 103.0

専攻

放射線医療科学専攻 33 31 93.9

生命薬科学専攻 175 162 92.6

医療技術短期大学部 専攻科助産学特別専攻 20 20 100.0

附属小学校 840 714 85.0

附属中学校 600 625 104.2

附属養護学校 60 58 96.7

附属幼稚園 160 146 91.3

○ 計画の実施状況等

１．収容定員と収容数の差が＋15％を超える学科・専攻

学部の学科・研究科の専攻等名 収容定員と収容数に差が生じた理由
工学部 機械システム工学科 ・従来の状況を勘案し進路変更等で退学する

電気電子工学科 学生を見込んで入学定員より若干多めに合
情報システム工学科 格者を出したことによるもの。
社会開発工学科 ・私費外国人留学生の受入れ増によるもの。
材料工学科 ・留年生の増加によるもの。
応用科学科

教育学研究科 学校教育専攻 ・質・レベルの高い志願者の増加によるも
の。

経済学研究科 経済経営政策専攻
経営意思決定専攻

医学研究科 病理系専攻 ・修了延期者の増加によるもの。
社会医学系専攻 ・休学者の増加によるもの。
内科系専攻
外科系専攻
新興感染症病態制御学
系専攻

歯学研究科 歯学専攻

環境科学研究科 環境共生政策学専攻

生産科学研究科 電気情報工学専攻 ・社会的ニーズ及び大学院（博士前期課程工
環境システム工学専攻 学系）進学志向の高まりに伴う入学者の増
物質工学専攻 加によるもの。
環境共生政策学専攻

生産科学研究科 システム科学専攻 ・修了延期者の増加によるもの。

２．収容定員と収容数の差が－15％を超える学科・専攻

学部の学科・研究科の専攻等名 収容定員と収容数に差が生じた理由
医学研究科 生理系専攻 ・志願者の減少によるもの。

生産科学研究科 水産学専攻

生産科学研究科 海洋生産科学専攻
物質科学専攻

医歯薬学総合研究科 医療科学専攻


